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様式２－１－１ 国立研究開発法人 年度評価 評価の概要 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 国立研究開発法人防災科学技術研究所 
評価対象事業年度 
 

年度評価 平成 28 年度（第 4 期） 
中長期目標期間 平成 28～34 年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 文部科学大臣 
 法人所管部局 研究開発局 担当課、責任者 地震・防災研究課、竹内 英 

 評価点検部局 科学技術・学術政策局 担当課、責任者 企画評価課、松岡 謙二 

 
３．評価の実施に関する事項 
平成 29 年６月 26 日 文部科学省国立研究開発法人審議会防災科学技術研究所部会（以下「部会」という。）（第 12 回）において、法人による自己評価の結果について、理事長等による説明を含む第１

回ヒアリングを実施するとともに、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 
平成 29 年７月７日 部会（第 13 回）において、法人による自己評価の結果について第２回ヒアリングを実施するとともに、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した

助言を受けた。 
平成 29 年７月 20 日 部会（第 14 回）において、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 

平成 29 年８月３日 文部科学省国立研究開発法人審議会（第 10 回）において、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 
 
 

 
４．その他評価に関する重要事項 
平成 28 年度は第４期中長期目標・計画期間の初年度である。 
 
 
 

  



2 
  

様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定 

 
１．全体の評定 
評定※１ 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ） 

 

 

 

Ｂ （参考）本中長期目標期間における過年度の総合評定の状況 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

Ｂ       

評定に至った理由 法人全体の評価に示す通り、全体として中長期計画及び年度計画に定められた通り、概ね着実に業務が実施されたと認められるため。 
 
２．法人全体に対する評価 
○新たな中長期計画期間を迎え、組織を見直すことにより、部門を超えた連携が容易になり、柔軟な研究が推進できるようになったこと、新たに設置した拡大役員会議等の場で所内の情報共有、コミ

ュニケーションの強化が図られるようになったことは、高く評価できる。 

○イノベーションハブを形成し、産学官による研究開発を一体的に進める基盤の構築に向け、各センターを設置し、研究開発から社会実装まで一体として実施できる環境を確立したこと、多様なユー

ザのニーズを意識し、誰のための成果か見える形で研究開発に取り組むようになってきたことは、高く評価できる。 

○平成 28 年 4 月の熊本地震に関連して、研究系職員だけでなく事務系職員も合わせて、のべ約 800 名が現地入りし、他機関の情報も含めて一元的に集約、発信し、災害対応で最も重要な状況認識の共

有に極めて重要な役割を果たしたこと、外部機関と協力し、罹災証明書の発行等、被災者の生活再建支援に貢献したこと、また熊本県の要望に応え地震後の土砂災害による二次災害の予防と復旧・復

興の支援に取り組んだことなどは、極めて高く評価できる。 

○熊本地震をはじめ 5種類 12 回の災害に対してクライシスレスポンスサイトを立ち上げ、積極的な情報発信を行ったことは社会的インパクトも大きく、高く評価する。 

○S-net の完成を受け、陸海の地震観測網の一体的運用体制が整備され、安定運用がなされており、平成 28 年 7 月から S-net、DONET2 データが気象庁での津波監視業務での活用が開始されるなど、研

究成果の社会実装が進んでいることも高く評価できる。 
 
３．項目別評価の主な課題、改善事項等 
○クライシスレスポンスサイト開設時、現地対策本部等への派遣などについて、積極的にプレスリリースを行うことにより、より多くの国民に周知を図ることが望ましい。（P12 参照） 
○研究成果を社会実装するために必要な社会の人材を育成するようなプログラムが十分とは言えないので、今後の取り組みを期待したい。（P23、P24 参照） 

○従来型の講師派遣だけでなく、災害対応時の実務支援の派遣、地方公共団体からの要望を受けた活動なども人材育成の活動として評価されることが望ましい。（P23、P24 参照） 

 
４．その他事項 
研究開発に関する審議会

の主な意見 
特になし 

監事の主な意見 
 

特になし 

※１ Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。  

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。  

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等を求める。  
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様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

中長期目標（中長期計画） 
 
 

年度評価 項目別

調書№ 

 

備考 
 
 

 中長期目標（中長期計画） 
 
 

年度評価 項目別

調書№ 
 

備考 
 
 

28

年度 
29

年度 
30

年度 
31

年度 
32

年度 
33

年度 
34

年度 
 28

年度 
29

年度 
30

年度 
31

年度 
32

年度 
33

年度 
34

年度 
Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  
 
 
 
 
 

１．防災科学技術研究にお

けるイノベーションの中核

的機関の形成 

     １．柔軟かつ効率的なマネジメ

ント体制の確立 
   

中核的機関としての産学

官連携の推進 
Ｂ       １－１

－１ 
   研究組織及び事業の見直し Ｂ       ２－１

－１ 
 

基盤的観測網・先端的研

究施設の運用・共用促進 
Ａ       １－１

－２ 
   内部統制 Ｂ       ２－１

－２ 
 

研究開発成果の普及・知

的財産の活用促進 
Ｂ       １－１

－３ 
   研究開発等に係る評価の実施 Ｂ       ２－１

－３ 
 

研究開発の国際的な展開 
 

Ｂ       １－１

－４ 
   ２．業務の効率化    

 
 
 
 

人材育成 
 

Ｂ       １－１

－５ 
   経費の合理化・効率化 Ｂ       ２－２

－１ 
 

防災行政への貢献 
 

Ｓ       １－１

－６ 
   人件費の合理化・効率化 Ｂ       ２－２

－２ 
 

２．防災科学技術に関する

基礎研究及び基盤的研究開

発の推進 

     契約状況の点検・見直し Ｂ       ２－２

－３ 
 

災害をリアルタイムで観

測・予測するための研究

開発の推進 

Ｂ       １－２

－１ 
 

   電子化の推進 Ｂ       ２－２

－４ 
 

 社会基盤の強靱性の向上

を目指した研究開発の推

進 

Ｂ       １－２

－２ 
  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 Ｂ       ３  

 災害リスクの低減に向け

た基盤的研究開発の推進 
Ｂ       １－２

－３ 
   １．予算（人件費の見積りを含

む。）、収支計画及び資金計画 

            ２．短期借入金の限度額 

 ３．不要財産又は不要財産とな

ることが見込まれる財産がある

場合には、当該財産の処分に関

する計画 

 ４．前号に規定する財産以外の

重要な財産を譲渡し、又は担保

に供しようとするときは、その

計画 

 ５．剰余金の使途 
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            Ⅳ．その他業務運営に関する重要事

項 
Ｂ       ４  

   １．国民からの信頼の確保・向

上 

  ２．人事に関する事項 

  ３．施設・設備に関する事項 

  ４．中長期目標の期間を超える

債務負担 

  ５．積立金の使途 

 
※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
 

※評定は、「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成２７年６月３０日文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 

【研究開発に係る事務及び事業（Ⅰ）】 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

【研究開発に係る事務及び事業以外（Ⅱ以降）】 

Ｓ：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－１ 中核的機関としての産学官連携の推進 

関連する政策・施策 

 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課

題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  

 
 
 
 
 
 
 
 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 
 
 
 
 
 
 

 基準値等 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度  28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
共 同 研 究

（件） 
770 件以

上 
122 件       予算額（千円） －       

受託研究件

数（件） 
140 件以

上 
42 件       決算額（千円） －       

クロスアポ

イントメン

ト制度の適

用者数（人） 

28 人以上 3 人       経常費用（千円） －       

客員研究員

の受入等の

件数（件） 

420 件以

上 
85 件       経常利益（千円） －       

         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－       

          従事人員数 －       
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 

中長期目標 
 
 

中長期計画 
 
 

年度計画 
 
 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

 
 

主な業務実績等 
 

自己評価 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

我が国の防災科学技術の中核

的機関として、その先端的研究

基盤を活用し、「研究開発成果

の最大化」を推進する観点から

関係府省や大学・研究機関、民

間企業等との連携・協働の強化

を図る。クロスアポイントメン

ト制度の活用等により産学官

我が国の防災科学技術の中核

的機関として、防災科研の基盤

的観測網や先端的研究施設等

の先端的研究基盤を活用し、

「研究開発成果の最大化」に向

けて、災害からの被害軽減や事

業継続性の確保等のニーズを

有するインフラストラクチャ

平成 28 年度には安定的で継続

的な事業を推進する「地震津波

火山ネットワークセンター」「総

合防災情報センター」、知財活

用・社会実装を推進する「先端

的研究施設利活用センター」、外

部資金による大型プロジェクト

研究を推進する研究事業センタ

○イノベーションハブを形成

し、産学官による研究開発を一

体的に進める基盤の構築に向け

た取組を推進しているか。 
 
《評価指標》 
・産学官連携の成果 
《モニタリング指標》 

＜主要な業務実績＞ 

・安定的で継続的な事業を推進

する「地震津波火山ネットワー

クセンター」及び「総合防災情

報センター」、知財活用・社会実

装を推進する「先端的研究施設

利活用センター」並びに外部資

金による大型プロジェクト研究

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・イノベーションハブを形成

し、産学官による研究開発を一

体的に進める基盤の構築に向け

た取組の第一歩として、各セン

ターを設置し、研究開発から社

会実装まで一体として実施でき

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画

に定められた通り、概ね着

実に業務が実施されたと認

められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 
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の人材・技術の流動性を高め、

防災科研の直接的な成果のみ

ならず、他機関の成果を含めた

社会実装に向けた橋渡し、行政

への技術支援等を行うととも

に、国内外の大学・研究機関、

民間企業等の人材が交流する

ネットワークとなるイノベー

ションハブを形成し、産学官に

よる研究開発を一体的に進め

る基盤を構築する。 

ー事業者等の民間企業や地方

公共団体との防災・減災対策に

関する連携・協働等を推進し、

我が国全体の防災科学技術の

水準の向上を図る。 
また、クロスアポイントメント

制度を活用した産学官の多様

な人材の受入れ、研究開発上の

多様なシーズを有する大学等

の研究機関や民間企業等とニ

ーズを有する地方公共団体や

民間企業との共同研究の推進、

プロジェクトベースの研究開

発センターの設置等を通じて、

人材と「知見・技術・経験」を

結ぶネットワークを構築する

ことにより、研究開発から社会

実装まで一体として実施でき

る研究環境を確立する。 
さらに、我が国が推進するプロ

ジェクト等への参画による外

部資金の獲得を大学・研究機

関・民間企業等と積極的に推進

し、防災科研の成果とともに他

機関の成果も含め社会実装の

橋渡しや行政機関への技術支

援等を行い、防災科学技術のイ

ノベーション創出の中核的機

関としての地位を確立する。 

ーとして「レジリエント防災・

減災研究推進センター」「気象災

害軽減イノベーションセンタ

ー」「火山研究推進センター」を

設置する。 
 

・共同研究・受託研究件数 
・クロスアポイントメント制度

の適用者数、客員研究員の受入

等の件数 
 

を推進する研究事業センターと

して「レジリエント防災・減災

研究推進センター」、「気象災害

軽減イノベーションセンター」

及び「火山研究推進センター」

を設置した。 
・共同研究を 122 件、受託研究

を 42 件実施した。 
・外部資金獲得に向けた所内説

明会の開催や共同研究等実施状

況・各種新規公募情報等の所内

イントラへの掲載を行った。 
・客員研究員を 85 人受け入れ

た。 

る研究環境の確立を推進したこ

とは評価できる。 

・共同研究及び受託研究の実施

件数はそれぞれ 122 件・42 件で

あり、中長期計画期間の１年当

たりの数値目標（110 件/年・20

件/年）を達成したことは評価で

きる。積極的な外部資金への獲

得が促進されることを期待した

い。 

 

以上より、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所

の活動による成果、取組等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、「研究開発成果の

最大化」に向けて成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等が

認められ、着実な業務運営がな

されている。 

 

イノベーションハブを形成

し、産学官による研究開発

を一体的に進める基盤の構

築に向け、各センターを設

置し、研究開発から社会実

装まで一体として実施でき

る環境を確立したことは評

価できる。 

特に、平成 28年 4月の熊本

地震に事務職員も含めのべ

約 800 名が現地入りしたこ

とにより、法人の目的につ

いて現場感を持って全職員

が共有し、中核的機関とし

ての意識がより一層高まっ

たことは高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

災害発生時の活動を継続

的に行っていくためにも、

所内の支援体制などの確立

を期待する。 

 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－２ 基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進 

関連する政策・施策 

 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課

題への対応 

施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0240、0256、0257 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  

 
 
 
 
 
 
 
 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 
 
 
 
 
 
 

 基準値等 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度  28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
観測網の稼

働率（％） 
95％以上 99.5％       予算額（千円） －       

先端的研究

施設の共用

件数（件） 

－ 51 件       決算額（千円） －       

         経常費用（千円） －       
         経常利益（千円） －       
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－       

          従事人員数 －       
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 

中長期目標 
 
 

中長期計画 
 
 

年度計画 
 
 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

 
 

主な業務実績等 
 

自己評価 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地震調査研究推進本部の「新た

な地震調査研究の推進について

―地震に関する観測、測量、調査

及び研究の推進についての総合

的かつ基本的な施策―（平成 24
年９月６日改訂）」、科学技術・学

術審議会測地学分科会地震火山

部会の計画等を踏まえて、陸域

の地震観測網（高感度地震観測

網、広帯域地震観測網、強震観測

網等）と海域の地震観測網（日本

地震調査研究推進本部の地震調

査研究に関する総合基本施策及

び調査観測計画を踏まえて、陸

域の地震観測網（高感度地震観

測網、広帯域地震観測網、強震観

測網等）と海域の地震観測網（日

本海溝海底地震津波観測網（S-
net）、地震・津波観測監視システ

ム（DONET））を一元化した海

陸の基盤的地震観測網の安定的

運用（稼働率 95％以上）を行う

平成 28 年度には、伊豆大島、

三宅島、富士山の３火山にお

いて、火山観測施設の更新を

実施するとともに、平成 28 年

熊本地震で被災した観測施設

の復旧を行う。 
従来の高感度・広帯域地震観

測データや火山観測データ等

に加え、S-net や DONET の

データも関係機関との間で共

有出来る仕組みを提供すると

○基盤的観測網・先端的研究

施設の安定運用を通じ、国内

外の関係機関における防災科

学技術に関する研究開発の推

進に貢献しているか。 
 
《評価指標》 
・観測データの関係機関との

共有や利用促進の取組の進捗 
・国内外の地震・津波・火山

に関する業務遂行や調査研究

＜主要な業務実績＞ 

海陸の基盤的地震観測網や基

盤的火山観測網の一元化的な

維持管理・運用を安定的に行う

とともに、平成 28 年４月に発

生した平成 28 年（2016 年）熊

本地震で被災した地震・火山観

測網の観測施設・機器の復旧に

加えて、平成 27 年度補正予算

による地震・火山観測網の観測

機器の更新等を実施した。これ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

着実な運用と適切に機器修

復・更新がなされたことによ

り地震観測網について数値目

標の95％を上回る稼働率を達

成するなど、平成 28年度にお

いても基盤的地震火山観測網

の維持管理が安定的に進めら

れたことは評価できる。また、

世界で最大規模の海底観測網

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 

評価すべき実績の欄に示す通

り、中長期計画及び年度計画に定

められた以上の業務の進捗が認め

られるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

地震観測網の稼働率 99.5％を

確保していることは高く評価でき

る。 
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海溝海底地震津波観測網（S-
net）、地震・津波観測監視システ

ム（DONET））を一元化した海

陸の基盤的地震観測網や基盤的

火山観測網の整備・安定的運用

を継続するとともに、観測デー

タの関係機関との共有や利用促

進を図り、国内外の関係機関に

おける研究、業務遂行や我が国

の地震・津波・火山に関する調査

研究の進展に貢献する。 
我が国全体の防災科学技術に関

する研究開発を推進するため、

実大三次元震動破壊実験施設

(Ｅ－ディフェンス)、大型降雨実

験施設、雪氷防災実験施設等の

先端的な研究基盤施設について

効果的・効率的かつ安全に運用

し、外部研究機関との共用を促

進する。なお、共用に当たって

は、これまでの実績及び当該施

設の運用状況のみならず研究開

発成果を最大化することも踏ま

え、年度計画に定める共用件数

を確保する。 
また、基盤的観測網や先端的研

究施設によって得られたデータ

を活用した外部の成果を把握

し、これらの成果に防災科研が

貢献していることが社会から幅

広く理解されるように努める。 

とともに、関連施設の更新を図

る。また、「今後の大学等におけ

る火山観測研究の当面の進め方

について」（平成 20 年 12 月、科

学技術・学術審議会測地学分科

会火山部会）及び「御嶽山の噴火

を踏まえた火山観測研究の課題

と対応について」（平成 26 年 11
月、科学技術・学術審議会測地学

分科会地震火山部会）に基づき、

重点的に強化すべき火山につい

て観測施設の整備・運用を推進

する。観測データの関係機関と

の共有や利用促進を図り、国内

外の関係機関における研究、業

務遂行や我が国の地震・津波及

び火山に関する調査研究の進展

に貢献する。 
我が国全体の防災科学技術に関

する研究開発を推進するため、

実大三次元震動破壊実験施設

（Ｅ－ディフェンス）、大型降雨

実験施設、雪氷防災実験施設等

の先端的研究施設の運用・共用

促進を行う。 
Ｅ－ディフェンスについて、効

果的・効率的な運用を行うとと

もに、その安全・確実な運用のた

め、施設・設備・装置等の保守、

点検及び整備を着実に実施す

る。また、地震減災研究の振興を

図るため、共同研究や外部研究

機関等への施設貸与によるＥ－

ディフェンスの活用を促進する

とともに、実験データを外部研

究機関等へ提供する。さらに、優

れた研究開発環境を確立するた

め、関連する施設・設備・装置等

の改善、改良及び性能向上など、

地震減災研究に関する研究基盤

機能の高度化に取り組む。 
先端的研究施設について効果

ともに、東日本大震災のよう

な広域災害の発生を念頭に、

より安定したデータ共有を実

現するための仕組みの構築に

着手する。さらに、行政や企業

による海陸観測網データの利

活用を促進させる。広く地震

津波被害の低減に貢献するた

め、開発した即時予測技術を

実装し、多様な防災情報の発

出を検討する。また、観測網の

利活用、技術開発、運用費用の

在り方等に関する検討に着手

する。 
 
平成 28 年度には、Ｅ－ディフ

ェンスを安全・確実に運用す

るため、加振系装置、制御系装

置、油圧系装置、高圧ガス製造

設備の定期点検と日常点検を

実施し、Ｅ－ディフェンスの

効果的・効率的な運用を行う。

また、Ｅ－ディフェンスの施

設・設備・装置等の改善、改良

及び性能向上に資するため、

加振制御システムの更新を実

施する。なお、平成 28 年度に

おける施設の共用に関する計

画は以下のとおりである。 
 
●Ｅ－ディフェンス 
共用件数：年間２件 
外部研究機関等によるＥ－デ

ィフェンスの活用促進として

構造物・基礎・地盤連成系や液

状化地盤を対象とした２件の

外部研究機関等との共同実験

実施のために施設を共用す

る。また、データ公開システム

による外部研究機関等への実

験データ提供を引き続き実施

すると共に、公開予定日を迎

等への貢献の実績 
・先端的研究施設等の活用に

よる成果 
《モニタリング指標》 
・観測網の稼働率 
・先端的研究施設の共用件数 

らにより、防災科研が中核的機

関として推進する防災科学技

術研究はもとより、気象庁の監

視業務をはじめとする地震や

津波、火山に関する防災行政、

大学や研究機関における学術

研究及び教育活動の推進に貢

献した。平成 28 年度における

観測網の稼働率は、迅速な障害

復旧対応や老朽化した機器の

更新等の実施により、目標値で

ある 95%を達成した。 
海域観測網のうち S-net につ

いては、新たに日本海溝軸外側

海域に S6 を敷設し、当初計画

されていた全システムが完成

した。これにともない、世界で

最大規模のケーブル式海底地

震津波観測網が完成し、平成

28 年 11 月に発生した福島県

沖の地震（M7.4）では、この規

模の地震としては初めて地震

動及び津波の面的伝播の観測

に成功した。DONET について

は、４月に国立研究開発法人海

洋研究開発機構より移管され、

３つの陸上局からつくばへの

全データ伝送等の新たな運用

体制を構築した。既に配信がな

されていたDONET1のデータ

に加え、平成 28 年７月からは

S-net 及び DONET2 のデータ

についても気象庁での津波監

視業務での活用が開始された。

また、DONET データは地方公

共団体等に実装した即時津波

予測システムにおいて利活用

が開始されており、S-net デー

タについても、同様の社会実装

に向けた準備を行った。陸域に

おける観測でも平成 28 年熊本

地震（M6.5, M7.3）や鳥取県中

が完成するとともに、福島県

沖の地震に伴う地震動及び津

波の面的観測の成功し、また、

７月には DONET2 とあわせて

気象庁における活用が開始さ

れ社会実装が進んだことは極

めて高く評価できる。21年ぶ

りに都市直下で発生した平成

28年熊本地震を含む複数の地

震において極めて貴重なデー

タを取得するとともに、緊急

参集等を通じた迅速な解析及

びデータや資料の公開がなさ

れた。これらは、地震や津波、

火山における調査研究の基盤

を提供するとともに国や地方

公共団体の防災行政に資する

など、我が国における防災力

の向上に大きく貢献し、また

防災科研のプレゼンスを高め

ることに大きな役割を果たし

ており、高く評価できる。 

また、風水害・土砂災害・雪氷

災害の分野においても、地方

公共団体など関係機関との情

報共有が進められ、防災業務

や防災研究への貢献が図られ

ていることは、高く評価でき

る。 

Ｅ－ディフェンスの各装置・

設備の定期点検と日常点検等

に加え、加振制御システムの

更新工事が確実に実施され、

Ｅ－ディフェンスが効果的・

効率的に運用できたことは評

価できる。特に、加振制御シス

テム更新による施設利用時間

延長と加振精度向上は、地震

防災科学技術に係わる研究開

発におけるＥ－ディフェンス

活用の幅をさらに広げると期

待される。あわせて、安全管理

S-net の完成を受け、陸海の地

震観測網の一体的運用体制が整備

され、安定運用がなされており、

平成 28 年 7 月から S-net、DONET2

データが気象庁での津波監視業務

での活用が開始されるなど、研究

成果の社会実装が進んでいること

も高く評価できる。 

施設の外部利用実績は目標値を

上回っていることも高く評価でき

る。 

 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 ― 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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的・効率的かつ安全に運用し、幅

広い研究分野・領域で産業界を

含めた国内外の外部研究機関と

の共用を促進する。なお、これま

での実績及び当該施設の運用状

況のみならず研究開発成果を最

大化することも踏まえ、年度計

画に定める共用件数を確保す

る。 
また、防災科学技術や災害情報

を集約及び展開できる情報基盤

を活用することにより知の統合

化を進める。さらに、基盤的観測

網や先端的研究施設によって得

られたデータを活用した外部の

成果を把握し、これらの成果に

防災科研が貢献していることが

社会から幅広く理解されるよう

に努める。 

える実験データの開示を進め

る。 
 
大型耐震実験施設、大型降雨

実験施設、雪氷防災実験施設

について効果的・効率的かつ

安全に運用し、幅広い研究分

野・領域で産業界を含めた国

内外の外部研究機関との共用

を促進する。なお、平成 28 年

度における施設の共用に関す

る計画は以下のとおりであ

る。 
 
●大型耐震実験施設 
共用件数：年間６件 
構造物や地盤・土構造物等を

対象とした６件の実験におい

て、外部研究機関との施設の

共用を実施する。 
 
●大型降雨実験施設 
共用件数：年間５件 
共用実験として施設貸与実験

５件、また、共同研究実験５件

程度を計画中である。さらに

自体研究，普及啓発のための

実験を行う予定である。 
 
●雪氷防災実験施設 
共用件数：年間 25 件 
大学や公的研究機関との雪氷

防災の基礎研究に関する共同

研究 23 件、及び雪氷対策技術

の実用化に関する民間企業へ

の施設貸与２件の実施を予定

している。 

部の地震(M6.6)等の貴重なデ

ータが得られた。データは、緊

急参集等による解析作業を通

じて地震直後に資料作成がな

され、地震調査委員会や火山噴

火予知連絡会等の各種委員会

へ提供するとともに、ネットワ

ークセンターの Web サイトや

クライシスレスポンスサイト

を通じて広く国民に向けて情

報発信を行った。 
水・土砂災害に関しては、平成

28 年熊本地震による地盤の変

化で失われた地形・地盤情報の

緊急調査を行い、地方公共団体

の復旧・復興計画に必要な情報

の復旧を図るとともに、土砂移

動分布図を作成し、関係機関に

提供した。 
またＭＰレーダ情報や浸水深、

斜面モニタリング等の情報を、

地方公共団体等へ提供した。 
 
●Ｅ－ディフェンス 
Ｅ－ディフェンスを安全・確実

に運用するため、加振系装置、

制御系装置、油圧系装置及び高

圧ガス製造設備の定期点検と

日常点検を実施し、Ｅ－ディフ

ェンスの効果的・効率的な運用

を行った。また、Ｅ－ディフェ

ンスの施設・設備・装置等の改

善、改良及び性能向上に資する

ため、平成 27 年度補正予算に

より加振制御システムの更新

を実施し、１日当たり１時間の

利用延長と約３割の加振精度

向上を達成した。さらに、更新

工事においては、確実な工程管

理、作業の効率化等を実施する

ことにより、当初計画以上のＥ

－ディフェンスの利用可能期

の徹底により、Ｅ－ディフェ

ンス構内で行われる実験・準

備作業、施設・装置の点検作業

が遅滞なく無事故で実施さ

れ、平成 18年４月より継続さ

れている無災害記録が平成28

年度末に 170 万時間を超えた

ことは高く評価できる。 

さらに、加振制御システム更

新工事の確実な工程管理、作

業の効率化等により創出され

たＥ－ディフェンスの利用可

能期間の外部研究機関等によ

るＥ－ディフェンス利用を積

極的に働きかけた結果、当初

計画を大幅に上回る４件の利

用があり、地震減災における

実験研究分野の振興に大きく

貢献するとともに、自己収入

の獲得に大きく寄与している

ことは高く評価できる。また、

実験データの公開件数は 52

件に達しており、実験データ

の公開が着実に進められてい

ることは評価に値する。 

 

平成 28 年度の外部利用は、Ｅ

－ディフェンスでは４件、大

型降雨実験施設では 12 件の

実績をあげ年間目標値を大幅

に上回り、また、大型耐震実験

施設では８件、雪氷防災実験

施設では 27 件の実績をあげ

年間目標値以上の実績を残し

た。 

各実験施設では幅広い内容の

データが取得され、その成果

は各々の分野において有効に

活用されるものと期待され

る。 

 

以上より、研究所の目的・業
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間を確保することができた。あ

わせて、日常点検や更新工事を

はじめ、Ｅ－ディフェンス構内

で行われる各種工事への安全

管理を確実に実施し、平成 18
年４月より継続されている無

災害記録は平成 28 年度末には

170 万時間を超えた。 
幅広い地震防災科学技術に係

わる研究開発での利活用を示

す共用件数については、当初計

画に合った共同研究２件に加

え、施設貸与２件の実験研究が

行われた。特に、施設貸与２件

については、利用可能期間が延

びたこともあり、外部研究機関

等にＥ－ディフェンスの利用

を積極的に働きかけた結果で

ある。 
さらに、実験データを外部機関

等に提供するデータ公開シス

テムを継続的に運用しており、

平成 28 年度に実験データ２件

の開示を行い、実験データの公

開件数は 52 件に達した。 
 
●大型耐震実験施設 
共同研究６件、施設貸与２件の

利用実績をあげた。 
 
●大型降雨実験施設 
共同研究３件、施設貸与９件の

利用実績をあげた。 
 
●雪氷防災実験施設 
 国際共同研究１件、共同研究

24 件、施設貸与２件の利用実

績をあげた。 

務、中長期目標等に照らし、研

究所の活動による成果、取組

等について諸事情を踏まえて

総合的に勘案した結果、適正、

効果的かつ効率的な業務運営

の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創

出や将来的な成果の創出の期

待等が認められる。 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－３ 研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

関連する政策・施策 

 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課

題への対応 

施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0240、0256 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  

 
 
 
 
 
 
 
 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 
 
 
 
 
 
 

 基準値等 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度  28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
共 同 研 究

（件） 
770 件以

上 
122 件       予算額（千円） －       

受 託 研 究

（件） 
140 件以

上 
42 件       決算額（千円） －       

知的財産の

出願（件） 
28 件以上 5 件       経常費用（千円） －       

シンポジウ

ム・ワーク

ショップ開

催数（回） 

140 回以

上 
75 回       経常利益（千円） －       

プレスリリ

ース等（件） 
175 件以

上 
33 件       行政サービス実施コ

スト（千円） 
－       

 
論文数（編/
人） 

7 編/人以

上 
1.2 編/人       従事人員数 －       

 
学会等での

口 頭 発 表

（件/人） 

42 件 /人
以上 

6.7 件/人       
 

        

 
公開ウェブ

のアクセス

件数（件） 

－ 17,408,000
件 

      
 

        

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 

中長期目標 
 
 

中長期計画 
 
 

年度計画 
 
 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

 
 

主な業務実績等 
 

自己評価 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 関係府省や地方公共団体、

民間企業等防災科学技術の研

究成果を活用することが想定

される機関のニーズを踏まえ

た研究を進めるなど、研究成果

が活用され普及するための取

組を推進する。また、研究開発

成果の技術移転、社会実装、国

際展開を効果的に進めるため、

明確な知的財産ポリシーの下、

防災科研が創出・保有する知的

財産の価値の最大化を図る。 
 
② 防災科研の役割や活動に

関する国民の理解を深めるた

め、ウェブやマスメディア等を

通じて、研究活動や研究成果の

情報発信やアウトリーチに努

める。また、防災科学技術に関

する国内外の様々な情報及び

資料を収集・整理・データベー

ス化し、ウェブ等を通じて効果

的に提供する。 
 その際、利用者のニーズを踏

まえつつ、利用者が必要とする

情報に効率的にアクセスでき

るようにウェブの機能強化を

図るとともに、専門的な知識を

持たない利用者に対してもわ

かりやすく情報を提供するこ

とに努める。 
 
 
 
 
 
 
 

①研究開発成果の普及・知的財

産の活用促進 
防災科研で得られた研究成果

を広く普及させるため、シンポ

ジウムや研究成果発表会を開

催するとともに、国内外におけ

る学会・学術誌等で発表・公表

する。その際、科学的な知見の

発信レベルの維持・向上のた

め、査読のある専門誌及び SCI
対象誌等の重要性の高い専門

誌での誌上発表や学会等での

口頭発表を行う。 
研究開発成果の普及に当たっ

ては、国民の安全・安心に直結

するという防災科学技術の特

性を踏まえ、海外展開も念頭に

置きながら、広く成果が活用さ

れるよう知的財産の取得・活用

戦略・管理等の方針を定めた知

的財産ポリシーを新たに策定

する。その際、単に実施料収入

の観点だけでなく、我が国の防

災力の向上に留意した質の高

い特許等の知的財産の権利化

や実施許諾等に努める。さら

に、先端的研究施設等を利用し

た試験結果に基づき、性能・品

質等を検証するための仕組み

づくりの検討を行う。また、ウ

ェブ上の公開等を通じ、民間企

業や地方公共団体等を対象と

して潜在的なニーズや連携対

象を積極的に発掘し、研究開発

に反映させるように努める。 
 
②広報・アウトリーチ活動の推

進 

①研究開発成果の普及・知的財

産の活用促進 
防災科研で得られた研究成果を

広く普及させるため、シンポジ

ウムや研究成果発表会を開催す

るとともに、国内外における学

会・学術誌等で発表・公表する。

その際、科学的な知見の発信レ

ベルの維持・向上のため、査読の

ある専門誌及び SCI 対象誌等の

重要性の高い専門誌での誌上発

表や学会等での口頭発表を行

う。 
研究開発成果の普及に当たって

は、国民の安全・安心に直結する

という防災科学技術の特性を踏

まえ、海外展開も念頭に置きな

がら、広く成果が活用されるよ

う特許、実用新案、商標権等の知

的財産の取得・活用戦略・管理等

の方針を定めた知的財産ポリシ

ーを新たに策定する。その際、単

に実施料収入の観点だけでな

く、我が国の防災力の向上に資

する公益性の高いものであるこ

とに留意した質の高い特許等の

知的財産の権利化や実施許諾等

に努めると共に、取得したもの

についてはホームページにおい

て公開する。 
さらに、先端的研究施設等を利

用した試験結果に基づき、性能・

品質等を検証するための仕組み

づくりの検討を行う。平成 28 年

度は大型降雨実験施設につい

て、降雨環境下におけるセンシ

ング技術開発を行っている複数

企業の参加のもと、試行的な検

○関係府省や地方公共団体、民

間企業等のニーズを踏まえた

研究開発の推進や知的財産権

の活用は適切になされている

か。 
 
《評価指標》 
・産学官連携の成果 
・知的財産等を活用した成果の

社会実装に向けた取組の進捗 
《モニタリング指標》 
・共同研究・受託研究件数 
・知的財産の出願件数 

＜主要な業務実績＞ 

科学的な知見の発信レベルの維

持・向上のため、査読のある専門

誌及びSCI対象誌等の重要性の高

い専門誌での誌上発表は 144 編、

国内外の学会等での発表は 809 件

行った。 
事業、研究開発の目的・推進方向

を明確にすることに加え、成果の

性格、活用場面等を踏まえた知的

財産マネジメントを戦略的かつ積

極的に行い、社会に最大限の価値

をもたらすことができるよう、平

成 29 年３月 29 日付で知的財産ポ

リシーを新たに策定し、所内に周

知した。 
また、職員等の知的財産の知識を

深め特許出願に生かせるよう専門

家による知的財産研修の開催、特

許庁、文化庁、独立行政法人工業

所有権情報・研修館主催の知的財

産研修に参加するとともに、知的

財産関連資料の所内イントラへの

掲載などにより、５件の特許出願、

６件の特許登録があった。また、

取得した特許については、研究所

のホームページをはじめ、独立行

政法人工業所有権情報・研修館の

外部機関ホームページに特許情報

を掲載して情報提供することなど

により、10 件の特許等の実施許諾

があった。 
大型降雨実験施設について、降雨

環境下におけるセンシング技術開

発を行っている複数企業の参加の

もと、試行的な検証実験を行い、

性能・品質等を検証するための仕

組み作りの検討を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

論文数、学会等での発表はそれぞ

れ 1.2 編/人、6.7 件であり、１

年当たりの数値目標（１編/人・

年、６件/人・年以上）を達成し

たことは評価できる。 

特許・実用新案等の申請件数は５

件であり、１年当たりの数値目標

（４件/年）を達成したことは評

価できる。また、新たな特許等の

実施許諾がなされ、知的財産の活

用が促進されていることも評価

できる。今後とも、セミナーの実

施や研修への参加を通して知的

財産取得への意識高揚を図りつ

つ、積極的な特許・実用新案等の

出願がなされることを期待した

い。 

新たに発足した気象災害軽減イ

ノベーションセンターを通じて、

民間企業との協働も活発化した。

地方公共団体等においてもニー

ズ把握のためアンケ－ト調査を

実施するなど潜在的なニーズや

連携対象の発掘を推進した。 

 

災害に関して積極的に情報発信

したことは大いに評価できる。平

成 28 年熊本地震発生のおよそ一

週間後には緊急報告会を開催し

た。その後も、イベントでの講演

会、防災科研主催の報告会などで

必要な情報の発信を続けた。 

Web については、単に様々な情報

を集約しただけに止まらず、「府

省庁連携防災情報共有システム

（SIP4D：Sharing Information 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計

画に定められた通り、概ね

着実に業務が実施された

と認められるため。 

＜評価すべき実績＞ 

熊本地震をはじめ5種類

12 回の災害に対してクラ

イシスレスポンスサイト

を立ち上げ、積極的な情報

発信を行ったことは社会

的インパクトも大きく、高

く評価できる。 

知的財産の出願、論文

数、学会等における発表数

はいずれも目標を達成し

ており、取得した特許等に

対し 10 件の実施許諾があ

ったことは、高く評価でき

る。 

 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

クライシスレスポンスサ

イト開設時、現地対策本部

等への派遣などについて、

積極的にプレスリリース

を行うことにより、より多

くの国民に周知を図るこ

とが望ましい。 

 

 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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研究成果の普及、防災科研への

国民の理解・信頼・支持の獲得、

国民の防災リテラシーの向上

を図るため、防災科研の研究活

動や研究成果等について、ウェ

ブやテレビ・新聞等の報道機関

等を通じた情報発信を行う。そ

の際、国民に対し分かりやすい

形で情報発信するため、ウェブ

の機能・コンテンツの強化や取

り上げやすさを念頭においた

報道発表等に努める。 
また、多様な媒体を組み合わせ

た情報発信を行うため、研究施

設の一般公開・見学者の受入、

一般市民を対象としたシンポ

ジウムやワークショップの開

催・所外のイベントへの参加、

広報誌の発行、防災教育のため

の講師派遣等も行う。 
さらに、基盤的地震・火山観測

網やＥ－ディフェンス等によ

って得られたデータやそれら

に基づく成果が、我が国の安

全・安心に貢献していることが

周知されるような取組を行う。 
 
③災害情報のアーカイブ機能

の強化 
防災科学技術の中核的機関と

して、防災科研の研究成果のみ

ならず、国内外の防災科学技術

に関する研究や、様々な自然災

害に関する資料を収集・整理し

て、データベース化を進め、ウ

ェブ等を通じて研究者、防災の

専門家、一般市民等へ効果的に

提供する。 

証実験を行い、性能・品質等を検

証するための仕組み作りの検討

を行う。 
また、ウェブ上の公開、説明会、

協議会等を通じた民間企業の潜

在的なニーズや連携対象の発

掘、アンケート調査、災害時の協

働、協議会等を通じた地方公共

団体等の潜在的なニーズや連携

対象の発掘を積極的に推進し、

研究開発に反映させるように努

める。 
 
②広報・アウトリーチ活動の推

進 
研究成果の普及、防災科研への

国民の理解・信頼・支持の獲得、

国民の防災リテラシーの向上を

図るため、防災科研の研究活動

や研究成果等について、ウェブ

やテレビ・新聞等の報道機関等

を通じた情報発信を行う。その

際、国民に対し分かりやすい形

で情報発信するため、ウェブの

機能・コンテンツの強化や取り

上げやすさを念頭においた報道

発表等に努める。 
また、多様な媒体を組み合わせ

た情報発信を行うため、研究施

設の一般公開・見学者の受入、一

般市民を対象としたシンポジウ

ムやワークショップの開催・所

外のイベントへの参加、広報誌

の発行、防災教育のための講師

派遣等も行う。平成 28 年度には

Ｇ７或いはその関連会合を利用

して積極的に防災科研の取組に

関する情報発信を行う。 
さらに、基盤的地震・火山観測

網、気象・雪氷に関するレーダ観

測、Ｅ－ディフェンス等によっ

て得られたデータやそれらに基

民間企業の潜在的なニーズや連携

対象の発掘については、新たに発

足した気象災害軽減イノベーショ

ンセンターを通じて、民間企業と

の予測モデルの共同開発等を進め

るなど協働も活発化した。ハザー

ド･リスク評価の地域や産業等へ

の展開を図るため、損害保険、建

設、情報通信、交通インフラ、防

災コンサルティング等で構成した

ハザード・リスク情報に関する検

討会を立ち上げ、各業界の具体的

な活用の可能性について検討を開

始した。地方公共団体等では、桜

島・霧島山・阿蘇山・那須岳周辺

の地方公共団体の防災担当者等に

対するヒアリング調査を実施し、

現在の火山防災対策の課題の整理

に着手した。また、一部住民（病

院関係者等）へのヒアリング調査

や地域の防災訓練への参加を通し

て ニ ー ズ 調 査 を 行 っ た 。

UAV(Unmanned Aerial Vehicle)
の活用可能性について全国の災害

対応専門機関に対してアンケート

調査を行った。 
 
・研究成果や災害情報、シンポジ

ウム、公開実験・見学会等につい

てのプレスリリースをタイムリー

に行い、成果が普及するよう努め

た。その結果、平成 28 年熊本地震

に関する緊急報告会、津波情報に

活用する観測地点の追加、災害年

表マップなど多くのマスメディア

に取り上げられた記者発表も数多

くあった。 
・災害が発生した際には、その災

害に関連する情報を集約したサイ

トの立上げ、観測された揺れのデ

ータなどから建物被害推定の迅速

発信など、必要な情報を Web など

Platform for Disaster manage-

ment）」による現地調査結果や空

撮写真等の地図上への統合など

も行った防災科研クライシスレ

スポンスサイトを立ち上げ、平成

28 年熊本地震以外の他の災害に

ついても、積極的に対応を行っ

た。 

また、S-net の整備に関連して、

工事見学会や陸上局の完成に伴

う見学会を各地で実施し、マスコ

ミや関係者だけでなく地元住民

にも観測網で得られるデータの

重要性を周知したことも評価で

きる。 

このほか、イベント参加や学生等

への科学教育、研究所一般公開、

公開実験、取材対応などが行われ

た。伊勢志摩サミットなど国際的

にも注目度の高いイベント出展

を行ったほか、震災対策技術展横

浜の印象ランキングで第２位を

獲得した。 

 

災害情報のアーカイブについて

は、SIP 等の取組と連携しなが

ら、平時の情報収集に加え、平成

28 年熊本地震を皮切りに、同年

度に発生（警戒を含む）した５種

類 12 回の災害に対して防災科学

技術研究所クライシスレスポン

スサイトを開設し、収集した情報

を的確に発信し、多くの機関・団

体の災害対応業務に活用された。

これにより、防災科研のプレゼン

スを高めることができた。また、

その経験に基づき、所内各研究部

門・センター等と議論を重ね、平

成 29 年度以降に具体的な連携を

行うための情報統合運用室の設

置につながり、データベース化や

情報集約・発信手順の検討等が着
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づく成果を把握し、ウェブやシ

ンポジウム等を活用して、これ

らが我が国の安全・安心に貢献

していることが周知されるよう

な取組を行う。 
 
③災害情報のアーカイブ機能の

強化 
平成 28 年度については以下の

業務を実施する。    
・所内各研究部門・センター等

と連携し、研究成果に関する情

報のデータベース化に向けた検

討を行う。また、「自然災害ハザ

ード・リスク評価に関する研究」

と連携し、過去の災害資料の収

集、整理、保管を進める。 
・「自然災害情報の利活用に基

づく災害対策に関する研究」お

よび「戦略的イノベーション創

造プログラム（SIP）」等の取組

と連携し、防災科研が所有する

災害情報を軸として、災害対応

にあたる各機関における情報の

共有・利活用を推進する情報プ

ラットフォームに必要な情報項

目の検討を行う。さらに、これら

を継続・安定的に運用するため

の情報集約・発信手順および情

報基盤環境の検討に着手する。 

から積極的に発信した。 
・基盤的地震・火山観測網などか

ら得られる観測データは、災害時

の情報発信に活用するだけでなく

Webのトップから常時アクセスで

きるようにしていると共に、新強

震モニタのように分かりやすい形

にして発信を行った。なお、４月

の平成 28 年熊本地震では余震が

頻発したことから、九州のゆれに

関する情報を外部から得やすいよ

う新強震モニタ九州拡大画面を作

成した。 
・シンポジウムに関しては、一般

国民の関心が高く減災に結びつき

やすい情報の利活用に関するもの

などを中心に数多く実施した。ま

た、大きな被害をもたらした平成

28 年熊本地震については、およそ

一週間後に緊急報告会を実施する

など、複数回報告会などを開催し

た。 
・通常の施設見学受入れを行った

ほか、一般公開や体験会などを通

じて研究所に多くの方々を受け入

れた。さらに、日本海溝海底地震

津波観測網（S-net）の整備に関連

して、工事見学会や陸上局の完成

に伴う見学会を各地で実施し、マ

スコミや関係者だけでなく地元住

民にも周知を図った。 
・他機関などが主催するイベント

などに出展し、研究成果の広報活

動を行った。伊勢志摩サミットや

G7 茨城・つくば科学技術大臣会合

で出展を行った。また、想定され

る来場者別に狙いを持って展示内

容・配布物に工夫を凝らし取り組

んだ結果、一般国民向けにアプリ

を準備した震災対策技術展横浜で

は、「印象に残った出展者・製品」

として出展社 221 社のうち第２位

実に進展した。 

 

以上より、研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、研究所の

活動による成果、取組等について

諸事情を踏まえて総合的に勘案

した結果、「研究開発成果の最大

化」に向けて成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認めら

れ、着実な業務運営がなされてい

る。 
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となった。 
・広報誌については、平成 28 年熊

本地震を含め災害が多発した年度

で有り、また第４期中長期計画が

スタートした年度であったので、

主に災害や組織を特集した内容で

発行した。 
 
防災科学技術に関する図書、災害

記録、学術論文、地図、統計等の

情報及び資料 4,172 点を収集し

た。収集した情報及び資料は、記

録媒体・流通形態を問わず対象と

した。収集した各種情報及び資料

のメタデータを蔵書データベース

（DB）に入力することにより所内

外に公開するとともに、情報及び

資料を供覧した。入室者数は所内

外 1,414 名、貸出冊数は 684 冊、

複写冊数は 144 冊であった。また、

平成 28 年熊本地震及び鳥取県中

部の地震関連資料を展示するとと

もに収集を行った。日本全国の大

学、関係機関、博物館・図書館・文

書館（MLA）等と連携し、社会全

体で「知の結集」を実現し、知を

結集する仕組みを構築すべく、「被

災地図書館メーリングリスト」に

より情報交換の場とすることを関

連機関に提案した。所の研究成果

として、「研究報告」No.83 として

１編をオンライン刊行し、「研究資

料」No.406-411 として６冊を刊行

した。また、1,027 冊の刊行物を配

布した。学術雑誌の購入に際して

は、所内研究者の要望を考慮しつ

つ、利用頻度を勘案して年間購読

契約から Pay-Per-View 購読に切

り替えることにより H29 年度の

経費削減を図った。 
 「SIP（戦略的イノベーション創

造プログラム）」や「自然災害情報
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の利活用に基づく災害対策に関す

る研究」、所内各部門・センター・

プロジェクトと連携し、平成 28 年

熊本地震において各種情報を集

約・提供する Web サイト「防災科

学技術研究所クライシスレスポン

スサイト（NIED-CRS）」を開設・

運用した。その結果、情報が災害

対応の現場で有効に活用され、防

災行政に貢献するとともに、防災

科研のプレゼンスを高める形とな

った。NIED-CRS は、その後、５

種類 12 回の自然災害（災害に至ら

なかったもの、一般に公開しなか

ったものを含む）に対して開設・

運用し、今後の継続・安定的に運

用するための情報集約・発信手順

及び情報基盤環境を検討する基礎

資料が得られた。 
 「自然災害ハザード・リスク評

価に関する研究」と連携し、過去

の災害記録を DB 化した災害事例

DB の Web 可視化サイトとして

「災害年表マップ」を公開・運用

した。その結果、平成 28 年８月 31
日に一般公開して以降、新聞、Web
ニュース、ブログ、雑誌、ラジオ

等で多数紹介された（９月～11 月

上旬、35 件）。 
 平成 28 年 12 月７日に成立した

「官民データ活用推進基本法」に

鑑み、防災科研が保有する各種デ

ータ、情報プロダクツを網羅的に

整理し、オープンデータという観

点から整理・評価した。その結果、

データ・情報プロダクツの種類に

応じて、発信の方法が様々であり、

総合防災情報センター、ICT 統括

室、広報課をはじめとし、各部門、

センター、プロジェクト、課室等

で行っている研究成果の発信にお

いて、総合防災情報センターを中
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核とした全所的な連携を進めるこ

ととなった。これについては、デ

ジタル防災情報ライブラリ構想と

して、平成 29 年度以降、情報統合

運用室を新たに設置し、全所的に

取り組むこととなった。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－４ 研究開発の国際的な展開  

関連する政策・施策 

 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課

題への対応 

施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0240、0256 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  

 
 
 
 
 
 
 
 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 
 
 
 
 
 
 

 基準値等 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度  28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
海外の研究

機関・国際

機関等との

共 同 研 究

（件） 

56 件以上 13 件       予算額（千円） －       

海外からの

研修生等の

受入数（人） 

280 人以

上 
657 人       決算額（千円） －       

論文数（SCI
対象誌等）

（編） 

336 編以

上 
60 編       経常費用（千円） －       

国際学会等

での口頭発

表（件/人） 

7 件/人以

上 
1.5件/人       経常利益（千円） －       

         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－       

          従事人員数 －       
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 

中長期目標 
 
 

中長期計画 
 
 

年度計画 
 
 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

 
 

主な業務実績等 
 

自己評価 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

我が国の防災科学技術の中核

的機関として、海外の研究機

関・国際機関との共同研究や

連携を推進し、国際的なネッ

トワークの強化、防災科学技

術の海外展開への取組を通じ

て、防災科研及び我が国の国

際的な位置づけの向上を図

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

我が国の防災科学技術の研究開

発及び情報の受発信の中核的機

関として、海外の研究機関・国際

機関との共同研究や協定、国際共

著論文の発表等による連携を推

進し、国際的なネットワークの強

化、防災科学技術の海外展開への

取組を通じて、防災科研及び我が

国の国際的な位置づけの向上を

図る。 
このため、アジア・太平洋地域の

地震観測網を活用した津波予測

システムの開発、WOVO（World 
Organization of Volcano 
Observatories）との連携に基づ

く火山観測データに関する国際

データベースの充実・共有化の推

進、国際 NPO 法人 GEM (Global 
Earthquake Model)との連携に

基づく国際的な地震ハザード評

価、リスク評価手法の開発とその

標準化等の取組を引き続き推進

する。また、2015 年４月ネパール

地震において実施した現地災害

調査の実績を踏まえ、海外で発生

した災害に対しても被災地に貢

献できる取組を実施する。さら

に、国際シンポジウムの開催、海

外からの人材・視察の受け入れ等

に取り組む。 
また、国際的な研究開発動向や防

災に関する国際協力のニーズを

踏まえ、企業も含め新たな協力連

携相手の開拓に努めるとともに、

防災科学技術に関する国際共同

研究及び技術の海外展開のため

の事業を推進する。 

我が国の防災科学技術の研究開

発及び情報の受発信の中核的機

関として、海外の研究機関・国際

機関との共同研究や協定、国際共

著論文の発表等による連携を推

進し、国際的なネットワークの強

化、防災科学技術の海外展開への

取組を通じて、防災科研及び我が

国の国際的な位置づけの向上を

図る。 
このため、アジア・太平洋地域の

地震観測網を活用した津波予測

システムの開発、WOVO（World 
Organization of Volcano 
Observatories）との連携に基づ

く火山観測データに関する国際

データベースの充実・共有化の推

進、西太平洋地域等における各機

関との地震観測データ共有によ

る地震カタログ整備及び津波予

測精度の向上、WMO（World 
Meteorological Organiza-tion）

固体降水相互比較実験（SPICE）

におけるデータ共有、雪氷防災実

験施設を用いた国際共同研究を

進める。また、国際 NPO 法人

GEM (Global Earthquake 
Model) との連携を推進するとと

もに、TEM（Taiwan Earthquake 
Model）、GNS（ニュージーラン

ド）とのワークショップを開催

し、アジア・環太平洋地域での研

究交流を進め、SCEC（南カリフ

ォルニア地震センター）との連携

を図り、地震ハザード・リスク評

価の国際展開を行う。 
また、2015 年４月ネパール地震

において実施した現地災害調査

○防災科研及び我が国の国際

的な位置づけの向上に向けた

研究の促進が図られているか。 
 
《評価指標》 
・海外の研究機関・国際機関等

との連携による成果 
《モニタリング指標》 
・海外の研究機関・国際機関等

との共同研究件数 
・海外からの研修生等の受入数 
・論文数・口頭発表件数等（国

際）、TOP10%論文数 
 

＜主要な業務実績＞ 

平成 28 年の主要国首脳会議（G7
サミット）が、５月 25 日～28 日

に日本の三重県志摩市で開催さ

れ、防災科研は、サミット開催期

間中、三重県営サンアリーナにて

政府広報展示に参加し DONET
を中心に、海陸観測網や三重県に

導入されている津波即時予測シス

テムについてポスター展示を通じ

て防災科研の技術のアピールを行

った。また、G7 サミットに先がけ

５月 15 日（日）～17 日（火）に、

つくば国際会議場で開催された

G7茨城・つくば科学技術大臣会合

においては、防災科研の災害情報

の共有及び利活用の仕組み等をポ

スター展示するとともに、平成 28
年熊本地震発生直後から防災科研

が公開した平成 28 年熊本地震の

「災害対応支援地図」や「クライ

シスレスポンスサイト」をモニタ

に実際映しながら紹介を行った。

期間中、防災科研のブースに足を

運んで頂いた G7 各国の大臣や関

係者に対し、防災科研の取組につ

いて紹介を行った。 
７月５日～７日に韓国の蔚山市で

開催された日韓台ワークショップ

に、防災科研からは理事長、審議

役及び１名の研究員が参加した。

本ワークショップは、日本の防災

科研、韓国の国立災難安全研究院

及び台湾の国立災害科学技術セン

ターが平成 19 年 11月に締結した

研究協力協定に基づき、平成 20年

よりほぼ毎年会場を持ち回りで開

催しており、今回が第７回目とな

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

外国からの視察、研修生の受

け入れが著しく増加した。災

害の多発によるという受動的

な要因もあるとはいえ、これ

に対応し得た点は評価する。 

 また、国際会議の開催、国際

共同研究・調査を着実に実施

した。国際的な位置付けの向

上に資したものと考える。 

 論文の発表、口頭発表につ

いては、ある程度の準備期間

をもって増加するものと期待

している。 

 

 以上により、研究所の目的・

業務、中長期目標等に照らし、

研究所の活動による成果、取

組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、「研

究開発成果の最大化」に向け

て成果の創出や将来的な成果

の創出の期待等が認められ、

着実な業務運営がなされてい

る。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計

画に定められた通り、概ね

着実に業務が実施された

と認められるため。 

＜評価すべき実績＞ 

研究開発成果の国際的

な発信が多面的に行われ、

わが国の防災技術の国際

的な位置づけの向上につ

ながっていることは高く

評価する。 

海外の研究機関や国際

機関等との共同研究、海外

からの研修生等の受入、論

文数、国際学会での発表数

はいずれも目標数を達成

している。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

海外からの視察、研修生

等の受入にあたっては、防

災科研としてつながりを

持ちたい、海外でのプレゼ

ンスを高める等の能動的

かつ戦略的な受入方針を

打ち出していくことを期

待する。 

 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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の実績を踏まえ、海外で発生した

災害に対しても被災地に貢献で

きる取組を実施する。さらに、国

際シンポジウムの開催、海外から

の人材・視察の受け入れ等に取り

組む。 
また、国際的な研究開発動向や防

災に関する国際協力のニーズを

踏まえ、企業も含め新たな協力連

携相手の開拓に努めるとともに、

防災科学技術に関する国際共同

研究及び技術の海外展開のため

の事業を推進する。 

る。ワークショップでは、理事長

からは平成 28 年熊本地震発生直

後に防災科研が実施した迅速な災

害対応について、研究員からはＥ

－ディフェンスについてそれぞれ

説明し、防災科研が持つ防災科学

技術について韓国と台湾の両機関

に紹介することができた。 
 日本の防災科学技術の国際的な

普及や展開の促進の意味において

は、９月 12 日に、韓国慶州市で韓

国観測開始以来最大規模となるマ

グニチュード 5.2 及び 5.8 の地震

が発生したことを受け、韓国の国

会議員団が日本の防災対策を学ぶ

ため 10月に防災科研に来所した。

その後も、11 月には韓国国立災難

安全研究院の研究者、12 月には韓

国気象庁職員が順次防災科研を訪

れ、これらの視察団に対し、防災

科研の研究者が日本の地震観測網

や緊急地震速報等の日本の地震防

災に関するノウハウを伝えた。 
社会防災システム研究部門は、10
月 31 日～11 月４日に大分県別府

市で、TEM の枠組みにおいて

「2016 年日本・台湾・ニュージー

ランド地震評価」ワークショップ

を開催し、日本、台湾、ニュージ

ーランド、イタリア、コロンビア

等８ヶ国から総勢 64 名の研究者

が参加した。ワークショップでは、

平成 28 年に熊本、台湾、イタリア

などで発生した大規模地震の「国

ごとの地震動予測地図」のモデル

の検証、「確率論的地震動ハザード

評価」に関連する震源特性評価な

どについて発表、活発な議論及び

意見交換が行われた。このワーク

ショップについては、米国の学術

論 文 誌  “ Seismo-logical 
Research Letters”の 2016 年 11
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月号にて紹介された。また、社会

防災システム研究部門は、国立研

究開発法人科学技術振興機構

（JST）が、東アジア地域におけ

る科学技術分野の研究開発力強化

を目指し推進する e-ASIA 共同研

究プログラムにおいて、「小型

UAV を用いた災害リスク・監視・

対応のための情報収集・利用シス

テムの開発」のワークショップを

11 月 15 日～16 日にかけて開催。

このワークショップには、フィリ

ピン、インドネシア、タイ、ベト

ナムの防災研究機関の研究者が参

加し、各国の取組を発表するとと

もに、ドローンの実用的な体験等

を行った。 
海外機関と新たに締結した協力協

定は、水・土砂防災研究部門が韓

国気象庁の気象レーダーセンター

と気象レーダ分野における研究協

力の推進を目的に協定を締結。レ

ジリエント防災・減災研究推進セ

ンターは、防災科研が開発した地

盤評価システムの国際標準化を見

据えた連携協力に関する協定を、

ノルウェー地盤工学研究所（NGI）
と締結した。また、米国 Esri 社

（ Environmental Systems 
Research Institute）とは、相互の

関心分野において協力の枠組みを

創造するために協定を締結し、今

後、この協定に基づき米国の Esri
社で実施されるインターンシッ

プ・プログラムを通じ、防災科研

の職員の能力向上が見込まれる。 
海外の研究機関との共同研究とし

ては、雪氷防災研究センターが、

中国同済（トンジ）大学との共同

研究協定に基づき、12 月に同大学

の研究員を招聘し、雪氷防災研究

センター雪氷環境実験室の低温風
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洞を用いた縮尺模型実験を実施

し、実スケールの現象と同様に、

吹雪発生時には屋根上に堆積する

積雪の分布が非対称になることが

再現された。なお、屋根雪荷重の

偏りの度合いと、風速や屋根の形

状等との関係の詳細な解明につい

て、平成 29 年度も同大学と共同

研究を続ける計画である。 
11 月 14 日にニュージーランドの

南島で発生したマグニチュード

7.8 の地震により、７つ以上の断

層が同時に破壊され、10m 以上も

の地表の変位が確認された。この

地震の発生を受け、社会防災シス

テム研究部門が、12 月 16 日～23
日にニュージーランドの研究機関

である GNS サイエンス及びオタ

ゴ大学と共同で、巨大地震断層変

位及び海面隆起に伴う被害、強地

震動による被害について現地調査

を実施した。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－５ 人材育成  

関連する政策・施策 

 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課

題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  

 
 
 
 
 
 
 
 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 
 
 
 
 
 
 

 基準値等 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度  28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
研究員・研

修生・イン

ターンシッ

プ等の受入

数 

560 人以

上 
120 人       予算額（千円） －       

         決算額（千円） －       
         経常費用（千円） －       
         経常利益（千円） －       
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－       

          従事人員数 －       
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 

中長期目標 
 
 

中長期計画 
 
 

年度計画 
 
 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

 
 

主な業務実績等 
 

自己評価 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災に携わる人材の養成や

資質の向上に資するため

に、国内外から若手研究者

や大学院生を受け入れると

ともに、インターンシップ

等を活用し大学等の教育機

関、地方公共団体、NPO 法

人等との協働等の取組を推

進する。 
 
 

防災科研は、我が国の防災

科学技術の発展を通じて国

及び国民の安全・安心の確

保に貢献するため、防災科

研内外の研究者等の養成・

資質向上のみならず、地方

公共団体や地域の防災リー

ダー等広く防災に携わる人

材の養成・資質向上等に取

り組む。 
具体的には、連携大学院制

防災科研は、我が国の防災

科学技術の発展を通じて国

及び国民の安全・安心の確

保に貢献するため、防災科

研内外の研究者等の養成・

資質向上のみならず、地方

公共団体や地域の防災リー

ダー等広く防災に携わる人

材の養成・資質向上等に取

り組む。 
具体的には、連携大学院制

○防災に携わる人材の養成

や資質の向上に資する取組

が推進されているか。 
 
《評価指標》 
・人材育成のための取組の

成果 
《モニタリング指標》 
・研究員・研修生・インター

ンシップ等の受入数 

＜主要な業務実績＞ 

連携大学院制度による大学

院生を１名受入、研究員・研

修生６名、JICA 研修生 113
名を受け入れた。また、イン

ターシップ制度を整備し

た。 
教育機関、国、地方公共団体

及び NPO 法人等を対象と

しての防災教育のための講

師派遣・研修等については、

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

連携大学院制度、研究員・研

修生の受け入れを通じ、人

材育成や資質向上に取り組

んだ。さらに教育機関等へ

の防災教育のための講師派

遣等に取り組んだ。 

 

以上より、研究所の目的・業

務、中長期目標等に照らし、

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通り、概

ね着実に業務が実施されたと認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

研究員・研修生・インターンシップ等の受け入

れ数は目標数を達成している。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

研究成果を社会実装するために必要な社会の
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度やインターンシップ制度

を活用した内外からの優秀

な大学生・大学院生の積極

的な受け入れ、クロスアポ

イントメント制度・人事交

流等を通じた研究者間の協

働の推進及び地方公共団体

や地域の防災実務担当者を

対象とした受入・研修プロ

グラムを開設するととも

に、これらの者の防災実務

及び研究開発現場での協働

の推進を通じ、人材の育成

や資質の向上に取り組む。 
さらに、将来の防災科学技

術を担う人材の裾野を広げ

るとともに、国民全体の防

災リテラシー向上を図るた

め、教育機関や地方公共団

体、NPO 法人等を対象とし

て、防災教育のための講師

派遣・研修等にも着実に取

り組む。 

度やインターンシップ制度

を活用した内外からの優秀

な大学生・大学院生の積極

的な受け入れ、クロスアポ

イントメント制度・人事交

流等を通じた研究者間の協

働の推進及び地方公共団体

や地域の防災実務担当者を

対象とした受入・研修プロ

グラムを開設するととも

に、これらの者の防災実務

及び研究開発現場での協働

の推進を通じ、人材の育成

や資質の向上に取り組む。 
さらに、将来の防災科学技

術を担う人材の裾野を広げ

るとともに、国民全体の防

災リテラシー向上を図るた

め、教育機関や地方公共団

体、NPO 法人等を対象とし

て、防災教育のための講師

派遣・研修等にも着実に取

り組む。 

普及啓発に係る講師派遣

427 件を行った。 
研究所の活動による成果、

取組等について諸事情を踏

まえて総合的に勘案した結

果、「研究開発成果の最大

化」に向けて成果の創出や

将来的な成果の創出の期待

等が認められ、着実な業務

運営がなされている。 

人材を育成するようなプログラムが十分とは言

えないので、今後の取り組みを期待したい。 

従来型の講師派遣だけでなく、災害対応時の実

務支援の派遣、地方公共団体からの要望を受けた

活動なども人材育成の活動として評価されるこ

とが望ましい。 

 

 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－６ 防災行政への貢献  

関連する政策・施策 

 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課

題への対応 

施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0240、0249、0256、0257 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  

 
 
 
 
 
 
 
 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 
 
 
 
 
 
 

 基準値等 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度  28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
地方公共団

体等の協定

数（件） 

98 件以上 43 件       予算額（千円） －       

災害調査の

実施・支援

等（件） 

－ 128 件       決算額（千円） －       

国や地方自

治体等への

情報提供・

協力等（件） 

－ 1,581 件       経常費用（千円） －       

         経常利益（千円） －       
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－       

          従事人員数 －       
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 

中長期目標 
 
 

中長期計画 
 
 

年度計画 
 
 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

 
 

主な業務実績等 
 

自己評価 
 

 
 
 
 
 
 
 

災害対策基本法に基づく指

定公共機関として、重大な

災害が発生した場合には、

複数部門の職員から構成さ

れる分野横断的な災害対応

の組織を立ち上げ、発災後

の被害拡大防止及び復旧・

防災科研は、災害対策基本

法に基づく指定公共機関と

して、同法及び関係法令や

自らが定めた防災業務計画

に基づき、重大な災害が発

生した場合には、都道府県

や市町村に協力することが

平成 28 年熊本地震の被災

自治体への対応として、復

旧・復興計画策定に資する

地形・地盤情報の調査を行

う。 
地方自治体や企業と協定を

締結し、地震や津波の早期

○国、地方公共団体等への防

災に貢献する取組は適切に

行われているか。 
 
《評価指標》 
・国や地方公共団体等との

協力や支援等の取組の成果 

＜主要な業務実績＞ 

平成 28年４月に発生した平成

28 年熊本地震及びその後の豪

雨災害等、８月に発生した台風

10 号等による被害、10 月に発

生した阿蘇山噴火及び鳥取県

中部の地震、11 月に発生した

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

平成 28 年４月に発生した

平成 28 年熊本地震及びそ

の後の豪雨災害等、８月に

発生した台風 10 号等によ

る被害、10 月に発生した阿

評定 Ｓ 
＜評定に至った理由＞ 

評価すべき実績の欄に示す通り、中長期計画及

び年度計画に定められた以上の業務の顕著な進

捗が認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 
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復興に資する防災科学技術

に基づく情報提供を関係機

関などへ迅速に行う。 
また、災害時の被害拡大防

止及び速やかな復旧・復興

の実効性を高めるため、国、

地方公共団体との連携・協

働を強化し、災害現場で必

要とされている科学技術の

ニーズを明らかにして、必

要に応じて研究開発に反映

させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

求められている。 
そのため、防災科研全体と

して対応する観点から体制

の整備を図る。重大な災害

が発生した場合には、災害

対応を総括する責任者を置

き、当該者を中心として複

数部門の職員から構成され

る分野横断的な災害対応の

組織を立ち上げる。また、災

害情報システム等を活用し

ながら、発災後の被害拡大

防止及び復旧・復興に資す

る防災科学技術に基づいた

情報提供を関係機関等へ迅

速に行うとともに、職員を

派遣して災害現場の支援等

を行う。 
さらに、災害時の被害拡大

防止及び速やかな復旧・復

興の実効性を高めるため、

被災した都道府県や市町村

の職員等を交えたフォロー

アップを行い、災害現場で

必要とされている防災科学

技術のニーズを明らかにし

て、必要に応じて研究開発

に反映させるとともに、国、

地方公共団体との連携・協

働を強化する。 

検知やモニタリング技術、

即時予測技術を実装し、広

く防災減災に貢献する。和

歌山県、三重県、千葉県、尾

鷲市、電力会社、鉄道会社と

海底地震津波観測網データ

の利活用に関する協定を結

び、各地域や各事業の防災

減災へ連携して取り組む。 

《モニタリング指標》 
・災害調査の実施・支援等の

件数 
・国や地方自治体等への情

報提供・協力等の件数 

福島県沖の地震による津波並

びに３月に発生した栃木スキ

ー場雪崩事故を始め、多くの自

然災害が発生したことに伴い、

全部で 128 件の災害調査を実

施した。それら調査結果を関係

機関への資料提出や一般への

Web 公開を行ったほか、現地

対策本部等へ提出した。 
平成 28 年熊本地震について

は、災害対策本部を設置して対

応するとともに、熊本地震復

興・復旧支援本部を設置し、全

所的な対応を行った。また、台

風 10 号については、災害対策

チームを設置し、対応を行っ

た。 
特に、平成 28年熊本地震では、

全所をあげて事務系職員及び

研究系職員を合わせてのべ約

800 名が現地入りするととも

に、災害情報の共有や発信に関

する研究開発成果である「府省

庁連携防災情報共有システム

（SIP4D）」や「防災科学技術

研究所クライシスレスポンス

サイト（NIED-CRS）」を介し、

自らが行った観測、解析、評価、

調査情報に加え、外部機関から

発信された情報や、被災地現地

において紙等で発行された情

報を一元的に集約し、災害対応

機関の状況認識統一に資する

よう情報共有・利活用支援を行

った。加えて平成 28 年熊本地

震による地盤の変化で失われ

た地形・地盤情報の緊急調査を

行い、地方公共団体の復旧・復

興計画に必要な情報を復旧す

るとともに土砂移動分布図を

作成し、地震後の大雨による危

険域の参考情報として、GIS形

蘇山噴火及び鳥取県中部の

地震、11月に発生した福島

県沖の地震による津波並び

に３月に発生した栃木スキ

ー場雪崩事故などに対し、

多くの災害調査を実施し、

調査結果については関係機

関への資料提出や一般への

Web 公開を行ったほか、現地

対策本部へ提出するなど、

社会への直接的な貢献を行

ったことは高く評価でき

る。 

 特に、平成 28 年熊本地震

では、のべ約 800 名の職員

が現地入りするなど防災科

研の持つリソースを総動員

した対応を取ったこと、外

部機関と協力しつつ罹災証

明書の発給など総合的な生

活再建支援業務のサポート

を新たに開始したことは、

極めて高く評価できる。 

 政府の熊本地震復旧等予

備費を用いて、地震後の土

砂災害による二次災害の予

防と復旧・復興の支援を目

的に事業を実施し、特に危

険斜面における監視システ

ムを用いて危険度を見える

化し、熊本県及び各市町村

の各担当部局への情報提供

を継続的に行ったことは、

高く評価できる。 

全国で発生した様々な地震

活動・火山活動の状況やハ

ザード評価結果などに関し

て、総数 620 件もの資料を、

地震調査研究推進本部、地

震防災対策強化地域判定

会、地震予知連絡会、火山噴

火予知連絡会等へ積極的に

平成 28 年 4 月の熊本地震に関連して、研究系

職員だけでなく事務系職員も合わせて、のべ約

800 名が現地入りし、他機関の情報も含めて一元

的に集約、発信し、災害対応で最も重要な状況認

識の共有に極めて重要な役割を果たしたこと、外

部機関と協力し、罹災証明書の発行等、被災者の

生活再建支援に貢献したこと、また熊本県の要望

に応え地震後の土砂災害による二次災害の予防

と復旧・復興の支援に取り組んだことなどは、極

めて高く評価できる。 

これらの実績も反映し、地方公共団体や関係機

関との協定数が 43 件と 3 割程度増加し、新たな

研究ニーズの掘り起こしや社会実装がより進め

やすくなったことは、高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

クライシスレスポンスサイトの立ち上げは、防

災科研で遂行・蓄積される研究成果を現場でフル

に活かせる体制整備につながり、今後一層の防災

行政への貢献が期待できる。 

 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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式のレーダ雨量を公表した。ま

た、被災地の復旧・復興にあた

り、行政手続きや被災者の生活

再建を速やかに進めることを

目的に、産官学の連携による生

活再建支援連携体として、被災

者のための被害認定、罹災証明

書の発給、被災者台帳の作成

と、それに基づく総合的な生活

再建支援業務のサポートを行

った。さらに、その取組を公表

すべく平成 28年４月及び７月

に平成 28年熊本地震の成果報

告会を実施した。また、11 月

には、熊本県知事から研究所に

対し、支援活動に関する感謝状

の手交があった。 
平成 28年７月から 12月の間、

政府の熊本地震復旧等予備費

を用いて、熊本県の要請に応え

地震後の土砂災害による二次

災害の予防と復旧・復興の支援

を目的として、危険斜面監視シ

ステムによる防災情報及びヘ

リコプターによるレーザープ

ロファイラー等による詳細地

形測量を８月、９月、10 月に

行い、得られた広域地盤の変動

状況を解析した危険区域のマ

ッピング結果を熊本県及び各

市町村の防災担当部局職員へ

の情報提供を行った。 
国等の委員会への情報提供に

ついては、地震調査研究推進本

部、地震防災対策強化地域判定

会、地震予知連絡会、火山噴火

予知連絡会等に数多くの提供

を行った。 
また、地方公共団体等について

は、冬期気象データ、震動実験

映像、e コミュニティ・プラッ

トフォーム、ＭＰレーダ情報

提供する等、国等の委員会

における地震・火山活動の

検討に大きく貢献した。 

また、多くの地方公共団体

に対しては、e コミュニテ

ィ・プラットフォームを活

用した防災対策支援、Ｅ－

ディフェンスの実験映像を

用いた防災啓発のほか、国

土交通省への技術移転がな

されたＭＰレーダシステム

による豪雨情報の提供や都

市型水害予測の社会実験な

どを行った。 

地方公共団体や民間企業と

協定を締結するなど、研究

成果の普及と活用の促進が

なされていることは高く評

価できる。 

 

以上より、研究所の目的・業

務、中長期目標等に照らし、

研究所の活動による成果、

取組等について諸事情を踏

まえて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開

発成果の最大化」に向けて

特に顕著な成果の創出や将

来的な特別な成果の創出の

期待等が認められる。 
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等々の情報提供を行った。 
新たに和歌山県、三重県、徳島

県、熊本県、千葉県流山市、神

奈川県藤沢市、三重県鷲尾市、

電力会社、鉄道会社とデータ利

活用に関する協定を結び、各地

域や各事業の防災減災へ連携

して取り組んだ。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－１ 災害をリアルタイムで観測・予測するための研究開発の推進  

関連する政策・施策 

 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課

題への対応 

施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0240、0256、0257 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  

 
 
 
 
 
 
 
 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 
 
 
 
 
 
 

 基準値等 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度  28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
論文数（編） － 52 編       予算額（千円） 371,395       
学会等での

口頭発表数

（件） 

－ 249 件       決算額（千円） －       

         経常費用（千円） －       
         経常利益（千円） －       
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－       

          従事人員数 26.9 人       
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 

中長期目標 
 
 

中長期計画 
 
 

年度計画 
 
 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

 
 

主な業務実績等 
 

自己評価 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南海トラフ巨大地震や首都

直下地震等の甚大な被害を

生じさせる地震・津波災害や

火山災害の軽減に有効な情

報をリアルタイムで提供す

る観測・予測技術を開発し、

防災・減災対策に貢献する。 
 
① 地震・津波の観測・予測

研究 
S-net 及び DONET を含む

海陸の基盤的地震観測網等

①地震・津波予測技術の戦略

的高度化研究 
平成 23 年東北地方太平洋沖

地震では、津波警報による津

波予測高が過小評価であっ

たために迅速な避難に繋げ

られず、また被害の把握が遅

れた。また、緊急地震速報に

ついても頻発した余震に対

する誤報等の課題が見出さ

れた。今後発生が懸念される

首都直下地震をはじめとす

①地震・津波予測技術の戦略

的高度化研究 
・「揺れ」から「揺れ」の直接

予測システムの実現のため、

不均一な強震観測データか

ら即時予測に必要な時空間

のグリッド値をリアルタイ

ムに得るための強震動即時

補間システムを構築する。ま

た、巨大地震の確実な検知の

ため、広帯域地震観測網デー

タに海外データ等を合わせ

【共通的事項】 
○研究開発成果を最大化す

るための研究開発マネジメ

ントは適切に図られている

か。 
 
《評価指標》 
・理事長のリーダーシップ

が発揮されるマネジメント

体制の構築・運用状況 
 
【個別事項】 

＜主要な業務実績＞ 
・即時地震動予測技術及び地

震被害推定技術の開発 
迅速かつ確実な地震動の即時

予測、余震活動予測を行うシ

ステムの開発を行うため、強

震動即時補間システムの構

築、CMT 解析システムの開発

の着手、強震モニタ API 及び

長周期地震動予測システムの

プロトタイプを構築と実証試

験の開始を行った特に、長周

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

地震動の即時予測、余震活

動予測を行うシステム開発

のためのプロトタイプ構築

と実証試験が着実に進み、

その成果は地震調査研究推

進本部地震調査委員会への

資料提供、インターネット

を通じた発信がなされると

ともに気象庁を通じた実装

が進んでいる。海陸観測網

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通り、

概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

 

＜評価すべき実績＞ 

地震動の即時予測は、防災実務上、高く評価

できる。また、長周期地震動指標を予測する手

法について実証実験を行い、気象庁が標準手法

として取り込むこととなったことも高く評価で

きる。 
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の観測データと大規模シミ

ュレーションを活用して、地

震動・津波即時予測のための

研究開発を実施し、迅速かつ

高精度な地震や津波の早期

警報及び直後の被害予測の

実現を目指す。また、将来発

生し得る大規模な地震に関

する地殻活動等の把握や地

震発生の長期評価等の高度

化に関する研究に取り組み、

地震調査研究推進本部等の

施策に貢献する。さらに、地

震・津波災害の軽減に向けて

ステークホルダーとの協働

を進める。 
 
② 火山災害の観測・予測研

究 
基盤的火山観測網と各種リ

モートセンシング技術やモ

ニタリング技術等を活用し

て火山災害過程の把握や予

測に関する研究開発及び火

山災害の軽減につながるリ

スクコミュニケーションの

在り方に関する研究を実施

し、新たな火山防災・減災対

策の実現を目指す。また、大

学・研究機関との連携等も含

め、研究実施体制の強化・充

実を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る内陸部を震源とする地震、

南海トラフや日本海溝等に

おける海溝型巨大地震及び

その余震による被害の軽減

に向けては、上記課題の解決

が重要となる。このため、以

下の研究開発に取り組む。 
防災科研が安定的に運用す

る世界最大規模の稠密かつ

高精度な陸域及び S-net や

DONET 等の海域の基盤的

地震・津波観測網により新た

に得られる海陸統合のデー

タに加えて、海外を含む様々

な機関のデータや必要に応

じてそれらを補完する機動

的な調査観測のデータを最

大限活用した研究開発を実

施することにより、地震及び

津波に係る防災・減災に貢献

する。 
具体的には、シミュレーショ

ン等の技術を活用し、迅速か

つ確実な地震動や津波の即

時予測技術や直後の被害予

測技術の開発を行うととも

に、高信頼・効率的な地震・

津波観測を行うための観測

機材や観測技術を開発する。

また、従来の地震カタログに

具わる多様な情報の活用等

により地震発生の長期評価

の発展につながる地震発生

モデルを構築するとともに、

室内実験、大規模シミュレー

ション等を活用して、被害を

もたらす大地震に関する研

究も行う。 
地震・津波防災研究の中核的

機関として国内外の機関と

も連携し、日本における地震

観測データを集約・公開・解

て用いるCMT解析システム

の開発に着手する。強震モニ

タ API および長周期地震動

予測システムのプロトタイ

プを構築し実証試験を開始

する。中央サーバー処理型の

動的巨大変位観測装置を試

作し試験運用を行い、現地処

理型の動的巨大変位観測装

置の実現可能性について検

討を行う。海域の強震観測デ

ータを即時予測に利用する

ために必要なデータ処理手

法の開発を行う。 
・S-net データを中心に用い

て、データベース方式の津波

即時予測手法の関東から東

北の太平洋沿岸地域への適

用に着手するとともに、水圧

観測データと地震観測デー

タを統合的に活用して迅速

かつ高精度に津波予測を行

う技術の開発に着手する。後

続の津波による危険性、津波

収束の予測に向けて、水圧観

測データのデータ同化手法

の開発に着手する。S-net を
対象として遠地津波を海溝

軸外側の前線で検知する技

術の開発に着手する。 
・S-net や DONET 等の海域

観測網と陸域基盤的観測網

のデータを統合的に用いて、

地震 活動や地殻変動等の

地殻活動の現況をリアルタ

イムかつ高精度で把握する

手法の開発に着手する。陸域

基盤的観測データを対象に

構築済みのモニタリング技

術を用いた、地殻活動総合モ

ニタリングシステム構築を

開始する。高機能な震源カタ

○安全・安心な社会の実現

に向けて、国の施策や計画

等において国が取り組むべ

き課題の解決につながる研

究開発が推進されている

か。 
 
《評価指標》 
・地震・津波の観測・予測研

究開発の成果 
・成果の社会実装に向けた

取組の進捗 
《モニタリング指標》 
・論文数・口頭発表件数等 

期地震動指標を予測する手法

については気象庁が標準手法

として取り込むこととなって

いる。また、動的巨大変位観測

装置の試作と試験運用、海域

の強震観測データを即時予測

に利用するために必要なデー

タ処理手法の開発、即時余震

予測に用いるアルゴリズムの

調査、強震動即時予測を高度

化するための新たな観測機器

の開発を進めた。さらに、大地

震による強震動・津波生成メ

カニズムの解明の基礎とする

ため、平成 28 年度に発生した

主要な地震について震源過程

解析を行い地震調査委員会の

臨時会において報告を行った

ほか、ホームページを通じて

成果の発信を行った。 
 
・海底観測網データを用いた

津波予測技術の開発 
海底水圧データから求められ

る Tsunami Centroid 
Location の提案と検証、概観

用地形モデルを用いた関東か

ら東北の太平洋沿岸地域につ

いてのデータベースの構築及

び S-net データを用いた津波

増幅率に基づく予測手法の検

討にそれぞれ着手し、海底水

圧データを用いた津波即時予

測の要素技術開発を開始し

た。点として観測される海底

水圧データから面的な津波波

動場を推定する津波データ同

化手法の検証、平成 28 年 11
月 22 日福島県沖の地震によ

る津波の分析を行い、成長・収

束予測のための要素技術の開

発と知見の蓄積に着手した。

による地震・水圧データを

活用した津波即時予測技術

や津波の成長・収束の予測

技術の構築及び遠地津波の

予測技術の構築のための要

素技術開発も進められ、社

会実装に向けての協議も進

められている。また、海陸

域観測網のデータを統合的

に解析するための技術開発

により各種のプロトタイプ

システムの構築も進められ

ている。各サブテーマがそ

れぞれ着実に推進されてお

り、初年度の研究成果とし

て評価できる。 

シナリオ作成の入力となる

応力分布推定手法の開発に

着手し、シナリオ作りに必

要な摩擦則開発のための新

しい大型摩擦試験機が稼働

した。海外観測網データ解

析により、巨大地震データ

ベースが着実に充実した。

さらに、熊本地震発生に伴

い、微小地震を用いた地震

発生場の解析と、動的破壊

伝播シミュレーションによ

る熊本地震発生再現を行

い、巨大地震発生シナリオ

構築ための予備実証実験が

実施された。以上により、

巨大地震発生シナリオ構築

のための研究が着実に進展

していると評価できる。 

 

平成 28 年 10 月に発生した

阿蘇山噴火の活動や平成28

年熊本地震との関連性など

の評価について、着実に情

報発信を行った。地上設置

型レーダー干渉計観測シス

イベントツリーをベースにした噴火予測の研

究は、研究成果を社会に反映させることにつな

がり、高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

S-net のデータ提供が早期に本格化されるこ

とを期待する。 

データ利活用やコンソーシアムの運営に当た

っては、様々なステークホルダーに前広に声を

かけ、丁寧に進めることを期待する。 

火山防災協議会等において、研究を理解しつ

つ地域の防災実務を担えるような人材の育成を

期待する。 

 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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析し、得られた地震津波防災

情報やシミュレーション結

果を国民に対して分かりや

すく情報発信を行うととも

に、政府関係委員会等への資

料提供、地方公共団体やイン

フラストラクチャー事業者

等との協働に取り組むこと

により、国民の安全・安心と

社会の安定的発展に貢献す

る。 
なお、S-net の観測データを

活用した津波の遡上の即時

予測を実現する研究開発と

分かりやすい情報提供を目

指した実証実験は、社会実装

に向けた取組の一環として、

「戦略的イノベーション創

造プログラム（SIP）」におい

て府省・分野横断的に行う。 
 
②火山災害の観測予測研究 
平成 26 年の御嶽山の噴火災

害は、水蒸気噴火予測の困難

さや事前に適切な情報提供

ができなかったことなどに

より戦後最悪の火山災害と

なった。本噴火災害により、

火山防災対策推進の仕組み、

火山監視・観測体制、火山防

災情報の伝達、適切な避難方

策、火山防災教育や知識の普

及、火山研究体制の強化と火

山専門家の育成など、火山防

災対策に関する様々な課題

が明らかになった。火山災害

による被害の軽減を図るた

め、上記課題の解決を目指し

以下の研究開発に取り組む。 
基盤的火山観測網、火山ガ

ス・地殻変動・温度の把握を

目的としたリモートセンシ

ログとして要求される情報

の検討を行うとともに、必要

な技術開発を行う。地殻活動

総合モニタリングシステム

や地震カタログデータベー

ス整備に必要な高精度な地

下構造モデルの構築に着手

する。断層破壊現象解明のた

め、室内実験データに基づい

た摩擦測の理解を進める。さ

らに、大地震発生シナリオ作

成に向け、地震断層・固液複

合シミュレーション手法の

高度化を行う。 
 
 

遠地津波の前線検知による予

測精度向上に向けて、遠地地

震記録から推定されるモーメ

ントテンソル解に基づき自動

的に津波伝播シミュレーショ

ンを実施するシステムを試作

した。また、ステークホルダー

と津波予測システムや海底水

圧データの利活用に関する協

議が進んだ。 
 
・地震発生の長期評価の高度

化技術の開発 
地殻活動総合モニタリングシ

ステムの端緒として、海域及

び陸域観測網のデータを用い

た震源決定処理技術の開発に

着手した。また、西南日本を対

象としたスロー地震検出手法

の高度化及び自動化を実施

し、これまでの手動解析と遜

色ない結果が得られることを

確認した。高機能な震源カタ

ログ整備としては、日本全国

の地殻で発生する地震を対象

に、観測された地震波形の相

関に基づく高精度震源カタロ

グを構築した。また、南海トラ

フ巨大地震の想定震源域で発

生した地震について、海陸の

観測データの精査及び数値実

験を駆使することにより求ま

った発震機構解の性能評価を

実施し、カタログを整備する

うえで重要な知見を得ること

ができた。また、高精度な震源

決定をするために重要な情報

となる地殻とマントルの境界

面の形状を日本全国で求める

ことに成功した。 
 
・巨大地震発生メカニズム研

テムや ARTS-SE などの技術

開発に着手し、今後の発展

が期待される。また、次世

代火山研究推進事業との有

効な連携により、観測・予

測・対策を一体的に学術・

実用の両面から発展させる

取組は評価できる。 

 これらにより着実に研究

が進捗していると評価でき

る。 

 

 

以上より、研究所の目的・

業務、中長期目標等に照ら

し、研究所の活動による成

果、取組等について諸事情

を踏まえて総合的に勘案し

た結果、「研究開発成果の最

大化」に向けて成果の創出

や将来的な成果の創出の期

待等が認められ、着実な業

務運営がなされている。 
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ング技術等による多項目の

火山観測データを活用し、多

様な火山現象のメカニズム

の解明や火山災害過程を把

握するための研究開発を進

める。 
また、事象系統樹は、地域住

民、地方公共団体や政府が、

噴火災害の恐れのある噴火

活動に対して、その火山活動

や噴火現象の推移の全体像

を把握し、適切な判断をする

基本となるもので、社会的に

重要である。この事象系統樹

による推移予測技術の開発、

実験的・数値的手法による多

様な火山現象を再現する物

理モデルの構築などにより、

火山活動及び火山災害の推

移を予測する技術開発を実

施する。さらに、水蒸気噴火

の先行現象の研究等に資す

るため、火口付近を含む火山

体周辺において火山観測網

を補完する機動的な調査観

測を行うほか、噴火様式の変

化を早期に捉えるため、遠隔

で火山ガスや火山灰等の分

析を行うモニタリング技術

を開発する。 
災害リスク情報に関する研

究と連携し、火山活動と火山

災害に関する空間的・時間的

情報を一元化し、火山防災に

関わる住民・国・地方公共団

体・研究機関が迅速に共有・

利活用できるシステムを開

発する。また、火山専門家の

知見を社会に効果的に伝え

る手法の開発等、火山災害に

よる被害の軽減につなげる

ためのリスクコミュニケー

究 
数値シミュレーションによる

巨大地震の発生シナリオを構

築するためには、地震発生場

と断層摩擦則の理解が重要で

ある。地震発生場推定のため

に、日本列島の地殻変動デー

タと地震メカニズム解の情報

を取り込んだ新たな応力分布

推定手法の開発に着手した。

さらに、平成 28 年熊本地震震

源域周辺の地震発生前後の起

震応力場を推定し、内陸地震

前後の応力蓄積解放過程の変

遷を推定した。より現実的な

地震発生の摩擦法則を調べる

ため、4m 長の岩石試料を用い

た摩擦試験機を用いた予備実

験をおこない、有限要素法に

よって大きなせん断応力がか

かると予測された領域からス

ロースリップが開始し、その

後、高速な破壊伝播に移行す

る現象を確認した。さらに、平

成 28 年熊本地震の前震本震

発生過程を理解するため、平

成 28 年熊本地震本震の破壊

伝播シミュレーションを行

い、応力と摩擦則パラメータ

を適切に設定することで、平

成 28 年熊本地震本震の破壊

伝播が再現できることを確認

した。さらに、海域の大地震の

動的破壊伝播計算結果を用い

た地震動津波伝播計算が可能

となるように、海底水圧記録

の理論合成法を新たに開発し

た。また、海外広帯域観測網デ

ータを用いて運用している

SWIFT システムの自動解の

精度向上を行い、津波伝播予

測システムの即時解の信頼性
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ションの在り方に関する研

究を実施する。国内の火山研

究の活性化と成果の社会実

装を推進するため、大学・研

究機関・火山防災協議会等と

の連携を強化し、研究実施体

制の強化・充実を図る。 

向上を行った。 
 
・多項目観測データによる火

山現象・災害過程の把握のた

めの研究 
平成 27 年頃から噴火活動が

活発化しており、平成 28 年に

は近傍で平成 28 年熊本地震

(M7.3)が発生した阿蘇山を主

な対象として研究を進めた。

阿蘇山において機動観測を実

施するとともに、噴火に伴っ

て発生した空振、地震動、噴出

物等を調査して、噴火の発生

メカニズムの解明等を進め

た。特に阿蘇山周辺に 19 臨時

観測点を整備し、これを基盤

とした検討を行った。 
平成 28 年 10 月８日に発生し

た阿蘇山噴火においては、基

盤的火山活動観測施設 V-net
の４点のデータから、活動評

価を行った。阿蘇山一の宮観

測 点 (ASIV) と 白水観測 点

(ASHV)の短周期地震計上下

動成分の 10 分間平均振幅か

ら、10 月４日頃からの火山性

微動が活発になり平均振幅が

増大し、振幅の低下が時々発

生した後、８日 1:46 に噴火が

発生したことが分かった。ま

た、阿蘇山一の宮観測点

(ASIV)と白水観測点(ASHV)
の気圧計データから1:46頃に

噴火に伴う空振によるものと

考えられる 1.8hPa 程度の気

圧変化が観測された。なお、こ

の気圧変化は、平成 27 年９月

14 日に発生した噴火による

気圧変化（0.1hPa）よりもか

なり大きく、９月 14 日噴火の

前には微弱な気圧変化が観測
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されたが今回は観測されてい

ないことが分かった。 
 
・火山リモートセンシング技

術の開発研究 
平成 28 年熊本地震が阿蘇山

のマグマだまりに与える影響

を評価することを目的とし

て、SAR（Synthetic Aperture 
Radar）干渉解析等により地

震に伴う地殻変動を検出し、

検出した地殻変動を説明する

断層モデルを推定した。また、

浅間山に設置した地上設置型

レーダー干渉計観測システム

について初期性能評価を実施

し、天候や積雪、植生の影響が

なければ、２週間程度のデー

タペアにおいても、地殻変動

を検出可能な程度の干渉性が

得られることを確認した。ま

た、ARTS-SE のカメラセンサ

データの処理手法の開発（可

視 SfM （ Structure from 
Motion）/MVS（Multi-View 
Stereo）技術、赤外分光放射率

計測）に着手した。 
 
・噴火・災害ポテンシャル評

価のためのモデリング研究 
平成 28 年 10 月８日に発生し

た阿蘇山中岳の爆発的噴火に

ついて噴出物調査を行った。

近年の活動は、これまでの歴

史時代の噴火活動期と類似し

ており、マグマのしぶきを飛

ばすストロンボリ式噴火や爆

発的なマグマ水蒸気噴火が長

期に渡って断続的に発生して

いるものと解釈できる。 
また、熊本地震による阿蘇山

の火山活動への影響をシミュ
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レーションにより評価した。

差応力で最大 3.5MPa 程度の

影響があることが分かった。

また、火山泥流・火山性微動評

価のための火山砕屑物を含む

流体の粘性モデル構築を目的

とした実験的研究に着手し

た。 
 
・火山災害軽減のためのリス

クコミュニケーションに関す

る研究 
火山災害に関する情報・文献

（論文や報告書等）を収集し、

整理するとともに、桜島・霧島

山・阿蘇山・那須岳周辺の地方

公共団体の防災担当者や関連

する火山専門家に対するヒア

リング調査を実施し、現在の

火山防災対策の課題の整理に

着手した。また、一部住民（病

院関係者等）へのヒアリング

調査や地域の防災訓練への参

加を通して、知識や経験に基

づく防災意識や得られるニー

ズに明確な違いがあること、

また火山専門家の発信する情

報が十分に伝わっていないこ

と等が明らかになった。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－２ 災害社会基盤の強靭性の向上を目指した研究開発の推進  

関連する政策・施策 

 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課

題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256、0257 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  

 
 
 
 
 
 
 
 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 
 
 
 
 
 
 

 基準値等 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度  28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
論文数（編） － 26 編       予算額（千円） 1,033,855       
学会等での

口頭発表数

（件） 

－ 53 件       決算額（千円） －       

         経常費用（千円） －       
         経常利益（千円） －       
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－       

          従事人員数 9.0 人       
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 

中長期目標 
 
 

中長期計画 
 
 

年度計画 
 
 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

 
 

主な業務実績等 
 

自己評価 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南海トラフ巨大地震や首都

直下地震等が懸念されてお

り、社会基盤の強靭性向上

と事業継続能力の強化によ

る地震災害の軽減に向けた

対策の推進が急務である。 
 Ｅ－ディフェンスを活用

して、構造物の耐震性能評

価に加え構造物の応答制御

や機能維持等を対象とした

大規模・最先端な震動実験

を実施し、実験データの取

得・蓄積・解析とその公開・

今後発生が懸念されている

南海トラフ巨大地震や首都

直下地震等、巨大地震災害に

対する我が国におけるレジ

リエンス向上に貢献するた

め、Ｅ－ディフェンス等研究

基盤を活用して、地震被害の

再現や構造物等の耐震性・対

策技術を実証及び評価する

実験を実施することにより、

地震減災技術の高度化と社

会基盤の強靭化に資する研

究及びシミュレーション技

・地震減災技術の高度化と

社会基盤の強靭化に資する

研究では、次世代高耐震技

術に関する課題、機能維持

システムに関する課題、社

会基盤構造物に関する課題

について、Ｅ－ディフェン

スを活用した震動実験の実

施に向けた事前検討を行

う。また、Ｅ－ディフェンス

等実験施設の活用による構

造物等の耐震性実証・評価

実験を継続的に実施するた

【共通的事項】 
○研究開発成果を最大化す

るための研究開発マネジメ

ントは適切に図られている

か。 
 
《評価指標》 
・理事長のリーダーシップ

が発揮されるマネジメント

体制の構築・運用状況 
 
【個別事項】 
○安全・安心な社会の実現

＜主要な業務実績＞ 
・地震減災技術の高度化と社

会基盤の強靭化に資する研究

のうち次世代高耐震技術に関

する課題では、次年度以降の次

世代高耐震技術の実験に向け

て、平成 27 年度に実施した 10
層 RC（Reinforced-Concrete）
造建物の加振で生じた柱梁接

合部の破壊を抑制するため、

ACI （ American Concrete 
Institute）基準を考慮した設計

を実施した。機能維持に関する

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

10 層 RC 造建物実験につい

て、前年度実験結果を反映

し、国際協働や成果展開を

見据えた効果的な試験体設

計が行われた。エネルギー

施設を対象とした学会との

連携活動や VR 体験システ

ムの開発などにより、成果

の社会普及に繋がる実験デ

ータの利活用が進められて

いる。このように、実験の

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通り、

概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

＜評価すべき実績＞ 

Ｅ－ディフェンスにおいては、木造住宅の構

造性能評価手法の検証実験など時流をとらえた

先進的な技術開発を行い、産業界に貢献してい

ることは高く評価できる。 

エネルギー施設を対象とした学会との連携活

動、VR 体験システムの開発など、研究成果の最

大化につながる取り組みがなされていることは
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提供を通じて、地震減災技

術の高度化と社会基盤の強

靭化に貢献する。また、耐

震性能評価への活用のた

め、構造物の耐震シミュレ

ーションを行う数値震動台

の高度化を実施する。さら

に、これらの研究の基盤と

なるＥ－ディフェンスの機

能の高度化等に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

術を活用した耐震性評価に

関する研究を行う。 
地震減災技術の高度化と社

会基盤の強靭化に資する研

究では、Ｅ－ディフェンスを

活用した大規模・最先端な震

動実験により、実験データの

取得・蓄積・解析を実施する。

具体的には、構造物等の耐震

性評価、応答制御、機能維持

システム等の課題や社会基

盤を構成する構造物、地盤等

の地震時挙動解明に関する

課題に重点的に取り組み、地

震時の破壊や被害に至る過

程の再現、対策技術の適用

性・有効性等を実証する。 
シミュレーション技術を活

用した耐震性評価に関する

研究では、Ｅ－ディフェンス

で実施した実験を再現する

シミュレーション技術（数値

震動台）の性能向上や利便性

向上等に関する研究開発等

を行い、耐震性評価への活用

を目指す。 
これらの研究は、関係機関と

の連携・協働体制の下で推進

し、Ｅ－ディフェンスで実施

した実験から得られるデー

タ・映像については、公開す

ることにより、我が国全体の

地震減災に関する研究開発

振興と防災意識啓発に貢献

する。また、「戦略的イノベー

シ ョ ン 創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」等の一環として、Ｅ

－ディフェンスを活用した

実験研究を関係機関と共同

で実施する。 

めの標準的手法構築に関す

る検討と、映像を含む実験

データを防災・減災意識の

啓発、教育等に活用する研

究に着手する。更に、文部科

学省の都市の脆弱性が引き

起こす激甚災害の軽減化プ

ロジェクトに係る大学・民

間との共同研究として、構

造物・基礎・地盤連成系に関

する震動実験、及び内閣府

の戦略的イノベーション創

造プログラム(SIP)に係る

液状化地盤の評価に関する

震動実験を、関係機関と共

同で実施する。実験実施に

あたっては、関係機関と連

携した体制を構築するとと

もに、実験施設等の研究資

源を有効活用する。 
・シミュレーション技術を

活用した耐震性評価に関す

る研究では、数値震動台の

性能向上のためコンクリー

ト構成則等の高度化を実施

し、Ｅ－ディフェンスでの

実験結果等の解析による検

証を行うと共に、非構造部

材、什器類の地震時挙動解

析技術の高度化を行う。ま

た、後処理システムとして、

大規模データから損傷同定

するための技術的課題の抽

出を実施する。利便性向上

に関する研究では、建築構

造物の詳細有限要素モデル

を簡易に構築するシステム

の開発に取り組む。 
 
 

に向けて、国の施策や計画

等において国が取り組むべ

き課題の解決につながる研

究開発が推進されている

か。 
 
《評価指標》 
・社会基盤の強靱性の向上

を目指した研究開発の成果 
・成果の社会実装に向けた

取組の進捗 
《モニタリング指標》 
・論文数・口頭発表件数等 

課題では、大規模空間建物の天

井落下に関する実験をまとめ

た査読論文２編の掲載が決定

した。社会基盤構造物に関する

課題では、エネルギー施設の配

管系を対象とし、一般社団法人

日本機械学会にて耐震安全性

評価の合理化に関するタスク

フォース活動を推進した。ま

た、平成 28 年４月に発生した

平成 28 年熊本地震について、

機械構造物の被害に関わるア

ンケート及び実地調査を行い、

被害事例の収集、中小規模工場

における耐震対策への意識を

調査した。Ｅ－ディフェンス等

実験施設活用による耐震性実

証・評価実験を継続的に実施す

るための標準的手法構築に関

する検討では、構造物地震応答

の多点計測のための無線ネッ

トワークシステムを構築し、大

型耐震実験施設での実験によ

りデータ欠損の無い計測性能

を確認した。Ｅ－ディフェンス

実験データの活用では、室内被

害の VR（Virtual Reality）映

像を提示するシステムの開発

を行い、３つの防災イベントに

おいて、本システムによる仮想

被害体験を延べ 560 人に提供

した。文部科学省の「都市の脆

弱性が引き起こす激甚災害の

軽減化プロジェクト」の一環と

して、モニタリング技術の検証

を目的とした地盤－杭－建物

連成系試験体の実験を実施し

た。また、内閣府の「戦略的イ

ノベーション創造プログラム

(SIP)」との共同研究において、

臨海部埋立地のコンビナート

施設を対象とした調査・診断・

事前検討とともに、成果の

利活用などの展開も積極的

に進められていることは評

価できる。 

数値震動台の性能向上や非

構造部材解析技術の高度化

が行われ、Ｅ－ディフェン

ス実験成果に基づく構造物

と室内空間の被害再現の高

精度化に資するものと評価

する。また、AI 活用を見据

えたビッグデータに基づく

損傷同定技術の開発が進め

られ、多点計測による被害

推定技術の確立などへの寄

与により、社会の強靭性向

上に大きく貢献するものと

期待する。 

 

以上より、研究所の目的・

業務、中長期目標等に照ら

し、研究所の活動による成

果、取組等について諸事情

を踏まえて総合的に勘案し

た結果、「研究開発成果の最

大化」に向けて成果の創出

や将来的な成果の創出の期

待等が認められ、着実な業

務運営がなされている。 

高く評価できる。 

的確な定期点検と日常点検を実施することによ

り安全・確実な実験施設の運用を継続している

ことは高く評価できる。 

 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 ― 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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対策に関する一連の液状化対

策技術の効果を実証した。 
・シミュレーション技術を活

用した耐震性評価に関する研

究では、コンクリート構成則等

の高度化として、引張クラック

発生後の除荷挙動を再現する

材料構成則の改良を行った。非

構造部材解析の高度化として、

吊りボルトの座屈を考慮した

天井モデルの構築を行い、吊り

ボルトの座屈により天井面の

振動が増大する現象を表現し

た。損傷同定のための技術課題

の抽出として、縮小鋼構造骨組

の振動台実験より、様々な損傷

パターンの応答データを取得

し、AI（Artificial Intelligence）
研究への活用展開も見据えて、

損傷の推定プログラムの開発

を行った。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－３ 災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進  

関連する政策・施策 

 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課

題への対応 

施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0249、0256 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  

 
 
 
 
 
 
 
 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 
 
 
 
 
 
 

 基準値等 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度  28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
論文数（編） － 59 編       予算額（千円） 1,805,916       
学会等での

口頭発表数

（件） 

－ 407 件       決算額（千円） －       

         経常費用（千円） －       
         経常利益（千円） －       
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－       

          従事人員数 70.3 人       
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 

中長期目標 
 
 

中長期計画 
 
 

年度計画 
 
 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

 
 

主な業務実績等 
 

自己評価 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害リスクの低減に向け

て、観測・予測研究及びハ

ザード評価研究と一体

で、災害の未然防止、被害

の拡大防止から復旧・復

興までを見据えた研究開

発を推進する。 
 
① 気象災害の軽減に関

する研究 
地球温暖化による気候変

動の影響等に伴う竜巻、

①気象災害の軽減に関する

研究 
(a)マルチセンシングに基づ

く水災害予測技術に関する

研究 
  豪雨・突風・降雹・落雷

等激しい気象や都市の浸水

を引き起こす積乱雲の予測

精度は依然として低い。また

防災情報を提供するタイミ

ングの難しさ等により、毎年

のように被害を伴う土砂災

①気象災害の軽減に関する

研究 
(a)マルチセンシングに基づ

く水災害予測技術に関する

研究 
平成 28 年度は以下の研究開

発に取り組む。 
・雲レーダ、ドップラーライ

ダー、マイクロ波放射計等の

観測機器を運用し、積乱雲の

早期検知技術開発のための

試験データを取得する。また 

【共通的事項】 
○研究開発成果を最大化

するための研究開発マネ

ジメントは適切に図られ

ているか。 
 
《評価指標》 
・理事長のリーダーシップ

が発揮されるマネジメン

ト体制の構築・運用状況 
 
【個別事項】 

＜主要な業務実績＞ 
・豪雨・突風など激しい気象の予

測技術を高度化する目的で、５台

の雲レーダ、３台のドップラーラ

イダー、10 台のマイクロ波放射計

等、最先端の機器を用いた観測を

首都圏において実施し、試験デー

タを取得した。各機器のデータ品

質管理手法の確立に向けて、ノイ

ズ除去の手法等の検討を行った。

また雲レーダのうち２台について

は、移設及び嵩上げ工事を完了し、

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

雲レーダやドップラーライ

ダー、などの新しいセンサ

ー群については、高品質の

データを得るための移設作

業やデータ検証作業を着実

に進めた。また当初予定を

上回り、雷観測サイトが新

たに整備された。さらに気

象予測技術においては、特

許を２件出願するなど、さ

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通

り、概ね着実に業務が実施されたと認められ

るため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

高解像度リアルタイム浸水予測モデルの試

作・検証、地上型 Xバンド MPレーダを用いた

土砂災害に関する情報提供、熊本地震後の地

域ニーズに基づいた雨量や傾斜計の観測な

ど、地方公共団体との協働を行っていること
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短時間強雨、強い台風、局

地的豪雪等の増加による

風水害、土砂災害、雪氷災

害等の気象災害を軽減す

るため、先端的なマルチ

センシング技術と数値シ

ミュレーション技術を活

用した短時間のゲリラ豪

雨等の予測技術開発やハ

ザード評価技術等の研究

開発を実施し、ステーク

ホルダーと協働した取組

を通じて成果の社会実装

を目指す。 
 
② 自然災害ハザード・

リスク評価と情報の利活

用に関する研究 
少子高齢化や人口減少、

都市の人口集中等の急激

な社会構造の変化に対

し、自然災害の未然防止

策を強化するために、地

震・津波災害等のハザー

ド・リスク評価手法の高

度化やリスクマネジメン

ト手法の研究開発を実施

する。また、災害時の被害

拡大防止及び復旧・復興

のため、被害状況の推定

及び把握技術の開発や災

害対策支援技術の研究開

発を行い、社会実装を目

指す。さらに、行政、民間、

住民といった社会を構成

するステークホルダーと

協働して、災害リスク情

報の共有及び利活用技術

の開発や災害リスク低減

のための制度設計に資す

る研究及び対策技術の研

究開発を推進する。 

害が発生している。さらに気

候変動に伴う巨大台風の発

生と、それに伴う高潮等の災

害が懸念されている。一方、

防災現場においては、確率的

な予測情報の活用方法が確

立していないなど、情報が十

分に利活用されていない。こ

のような状況を改善するた

め、以下の研究開発に取り組

む。 
雲レーダ、ドップラーライダ

ー及びマイクロ波放射計等

を活用した積乱雲等大気擾

乱の早期検知技術の開発、X
バンドMPレーダを活用した

雹及び融解層の検知技術の

高度化、並びに雷の早期検知

可能性の検討を行う。また、

データ同化手法等を活用し

た１時間先までのゲリラ豪

雨の予測技術及び市町村単

位で竜巻警戒情報を作成す

る技術の開発、豪雨によって

発生する浸水を確率的に予

測するモデルの開発とその

実証試験、過去の土石流等の

履歴解析に基づく土石流危

険度評価手法の開発を行う。 
大型降雨実験施設を活用し

て、斜面崩壊の危険域を絞り

込む手法の開発を行うとと

もに、斜面の変動を監視する

手法の高度化とリアルタイ

ムで斜面崩壊危険度を評価

するシステムの開発を進め

る。 
高潮による浸水被害の避難

方策の検討に役立てること

を目指して、台風時等におけ

る波、流れ、土粒子輸送等の

観測と台風による潮位変動

X バンド MP レーダを活用し

た雹及び融解層の検知技術

を高度化するための手法検

討を行うとともに、雷の早期

検知可能性を検証するため

の観測方法を検討する。さら

にドップラーライダー及び

マイクロ波放射計等のデー

タ同化技術の開発を行う。 
・豪雨によって発生する浸水

を確率的に予測するモデル

の開発を目指し、その手法の

検討を行う。また土石流危険

度評価手法の開発について

は、豪雨災害の土砂移動分布

図の作成を進めるとともに、

土石流危険度表示システム

の概念検討を行う。 
・大型降雨実験施設を活用し

て、斜面の変動を監視する手

法の高度化ならびにリアル

タイムで斜面崩壊危険度を

評価するシステムの開発を

目指し、斜面の変動を監視す

る手法および斜面崩壊危険

度を評価するシステムの検

討を行う。 
・高潮による浸水被害の避難

方策の検討に役立てるべく、

台風による潮位変動や浸水

情報等の予測システムの性

能向上を目指し、台風時等に

おける波、流れ、土粒子輸送

等の観測を行う。また、将来

起こり得る気象災害を把握

するため、台風災害を含む気

象データベースの高度化を

目指し、その仕様検討を行

う。さらに気候変動等に伴う

海面水温の変動等が激しい

気象の発生に及ぼす影響の

解明を進める。 

○安全・安心な社会の実現

に向けて、国の施策や計画

等において国が取り組む

べき課題の解決につなが

る研究開発が推進されて

いるか。 
 
《評価指標》 
・気象災害の軽減に関する

研究開発の成果 
・成果の社会実装に向けた

取組の進捗 
《モニタリング指標》 
・論文数・口頭発表件数等 

より高品質のデータを取得できる

体制を整えた。 
・X バンドＭＰレーダのより高度

な活用方法の確立を目指して、降

雹及び融解層の検知アルゴリズム

の適用可能性を検討するととも

に、雷の早期検知技術を検証する

ための観測サイトの整備を進め

た。またデータ同化手法や降水予

測手法の高度化を図り、特許２件

を出願した。 
・都市における急激な増水に伴う

浸水被害を軽減するため、高解像

度のリアルタイム浸水予測モデル

を開発し、世田谷区との協働のも

とその精度を検討した。また土石

流のリアルタイム危険度表示シス

テムの概念検討を行うとともに、

その基礎データとなる土砂移動分

布図の作成を進めた。さらに独自

に開発した斜面変動監視センサー

を南足柄市及び清水寺に設置し、

試験的に情報を防災担当者に試験

的に提供しながら、その適用可能

性及び高度化に向けた検討を行っ

た。 
・高潮による浸水被害の避難方策

の検討に役立てるべく、台風によ

る潮位変動や浸水情報等の予測シ

ステムの性能向上を目指して、西

表島において湾内の波、流れ等の

観測を実施し、風速 50 メートルを

超える強風時の湾内の流れの特徴

を分析した。また台風災害データ

ベースを活用し、台風第 10 号が上

陸する前に、過去の類似台風によ

る被害について分析し公表した。

さらに気候変動等が激しい気象の

発生に及ぼす影響を解明するた

め、日本海の水温が東北地方の豪

雨に及ぼす影響を調べた。 
・成果の社会実装を進めるため、

まざまな工夫がなされてい

る。 

 浸水予測技術や斜面モニ

タリング技術の開発につい

ては、成果の利用者である

地方公共団体と協働しなが

ら、着実に研究を進めた。

また土砂移動分布図が熊本

県土木部砂防課で利用され

るなど、その成果の一部が

活用され始めている。特筆

すべき成果としては、平成

28 年熊本地震後に県の要

望に沿って斜面モニタリン

グを開始したことが挙げら

れる。 

 沿岸災害予測について

は、観測とシミュレーショ

ンの両方を相互に連携しな

がら進められている。特に

風速 50 メートルの強風時

における湾内の観測データ

は貴重である。 

 技術開発が独りよがりな

ものにならないよう、成果

の利用者である地方公共団

体等と連携して進められて

いる点が評価できる。また

新たに発足した気象災害軽

減イノベーションセンター

を通して、民間企業との協

働も活発化した。 

 

レーダーで降雪の種類を判

別する手法や、既存装置を

降雪検知センサーとして活

用する技術の開発など、降

雪から積雪そして災害発生

までの一連の過程の現状把

握と予測による災害軽減の

ための研究開発が進められ

た。また、利害関係者であ

は、高く評価できる。 

雪氷災害の予測を高度化し、コンビニチェ

ーンの配送支援などを含めて、成果の社会実

装の道筋が広がり、研究成果の最大化につな

がっていることは、高く評価できる。 

自然災害に対するハザード・リスク評価の

成果は地震動予測地図の公表につながってお

り、また SIP のプログラムと連携し、熊本地

震等の災害においても成果を上げており、高

く評価できる。 

熊本地震等で実装されたクライシスレスポ

ンスサイトの運用については、防災科研のプ

レゼンス向上に大きく寄与していることは高

く評価できる。 

統合化防災科学技術情報プラットフォーム

構想や災害情報標準化プロダクツの展開は、

内閣府で検討が始まった官民連携情報ハブに

もつながり、研究開発成果の社会実装が大き

く進み始めており、高く評価できる。 

多様なユーザのニーズを意識し、誰のため

の成果か見える形で研究開発に取り組むよう

になってきたことは、高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

地方公共団体との協働の成果は地区防災計

画作成支援などにつながっているが、他地域

での同様な広がりを期待したい。 

従来のセクションを超えた技術交流を進め

ること期待したい。 

クライシスレスポンスサイトの運用に当た

っては、地図情報になりにくい文字情報の活

用などにも期待したい。 

 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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や浸水情報等の予測システ

ムの性能向上を図るととも

に、将来起こり得る気象災害

を把握するため、台風災害を

含む気象データベースの高

度化や気候変動等に伴う海

面水温の変動等が激しい気

象の発生に及ぼす影響の解

明を進める。 
なお豪雨、竜巻、浸水予測技

術の開発と実証実験の一部

は、社会実装に向けた取り組

みの一環として、「戦略的イ

ノベーション創造プログラ

ム（SIP）」において府省・分

野横断的に行う。 
 
(b)多様化する雪氷災害の危

険度把握と面的予測の融合

研究 
平成 26 年豪雪による甲信越

地方での記録的大雪に伴う

交通障害等、近年、豪雪地帯

以外で発生する突発的な雪

の災害に対する社会の脆弱

性が課題となっている。この

ため、豪雪地帯以外も対象と

した、空間規模や時間スケー

ル（数時間～数週間）の異な

る様々な雪氷災害にも対応

可能な対策技術の研究開発

に取り組む。また、地震、火

山等の他の災害と複合して

起こる雪氷災害や温暖化に

伴い極端化する雪氷災害に

関する研究を行う。 
具体的には、雪氷災害危険度

の現況把握技術と特定の範

囲を数キロメッシュで予測

する面的予測技術を開発し、

それらを融合することで

様々な規模や時間スケール

 
(b)多様化する雪氷災害の危

険度把握と面的予測の融合

研究 
平成 28 年度は以下の研究開

発に取り組む。 
・雪氷災害危険度検知のため

のマルチセンシング技術の

開発の一環として、雪氷災害

危険度の現状把握技術の開

発、精度の高い降雪量及び降

雪種の面的推定手法の開発

に着手する。豪雪地帯以外の

気象観測レーダによる正確

な降雪量の推定技術の開発

を目指し、偏波ドップラーレ

ーダーの直線偏波抑圧比と

降雪粒子特性の関係の解析

と冬期下層大気特性の解析

を実施する。降雪粒子観測線

による降雪特性のマルチセ

ンシング技術の高度化のた

め、降雪粒子特性の測定手法

の改良を行う。雪氷災害予測

システムを活用した降積雪

分布推定のための現況推定

システムを開発する。降雪結

晶に起因する雪氷災害検知

のための降雪粒子詳細撮影

装置を開発する。雪崩、吹雪・

吹きだまり、着雪の検知や計

測に関して、既存技術の調

査・新技術開発の検討を行

う。 
・雪氷防災実験棟を活用した

実験と数値シミュレーショ

ン技術を組み合わせ、雪氷現

象の面的予測モデルを開発

するとともに面的予測の高

解像度化に着手する。湿雪に

おいて生ずる雪粒子の粗大

化及び水の浸透などの現象

地方公共団体への情報提供を通じ

た予測モデルの最適化、民間企業

との予測モデルの共同開発等を進

めた。また連携大学院制度を活用

した人材育成、高等学校等におけ

る防災教育を行った。 
・平成 28 年熊本地震への対応と

して、GIS 形式のレーダ雨量情報

の公開、土砂移動分布図の作成、

現地における斜面モニタリングを

行い、熊本県等において活用され

た。 
 
・レーダーと地上降雪観測の組み

合わせにより、降雪量のみならず

降雪種を広域的に把握するための

研究基盤を整備し、技術開発に必

要なデータの蓄積を開始した。 
・事例解析から、上越から中越ま

での観測点において場所により、

卓越する降雪種が異なる事が分か

った。また、降雪種の情報をレー

ダーの観測値と併せて解析するこ

とにより降雪量の精度改善が期待

できることも分かった。 
・降雪種の拡大写真を高解像度化

しデータベース化することで、迅

速かつ精密に降雪粒子の解析がで

きる体制を構築した。 
・雪氷災害危険度の現況を観測す

る技術開発として、散水消雪装置

制御用の降雪センサーのネットワ

ーク化による降雪情報の面的把握

や、雪崩の検知センサーとして地

震計を利用する試験などを実施し

た。 
・降雪種毎の比表面積の測定結果

や、積雪融解時の水みち形成の実

験結果を積雪変質モデルに反映

し、その改良を行った。 
・雪崩、吹雪、着雪の総合的リア

ルタイムハザードマップ作成に向

る民間会社との新たな共同

研究やハザードマップの被

災地への提供など、成果の

社会実装に向けた取組が着

実に行われた。 

 

地震ハザード評価におい

て、地震活動モデルを改良

した 2017 年起点の確率論

的地震動予測地図を作成

し、これらの検討結果は「全

国地震動予測地図 2017 年

版」として地震調査研究推

進本部より公表された。津

波ハザード評価において、

個々の地震津波に対する特

性化波源断層モデルの構築

方法及びそれを用いた津波

予測計算手法について、地

震調査研究推進本部地震調

査委員会津波評価部会での

議論、検討を経て、「波源断

層を特性化した津波の予測

手法（津波レシピ）」として

公表された。このように、

地震・津波に関するハザー

ド評価に関する研究は、順

調に進んだ。さらに、それ

ら情報をもとにした地震・

津波リスク評価にも着手す

ることができた。 

リアルタイム被害推定及び

被害状況把握に関する研究

は、外部資金（SIP）による

研究と連携し進めており、

平成 28 年熊本地震対応に

おいて成果を上げることが

できた。 

 地域展開に関しては、平

成 28 年熊本地震対応をは

じめ各種災害への対応など

を通して一定の成果を得る
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の雪氷災害にも幅広く活用

可能なリアルタイムハザー

ドマップ作成技術を確立す

る。雪氷災害危険度の現況把

握技術の開発においては、降

雪監視レーダと地上降雪粒

子観測ネットワークの観測

とを組み合わせ、精度の高い

降雪量及び降雪種の面的推

定手法を確立し、豪雪地帯以

外の気象観測レーダによる

正確な降雪量の推定を可能

にする技術の開発につなげ

るほか、雪氷防災実験棟を用

いた都市圏の豪雪災害の想

定等も含めた実験を行う。 
今後増加が予想される極端

気象に伴う雪氷災害につい

て、その発生機構の解明、融

雪地すべりや地震誘発雪崩

などの雪氷現象と他の自然

現象との複合災害に関する

発生機構の解明についても

取り組む。これらの成果の社

会還元として、地方公共団体

や道路管理業者等のステー

クホルダーへ予測情報を試

験的に提供し、実際に利活用

してもらうとともにフィー

ドバックを得ることで社会

実装試験を行う。 
 
②自然災害ハザード・リスク

評価と情報の利活用に関す

る研究 
(a)自然災害ハザード・リスク

評価に関する研究 
都市への経済、インフラ、人

口等の集積は、都市の災害リ

スクを増大させており、首都

直下地震や南海トラフ地震

への備えは、我が国の都市の

を X 線 CT や MRI により直

接測定し、湿雪の微細構造と

水分分布の関係性の解析を

進める。また、積雪変質モデ

ルを改良するとともに、３次

元積雪モデルの開発を進め

る。雪崩の到達予測精度向上

のために、積雪の含水率や雪

崩の到達距離などの関係に

ついて解析を行う。吹雪につ

いては、地形による発生・発

達状況の変化をモデル化し、

予測システムに組み込む。着

雪に関しては観測、実験デー

タの解析からモデルの高精

度化を行う。 
・地方公共団体や道路管理業

者等のステークホルダーへ

予測情報を試験的に提供し、

ニーズに関する知見等の研

究上のフィードバックを得

る社会実装試験に着手する。

国、地域、自治体、市民、交

通・物流、産業に関わる防災

上の課題を解決するため、ス

テークホルダーとの協議に

よるニーズの把握と、ニーズ

に応えるためのテーマごと

の観測、予測、情報プロダク

ツ作成、IOT などの新技術を

活用した情報収集・提供シス

テム開発及び仕様を検討す

る。 
・地震時に発生する雪崩など

の複合災害について、過去の

発生事例の収集と、発生メカ

ニズムなどの解析を行う。 
 
②自然災害ハザード・リスク

評価と情報の利活用に関す

る研究 
(a)自然災害ハザード・リスク

け、それぞれの予測モデルの高度

化を行った。 
・28 の情報提供先との雪氷災害予

測システムの試験運用を継続する

とともに、社会実装を視野に入れ

た民間会社、研究機関、地方公共

団体との新たな共同研究を開始し

た。 
・海外の地震・雪崩複合災害の被

災地へ復興への一助としてハザー

ドマップを提供した。 
 
・地震ハザード評価については、

平成 28 年６月に地震調査研究推

進本部より公表された中国地域の

活断層の長期評価を取り込むこと

により地震活動モデルを改良し、

2017 年起点の確率論的地震動予

測地図を作成した。これらの検討

結果は、「全国地震動予測地図

2017 年版」として公表された。 
・内陸活断層地震における震源断

層近傍を対象とした強震動予測手

法高度化に向けて、平成 28 年熊本

地震を対象として「レシピ」によ

り強震動計算を行い、観測された

強震動記録と比較する検証を実施

した。その結果、震源断層近傍の

強震動を説明するためには、断層

上端を地表（深さ 0km）とするモ

デル化が必要であること、予測に

おいては「レシピ」の経験式等の

不確実さを考慮することが必須で

ある、という具体的な課題を抽出

した。 
・外部資金での取組と連携し、「地

下構造モデル作成の考え方」に基

づいて関東地域を対象とした浅

部・深部統合地盤モデルを作成、

詳細法による地震動シミュレーシ

ョンを実施し、震源断層を特定し

た地震動予測地図を更新した。こ

ことができた。 

 

平成 28 年度は、４月に発生

した平成 28 年熊本地震を

皮切りに、５種 12回の災害

警戒・発生に際し、NIED-CRS

を介した情報集約・発信を

繰り返すことで、災害種別

間での共通項と災害種別毎

の特別項を見いだしつつあ

り、研究開発としての今後

の見通しを得るとともに、

実施そのものが災害対応の

現場から有効であると多く

の活動機関・団体より評価

を受けた。 

また、上記のような災害時

対応だけでなく、地区防災

計画策定等の平時において

も、実務を担う国・地方公

共団体・民間等の様々なセ

クターとの協働体制を構築

しており、実効性・実行性

高い研究開発を実施できる

基盤ができつつある。その

結果として、防災ソリュー

ションとなり得るレジリエ

ンスの可視化技術、強化技

術、定着化技術について、

初年度ながら目に見える形

での成果を達成している。 

 

以上より、研究所の目的・

業務、中長期目標等に照ら

し、研究所の活動による成

果、取組等について諸事情

を踏まえて総合的に勘案し

た結果、「研究開発成果の最

大化」に向けて成果の創出

や将来的な成果の創出の期

待等が認められ、着実な業

務運営がなされている。 
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レジリエンスを高める上で

喫緊の課題の一つである。し

かし、国内の地理的条件や社

会経済構造の違いにより、地

域によって災害に対するリ

スク認識には違いがある。こ

のため、都市が潜在的に有す

る災害リスクを共通のリス

ク指標で総合的に評価した

上で、社会の各セクター（国、

地方公共団体、地域コミュニ

ティ、民間企業等）が適切な

災害対策を実施できる社会

の実現に向け、地震や津波を

はじめとした各種自然災害

のハザード・リスク評価に関

する研究を行う。 
具体的には、地震及び津波ハ

ザード評価手法の高度化の

ため、不確実さを考慮した低

頻度な事象まで評価できる

手法開発や、予測精度向上の

ための震源及び波源モデル

等の研究を行うことにより、

地震調査研究推進本部が進

めている全国地震動予測地

図、及び全国を対象とした津

波ハザード評価の高度化に

貢献する。復旧・復興に至る

各セクターの適切な災害対

応を支援するため、全国概観

版や地域詳細版の地震及び

津波のリスク評価手法の研

究開発を行うとともに、各セ

クターの課題解決を目指し

たリスクマネジメント手法

の研究開発を行う。また、ハ

ザード・リスク評価の基盤情

報として、詳細な地形モデ

ル、構造物や人口等の社会基

盤データベースの構築を行

うとともに、海陸統合した地

評価に関する研究 
平成 28 年度は以下の研究開

発に取り組む。 
・全国を対象とした地震ハザ

ード評価手法の高度化のた

め、低頻度まで適切に評価で

きる地震活動等のモデル化

手法の開発に着手するとと

もに、海溝型巨大地震及び内

陸活断層地震における震源

断層近傍を対象とした強震

動予測手法高度化の研究開

発に着手する。ハザード評価

のための基盤情報として、海

陸統合した地下構造等の地

盤情報の整備に着手すると

ともに、国の活断層基本図

（仮称）の作成に資するた

め、活断層の詳細位置に関す

る調査検討を実施する。ま

た、全国を対象とした地震ハ

ザード評価を踏まえた建物

被害や人的被害等の地震リ

スク評価を実施する。リスク

評価に必要な基盤情報の整

備やリスク評価手法の高度

化を実施するとともに、地震

リスク情報の表現方法の検

討を行う。これらの検討を踏

まえた地震のハザード・リス

ク情報ステーションの開発

に着手する。 
・全国を対象とする津波ハザ

ード評価を実施する。津波ハ

ザード評価に必要な地形モ

デルの整備、波源断層モデル

の構築、津波予測手法の高度

化を行うとともに、津波ハザ

ード情報の表現方法や利活

用に向けた検討を行う。これ

らの検討を踏まえた津波の

ハザード・リスク情報ステー

れらは、「全国地震動予測地図

2017 年版」の一部として公表され

た。さらに、国の活断層基本図（仮

称）の作成に資するため、近畿地

方と中部地方の一部に関して、主

要活断層帯以外で M6.8 以上の地

震を発生させる可能性のある活断

層を抽出した。 
・全国を対象とした地震ハザード

評価を踏まえた建物被害や人的被

害等の地震リスク評価では、地震

調査研究推進本部による地震活動

モデル及び地震ハザード情報に基

づき全国を対象とした建物リスク

評価、人的リスク評価を実施した。 
・以上、検討した地震のハザード・

リスク評価研究による多様なモデ

ルや評価結果を、地震ハザードス

テーション（J-SHIS）を高度化す

ることで反映させ、地震のハザー

ド・リスク情報ステーションの開

発に着手した。 
・全国を概観した津波ハザード評

価では、個々の地震津波に対する

特性化波源断層モデルの構築方法

及びそれを用いた津波予測計算手

法について、地震調査研究推進本

部地震調査委員会の津波評価部会

での議論、検討を経て、「波源断層

を特性化した津波の予測手法（津

波レシピ）」として採用され、同委

員会より平成 29 年１月に公表さ

れた。 
・また、南海トラフ沿い、相模ト

ラフ及び日本海溝沿いで将来発生

する可能性のある地震津波の特性

化波源断層モデルに対応するすべ

てのハザード要素（すべての沿岸

評価地点における最大水位上昇量

と超過確率）を確率論的に統合し、

３海域統合版の津波ハザード評価

を試作した。また、津波のリスク

＜課題と対応＞ 
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下構造等の地盤情報や活断

層情報の整備を行う。 
さらに、風水害や土砂災害等

の各種自然災害のハザード・

リスク評価の研究開発を他

の研究課題と連携しマルチ

ハザード・リスク評価手法の

研究開発を行うとともに、過

去の経験から将来のリスク

を予測することを目指した

自然災害事例マップを高度

化する。 
また、リアルタイム被害推定

及び被害の状況把握技術開

発を行うとともに、ハザー

ド・リスク評価、発災時の被

害推定や被害状況把握等の

シミュレーション技術の研

究開発を総合的に行うこと

ができるプラットフォーム

を構築する。 
研究成果の社会実装を目指

し、「戦略的イノベーション

創造プログラム（SIP）」等の

取組や関係機関と連携した

ハザード・リスク評価の地域

展開、仙台防災枠組や国際

NPO 法人 GEM （ Global 
Earthquake Model）等と連

携による国際展開を行う。 
 
(b)自然災害情報の利活用に

基づく災害対策に関する研

究 
東日本大震災や平成 27 年９

月の関東・東北豪雨等では、

社会を構成する各セクター

（国、自治体、地域コミュニ

ティ、民間企業等）間での情

報共有が十分でなく、情報不

足による対応の遅れ等、災害

対応や復旧・復興において多

ションの開発に着手する。 
・各種自然災害のハザード・

リスク評価の研究開発の連

携によるマルチハザード・リ

スク評価手法の研究開発、お

よび過去の経験から将来の

リスクを予測することを目

指した自然災害事例マップ

を高度化に着手する。マルチ

ハザード・リスク評価手法の

開発に向け、気候変動アンサ

ンブル実験結果と統計手法

を用いた確率的な風水害リ

スク評価手法の開発、及び地

すべり地形分布図を用いた

リスク評価を可能とする技

術的検討を踏まえた次世代

型地すべり地形分布図の開

発に着手する。全国の過去の

自然災害事例情報を、Web 地

図等に相互連携可能な形態

でデータベースに整備する

とともに、事例情報の粗密や

精度に関する地域差の解消

および地理的情報の追加等

によるデータベースの高度

化に着手する。 
・リアルタイム被害推定及び

被害状況把握のため、センサ

ーネットワークデータや、災

害状況に応じた有人・無人の

多様なプラットフォームの

活用による画像センシング

技術および計測技術等を用

いた災害情報収集技術、状況

把握技術の開発に着手する。 
地震ハザード・リスク評価を

主たる対象として、要素技術

の調査等、シミュレーション

技術の研究開発を総合的に

行うことができるプラット

フォームの設計に向けた検

評価への橋渡しを見据えた地域詳

細版の確率論的な津波浸水ハザー

ド評価手法の検討として、和歌山

市市街地周辺地域を対象として、

浸水ハザード評価等の検討を行っ

た。これらの検討を踏まえた津波

ハザードステーション（仮）の開

発を開始し、津波のハザード・リ

スク情報ステーション（仮）の開

発に着手した。 
・自然災害事例マップの高度化で

は、災害事例が掲載された地域防

災計画を発行している地方公共団

体は全国の約 85％（1,450 団体）

であり、平成 28 年度はそのすべて

についてデータベースの構築を完

了した。現在の総レコード数は約

57,900 レコードとなり、収録期間

は西暦 416年から 2014年である。

加えて、災害事例データベースを

Web 地図として可視化する「災害

年表マップ（URL ：http://dil-
db.bosai.go.jp/saigai/）」を平成 28
年８月 31 日に一般公開し、新聞、

Web ニュース、ブログ、雑誌、ラ

ジオ等で多数紹介された（９月～

11 月上旬、35 件）。 
・地すべりリスク評価では、平成

28 年熊本地震への対応として、震

度分布と地すべり地形分布の関係

及び地震後の降雨による土石流と

いった土砂災害注意喚起情報を防

災科研の Web を通じて提供した。

また、平成 28 年熊本地震とその後

の降雨に伴う土砂災害の発生を受

け、「土砂災害予測に関する研究集

会-熊本地震とその周辺-」を開催

した。また、大規模地震による深

層崩壊と震源断層からの距離との

関係を解明するために、国内外に

おける地震による崩壊情報を網羅

的に収集し、深層崩壊及び表層崩
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くの課題を残した。また、地

方公共団体における人口減

少等により、平時からの事前

対策を行う社会的リソース

自体が不足しており、社会に

おけるレジリエンスの低下

が懸念されている。 
このような状況を改善する

ためには、現在のレジリエン

スの状態を評価するととも

に、各種災害情報を各セクタ

ー間で共有・利活用すること

で連携・協働し、予防力・対

応力・回復力を総合的に強化

する災害対策・技術を社会全

体に浸透させることが必要

である。 
そのために、各種災害に対す

る効果的な災害対応及び復

旧復興のプロセスを解明し、

事前対策の実施状況からそ

の評価を実施可能な手法を

開発する。これにより、レジ

リエンスの状態に応じた防

災上の課題発見や各種災害

対策・技術の導入効果の検証

を可能とする。 
また、災害種別毎に開発され

たリスクコミュニケーショ

ン手法やリスクマネジメン

ト手法について、横断的・共

通的観点から、予防力・対応

力・回復力を総合的に強化す

る手法として統合化・高度化

するとともに、災害リスクガ

バナンス手法を確立する。 
さらに、社会実装を担う行政

や企業等と連携して、各種手

法を各セクターが実行する

ための標準作業手順（SOP: 
Standard Operating 
Procedure）と、各種災害情報

討に着手する。 
・「戦略的イノベーション創

造プログラム（SIP）」での取

組等を踏まえ、大学等と連携

を図り、ハザード・リスク評

価の地域への展開を進める。 
(b)自然災害情報の利活用に

基づく災害対策に関する研

究 
平成 28 年度は以下の研究開

発に取り組む。 
 ・各種災害に対する効果的

な災害対応及び復旧復興の

プロセスを解明し、事前対策

の実施状況からその評価を

実施可能な手法の開発を目

指し、被災経験地域及び広域

災害想定地域を対象に、災害

対応及び復旧復興時の対応

と平時の防災施策・活動に関

する事例を収集するととも

に、災害対応・復旧復興にお

ける課題の抽出や、平時対策

に必要な社会のセクター、災

害リスク情報、対応手順等の

分類を行う。また、収集・分

類した事例をもとに、地域の

災害に対するレジリエンス

の定義について検討し、その

構成要素（地域の自然・社会・

災害リスク特性、防災意識水

準、地域コミュニティの結束

力、事前準備状況等）の尺度

化に着手する。 
・災害種別毎に開発されたリ

スクコミュニケーション手

法やリスクマネジメント手

法の統合化・高度化を目指

し、自然災害に関するリスク

マネジメント手法およびリ

スクコミュニケーション手

法の実践事例を収集し、横断

壊を対象とした内陸型地震による

全国的な斜面崩壊危険地域分布図

の作成を試みた。 
・風水害リスク評価に関しては、

主として外部資金（文部科学省の

気候変動リスク情報創生プログラ

ム：SOUSEI、気候変動適応技術社

会実装プログラム：SI-CAT）と連

携した取組を行った。 
・雪氷災害に関しては、雪害記事

の収集とデータベース化、及び雪

害データベース公開システムの開

発を行った。 
・被害状況把握の技術開発では、

機械学習を用いて自動的に被害判

別を行うシステムの開発に着手し

た。これらを踏まえた提案が SIP
のリアルタイム被害推定・状況把

握システムの開発の追加事業とし

て認められ、次年度より研究が加

速されることとなった。また、有

人・無人のプラットフォームで活

用可能な災害情報収集システムと

して UAV の技術開発を行った。こ

の他、平成 28 年糸魚川市における

大規模火災（糸魚川駅北大火）に

おいて UAV による災害対応を行

った。さらに、防犯カメラ映像解

析による被害状況把握手法開発に

着手した。また、継続して開発を

実施してきた MEMS （ Micro 
Electro Mechanical Systems）加

速度センサーを利用したセンサー

クラウドシステムの実証実験を産

官学が連携して継続し、文部科学

省「首都圏を中心としたレジリエ

ンス総合力向上プロジェクト」の

サブプロジェクトとして平成 29
年度から実施することとなった。 
・研究成果の地域展開として、平

成 28 年熊本地震においては SIP
等と連携し、研究員を現地対策本
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の共有・利活用を実現するシ

ステムの標準仕様を確立す

る。これにより、効果的な災

害対策・技術を社会全体に普

及・浸透・定着させ、社会全

体のレジリエンスの継続に

繋げる。 
これらの社会実装の促進及

び防災行政への貢献のため、

仙台防災枠組みや学界（大

学、研究機関、学協会等）、「戦

略的イノベーション創造プ

ログラム（SIP）」等の取組と

連携の下、所内外の研究開発

成果を一元的にネットワー

ク化し、社会における各セク

ターが予防・対応・回復それ

ぞれの目的に活用できる「統

合化防災科学技術情報プラ

ットフォーム」を構築・運用

する。 

的・共通的観点から、予防力・

対応力・回復力の向上へ及ぼ

す効果についての分析を行

う。また、災害リスクガバナ

ンス手法の確立を目指し、前

述の手法の実践における各

セクターの関与方法につい

て分析し、災害リスクガバナ

ンスの構築における現状の

課題抽出を行う。合わせて、

全国規模での防災関連の取

り組みと連携を図りながら、

これらの手法の地域防災へ

の導入方法に関する検討を

行う。 
・社会実装を担う行政や企業

等と連携して、各種手法を各

セクターが実行するための

標 準 作 業 手 順 （ SOP: 
Standard Operating 
Procedure）と、各種災害情報

の共有・利活用を実現するシ

ステムの標準仕様の確立を

目指し、災害対応にあたる各

機関で共有・利活用すべき標

準的な情報の項目を整理し、

各機関の災害対応 SOP にお

いて参照される各種情報の

形式・定義・属性等を統一的

な手法により統合化した情

報共有標準について検討す

る。また、災害現場での対応

を行う地方公共団体の災害

対応 SOP の策定と情報利活

用システムの標準化に向け

た検討に着手する。 
・これらの社会実装の促進及

び防災行政への貢献のため、

総合防災情報センターおよ

び「戦略的イノベーション創

造プログラム（SIP）」等の取

組と連携し、防災科研が所有

部に配置し、リアルタイム地震被

害推定情報（揺れの分布や建物被

害分布等）をはじめとする各種災

害情報の活用の支援を継続的に行

った。 
・ハザード・リスク評価の地域や

産業等への展開を図るため、損害

保険、建設、情報通信、交通インフ

ラ、防災コンサルティング等で構

成したハザード・リスク情報に関

する検討会を立ち上げ、各業界の

具体的な活用の可能性について検

討を開始した。 
・国際展開としては、地震ハザー

ド・リスク評価研究の国際展開の

一環として、それら手法の開発や

情報提供を行う国際 NPO 法人

GEM のメンバとして、GEM 第２

期の活動を継続して実施した。特

に、防災科研からの参加者が科学

委員会では副議長として活躍し、

GEM の運営に対する発言力が高

まった。「日本・台湾・ニュージー

ランドの地震ハザード評価」に関

する研究交流会を防災科研主催で

実施した。研究成果については、

“ Seismological Research 
Letters”に掲載された。外部資金

と連携し、ニュージーランド GNS
と地震ハザードの高度化に関する

共同研究を実施した。また、これ

まで開発したリアルタイム震度計

を、ブータン地質鉱山局(DGM)に
提供し、ブータン初の計測震度観

測網を構築した。 
 
災害対策の現場と常に密接に関わ

りながら、防災科学技術の研究成

果の「知」を情報として結集・共有

する仕組を構築するとともに、災

害対策に有効な情報プロダクツ生

成技術とその利活用技術の確立を
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する災害情報を軸として、こ

れまで研究開発を行ってき

た「e コミュニティ・プラッ

トフォーム」を基盤に、災害

対応にあたる各機関におけ

る情報の共有・利活用を推進

する情報プラットフォーム

の開発に着手する。また、所

内外の研究開発成果の網羅

的な整理手法について検討

し、一元的なネットワーク化

のための基盤技術開発に着

手する。 
 

目指し、平成 28 年度は、プロダク

ツの生成と利活用の２つの観点か

ら、現状の俯瞰分析及び課題抽出

を行うとともに、それぞれの最終

目標に向けた研究開発に着手する

ことを目標とした。その結果、主

な実績・成果として下記を達成し

た。 
 
・防災情報プロダクツ生成技術の

研究開発 
防災科学技術研究所クライシスレ

スポンスサイト（NIED-CRS）構

築システムの試行版の開発を行

い、平成 28 年熊本地震をはじめと

した５種 12 回の NIED-CRS 開設

と試験運用を行った。その結果、

総合的な災害関連情報の集約・発

信により全体効率化と状況認識統

一に貢献するとともに、災害対応

を行う各種機関・団体等で有効活

用され、その効果を実証した。ま

た、情報コンテンツの集約・発信

作業における技術的・システム的

課題を抽出し、今後の標準化に向

けた見通しを得た。 
 
・情報を利活用した防災ソリュー

ションの研究開発 
地域防災におけるレジリエンス可

視化技術として、各種自然災害発

生危険性の横断評価技術、個人防

災意識と地域防災活動の評価技術

の開発に着手した。また、レジリ

エンス強化技術として、平時にお

ける防災行政の現場との協働によ

り、地区防災計画作成の支援プロ

セスや資料等を試験制作・提供す

るとともに、全国展開に向けた検

討や関係性構築を行った。さらに、

レジリエンス定着化技術として、

災害時に各機関間で共有すべき標
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準化災害情報プロダクツを検討

し、標準化に向けた当初案として

提示した。 
 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１－１ 研究組織及び事業の見直し 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256 

 
２．主要な経年データ 
 
 
 
 
 
 
 

評価対象となる指標 
 

達成目標 
 
 

基準値等 
（前中長期目標期

間最終年度値等） 

28 年度 
 
 

29 年度 
 
 

30 年度 
 
 

31 年度 
 
 

32 年度 
 
 

33 年度 
 
 

34 年度 
 
 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

           
           

           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 

 
中長期計画 

 
年度計画 

 
主な評価指標 

 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理事長のリーダーシップの

下、防災科学技術の中核的

機関として、様々な自然災

害に関して基礎研究から社

会実装まで総合的な取組に

対応するため、評価を踏ま

えて職員の配置の見直しに

取り組むとともに、クロス

アポイントメント制度等を

活用し、総合的・分野横断

的な組織編成を行う。また、

研究開発成果の最大化に向

けて、戦略立案を行う企画

機能、研究推進・支援体制

等を強化し、柔軟かつ効率

的なマネジメント体制を確

立する。 

「独立行政法人改革等に関

する基本的な方針」（平成25

年 12 月 24 日閣議決定）に

基づき、現在、南海トラフ

海域において国立研究開発

理事長のリーダーシップの

下、「研究開発成果の最大化」

に向けて、研究開発能力及び

経営管理能力の強化に取り

組む。 

経営に関する戦略立案、環境

整備、業務体制、危機管理な

どをより一層効率的・効果的

に行うため、企画機能、研究

推進・支援を一体で行う企画

部を新設し、企画機能を強化

する。柔軟かつ効率的なマネ

ジメントを行うため、理事長

直属で防災科研の研究開発

を総括する、もしくは特命事

項を担当する審議役を設置

し、理事、企画部、審議役が

緊密に連携することにより

理事長を支え、防災科研のマ

ネジメントを遂行する体制

を構築する。 

プロジェクトについて、様々

理事長のリーダーシップの

下、「研究開発成果の最大化」

に向けて、研究開発能力及び

経営管理能力の強化に取り

組む。 

経営に関する戦略立案、環境

整備、業務体制、危機管理な

どをより一層効率的・効果的

に行うため、企画機能、研究

推進・支援を一体で行う企画

部を新設し、企画機能を強化

する。柔軟かつ効率的なマネ

ジメントを行うため、理事長

直属で防災科研の研究開発

を総括する、もしくは特命事

項を担当する審議役を設置

し、理事、企画部、審議役が

緊密に連携することにより

理事長を支え、防災科研のマ

ネジメントを遂行する体制

を構築する。 

プロジェクトについて、様々

＜評価の視点＞ 
【体制の観点】 
○法人の長のマネジメン

トをサポートする仕組み、

体制等が適切であるか 
・経営企画体制の強化、統

合的・分野横断的に研究開

発を行う研究体制の再編

を推進することができた

か。 
・理事長のリーダーシップ

の下での業務の継続的改

善、権限と責任を明確にし

た組織運営、国・関係機関

と役割分担を考慮した研

究開発を行ったか。 
 
【長としての資質の観点】 
○リーダーシップが発揮

されているか 
・法人の長がリーダーシッ

プを発揮できる環境は整

＜主要な業務実績＞ 
平成 28 年度から新たに第４

期中長期目標期間が開始さ

れることから、所内組織の再

編を行った。 
経営に関する戦略立案、環境

整備、業務体制、危機管理な

どをより一層効率的・効果的

に行うため、企画機能、研究

推進・支援を一体で行う企画

部を設置し、企画機能を強化

した。柔軟かつ効率的なマネ

ジメントを行うため、理事長

直属で特命事項を担当する

審議役を２名配置し、理事、

企画部、審議役が連携して理

事長を支える体制を整備し

た。 
研究体制については、防災科

研の研究開発の推進に係る

機関として、防災科学技術の

基礎研究及び関連する研究

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

平成 28 年度から新たに第４

期中長期目標期間が開始さ

れることから、所内組織の再

編を行い、企画機能の強化を

行うともに、理事長によるマ

ネジメントを遂行する体制

を構築した。 
柔軟な研究体制を構築し、防

災科学技術研究の中核研究

機関として最適な研究推進

体制が構築できるような組

織となった。 
経営諮問会議を開催して外

部からの客観的・専門的かつ

幅広い視点での助言・提言を

得るとともに、役員会議・拡

大役員会議により事業運営

の効率性、透明性の確保が図

られた。 
企画部に社会連携課及び研

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通

り、概ね着実に業務が実施されたと認められ

るため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

新たな中長期計画期間を迎え、組織を見直

すことにより、部門を超えた連携が容易にな

り、柔軟な研究が推進できるようになったこ

と、新たに設置した拡大役員会議等の場で所

内の情報共有、コミュニケーションの強化が

図られるようになったことは、高く評価でき

る。 

クロスアポイントメント制度を活用して、

関係機関と有意な連携を図っていることは、

高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 ― 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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法人海洋研究開発機構（以

下「海洋機構」という。）が

整備を進めている DONET に

ついて、その整備が終了し

た際には、同システムの移

管を受けることを踏まえ、

海洋機構との連携を含めた

管理運営体制を整備し、海

底地震・津波観測網の一元

的な管理運営を行う。 

な自然災害に関して基礎研

究から社会実装に至るまで

の総合的な取組に対応し、統

合的・分野横断的に研究開発

を行うことができるよう、研

究体制を再編するとともに、

各プロジェクトの業務に係

る権限と責任について、規程

等により明確に定める。具体

的には、研究分野間の協働、

交流、情報交換が円滑に行わ

れるようにするため、研究者

の所属部署自体は専門分野

別に編成する一方、重点的に

進めるべき研究開発課題や

防災科研全体として取り組

むべき事項については、専門

分野別の部署を横断するプ

ロジェクトセンターを設置

できる柔軟な研究開発体制

を整備する。その際、効率的、

効果的な業務運営を図る観

点から、職員の配置の見直し

を行うとともに、クロスアポ

イントメント制度、併任制度

等の活用による外部の第一

線の研究者の登用や他の研

究機関との連携を通じて、多

様な人材の確保と研究力の

向上を図り、防災科学技術研

究の中核研究機関として最

適な研究推進体制が構築で

きるような組織運営を行う。 

また、経営諮問会議等の開催

により、外部からの客観的・

専門的かつ幅広い視点での

助言・提言を得ることで、現

行事業運営の課題を把握し、

その解決を図る。また、事業

運営の効率性、透明性の確保

に努める。 

「研究開発成果の最大化」に

な自然災害に関して基礎研

究から社会実装に至るまで

の総合的な取組に対応し、統

合的・分野横断的に研究開発

を行うことができるよう、研

究体制を再編するとともに、

各プロジェクトの業務に係

る権限と責任について、規程

等により明確に定める。具体

的には、研究分野間の協働、

交流、情報交換が円滑に行わ

れるようにするため、研究者

の所属部署自体は専門分野

別に編成する一方、重点的に

進めるべき研究開発課題や

防災科研全体として取り組

むべき事項については、専門

分野別の部署を横断するプ

ロジェクトセンターを設置

できる柔軟な研究開発体制

を整備する。その際、効率的、

効果的な業務運営を図る観

点から、職員の配置の見直し

を行うとともに、クロスアポ

イントメント制度、併任制度

等の活用による外部の第一

線の研究者の登用や他の研

究機関との連携を通じて、多

様な人材の確保と研究力の

向上を図り、防災科学技術研

究の中核研究機関として最

適な研究推進体制が構築で

きるような組織運営を行う。 

また、経営諮問会議等の開催

により、外部からの客観的・

専門的かつ幅広い視点での

助言・提言を得ることで、現

行事業運営の課題を把握し、

その解決を図る。また、事業

運営の効率性、透明性の確保

に努める。 

「研究開発成果の最大化」に

備され、実質的に機能して

いるか。 
開発を推進する基礎研究部

門（７部門）と防災科学技術

の基盤的研究開発を実施し、

中核的研究機関を目指す基

盤的研究開発センター（６セ

ンター）を設置した。基盤的

研究開発センターについて

は、安定的、継続的な事業の

実施を目的とした事業継続

センター（２センター）、先端

的研究施設（大型降雨実験施

設、大型耐震実験施設、雪氷

防災実験施設及び実大三次

元震動破壊実験施設)の利活

用を目的とした性能検証セ

ンター（１センター）、外部資

金等による研究開発の実施

を目的とした研究事業セン

ター（３センター）の３種類

のセンターから成り、柔軟に

研究開発体制を整備出来る

ようにした。また、第４期中

長期計画の研究開発を推進

するための制度として、プロ

ジェクト（８プロジェクト）

を設置した。基礎研究部門に

研究部門長、センターにセン

ター長、プロジェクトに研究

統括を置き各業務に係る権

限と責任を明確化するとと

もに、クロスアポイントメン

ト制度の活用等により多様

な人材の確保と研究力の向

上を図った。 
防災科研の業務運営に関す

る重要事項等について、助言

及び提言を受けるため、２月

に経営諮問会議を開催した。

また、役員会議に付議される

事項のほか、理事長の命を受

け、防災科研の経営に係る重

要事項等について議論する

究推進課を設置したことで、

「研究開発成果の最大化」に

向けた体制が構築された。 
「独立行政法人改革等に関

する基本的な方針」（平成 25
年 12 月閣議決定）に基き、

DONET、S-net、陸域の基盤

的地震観測網、火山観測網の

一元的な管理運営体制が構

築された。 
 
以上より、中長期計画におけ

る所期の目標を達成してい

ると認められる。 
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向けて、他の機関との連携や

外部資金の獲得・管理等の多

様化・複雑化する研究推進業

務に対応するために、人員の

拡充・再配置を含めた体制の

強化を図る。 

「独立行政法人改革等に関

する基本的な方針」（平成 25

年 12 月閣議決定）に基づく

DONET の移管に対応するた

め、国立研究開発法人海洋研

究開発機構との間でクロス

アポイントメント制度等を

利用した連携を進め、DONET、

S-net、陸域の基盤的地震観

測網の一元的な管理運営体

制を構築する。 

向けて、他の機関との連携や

外部資金の獲得・管理等の多

様化・複雑化する研究推進業

務に対応するために、人員の

拡充・再配置を含めた体制の

強化を図る。 

「独立行政法人改革等に関

する基本的な方針」（平成 25

年 12 月閣議決定）に基づく

DONET の移管に対応するた

め、国立研究開発法人海洋研

究開発機構との間でクロス

アポイントメント制度等を

利用した連携を進め、DONET、

S-net、陸域の基盤的地震観

測網の一元的な管理運営体

制を構築する。 

拡大役員会議を新たに設置

し、拡大役員会議及び役員会

議を開始することで、事業運

営の効率性、透明性の確保に

努めた。 
「研究開発成果の最大化」に

向けて、他の機関との連携や

外部資金の獲得・管理等の多

様化・複雑化する研究推進業

務に対応するために、企画部

に社会連携と研究推進課を

新たに設置した。 
「独立行政法人改革等に関

する基本的な方針」（平成 25
年 12 月閣議決定）に基づく

DONET の移管に対応するた

め、国立研究開発法人海洋研

究開発機構との間でクロス

アポイントメント制度等を

利用した連携を進め、海域の

DONET、S-net、陸域の基盤

的地震観測網、火山観測網を

一元的に管理運営するため、

基盤的研究開発センターの

事業継続センターとして、地

震津波火山ネットワークセ

ンターを新たに設置した。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１－２ 内部統制 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256 

 
２．主要な経年データ 
 
 
 
 
 
 
 

評価対象となる指標 
 

達成目標 
 
 

基準値等 
（前中長期目標期

間最終年度値等） 

28 年度 
 
 

29 年度 
 
 

30 年度 
 
 

31 年度 
 
 

32 年度 
 
 

33 年度 
 
 

34 年度 
 
 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

           
           

           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 

 
中長期計画 

 
年度計画 

 
主な評価指標 

 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理事長によるマネジメント

強化に向け、理事長の指示

が全役職員に伝達される仕

組みやリスク管理等を含む

内部統制システムを整備・

運用し、PDCA サイクルによ

る継続的な業務改善を行

う。また、内部統制が有効に

機能していることを内部監

査等によりモニタリングす

るとともに、監事を補佐す

る体制の整備を行い、監事

による監査機能を充実す

る。 

「独立行政法人の業務の適

正を確保するための体制等

の整備について」（平成26年

11 月 28 日総管査第 322 号。

総務省行政管理局長通知）

等を踏まえ、理事長のリー

ダーシップの下、 業務に係

る戦略を策定し、PDCA サイ

クルに基づき、その継続的

改善を推進する。その際、国

の政策との関係、他機関と

の連携強化の取組、研究の

成果が活用されるまでの道

筋等を明らかにする。 

中長期目標の達成を阻害す

るリスクを把握し、組織と

して取り組むべき重要なリ

スクの把握と対応を行う。

このため、経営諮問会議等

の開催により、外部からの

客観的・専門的かつ幅広い

視点での助言・提言を得る

「独立行政法人の業務の適

正を確保するための体制等

の整備について」（平成26年

11 月 28 日総管査第 322 号。

総務省行政管理局長通知）

等を踏まえ、理事長のリー

ダーシップの下、 業務に係

る戦略を策定し、PDCA サイ

クルに基づき、その継続的

改善を推進する。その際、国

の政策との関係、他機関と

の連携強化の取組、研究の

成果が活用されるまでの道

筋等を明らかにする。 

中長期目標の達成を阻害す

るリスクを把握し、組織と

して取り組むべき重要なリ

スクの把握と対応を行う。

このため、経営諮問会議等

の開催により、外部からの

客観的・専門的かつ幅広い

視点での助言・提言を得る

＜評価の視点＞ 
【体制の観点】 
○法人の長のマネジメント

をサポートする仕組み、体

制等が適切であるか 
・理事長のリーダーシップ

の下での業務の継続的改

善、権限と責任を明確にし

た組織運営を行ったか。 
・ 監事監査において、法人

の長のマネジメントについ

て留意しているか。 
・ 監事監査において把握し

た改善点等について、必要

に応じ、法人の長、関係役員

に対し報告しているか。そ

の改善事項に対するその後

の対応状況は適切か。 
 
【長としての資質の観点】 
○リーダーシップが発揮さ

れているか 

＜主要な業務実績＞ 
防災科研は、理事長のリーダ

ーシップの下、業務の継続的

改善を推進するとともに、権

限と責任を明確にした組織

運営を行っている。また、内

部統制に関しては、中長期目

標に対応して定めた中長期

計画及び当該計画に基づく

年度計画を遂行するにあた

り、年頭所感や創立記念式典

などの場において、理事長か

ら全職員に対し、基本目標

「災害に強い社会の実現」

と、５つの理念（「社会への

貢献」、「広範なる連携」、「透

明性の向上」、「たゆまぬ研

鑽」、「諸規範の遵守」）を示

し、組織風土の醸成を図ると

ともに、周知徹底等の取組を

行っている。 
理事長から、組織運営に関し

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

理事長のリーダーシップの

下、組織運営に関してイン

トラネットを通して周知を

行った。また、内部統制の一

環としてリスク管理委員会

を開催し、業務フローの作

成及びリスクの抽出を実施

し、潜在リスクに対応した

計画の策定に向け、所内の

実施体制が整えられたこと

は評価できる。 
さらに、監事による監査機

能を充実するために、監査

室を設置し、監査計画を立

案し、内部統制における監

査を実施しモニタリングを

行ったことは評価できる。 
  以上より、中長期計画に

おける所期の目標を達成し

ていると認められる。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通り、

概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

 

＜評価すべき実績＞ 

理事長のリーダーシップのもと、業務の継続

的改善を推進するとともに、権限と責任を明確

にした組織運営を行っていることは、高く評価

できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 ― 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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ことで、現行事業運営の課

題を把握し、その解決を図

る。また、事業運営の効率

性、透明性の確保に努める

とともに、法令遵守等、内部

統制の実効性を高めるた

め、所内のイントラネット

等を活用し理事長による運

営方針等の周知を行うな

ど、日頃より職員の意識醸

成を行う等の取組を継続す

る。 

監事による監査機能を充実

するために、監査室を設置

するとともに内部監査等に

より内部統制が有効に機能

していることをモニタリン

グし、適正、効果的かつ効率

的な業務運営に資する助言

を理事長等に提示する。ま

た、職員を対象とした内部

統制に関する研修を実施す

るなど、職員の意識醸成教

育及び意識向上を積極的に

進める。 

ことで、現行事業運営の課

題を把握し、その解決を図

る。また、事業運営の効率

性、透明性の確保に努める

とともに、法令遵守等、内部

統制の実効性を高めるた

め、所内のイントラネット

等を活用し理事長による運

営方針等の周知を行うな

ど、日頃より職員の意識醸

成を行う等の取組を継続す

る。 

監事による監査機能を充実

するために、監査室を設置

するとともに内部監査等に

より内部統制が有効に機能

していることをモニタリン

グし、適正、効果的かつ効率

的な業務運営に資する助言

を理事長等に提示する。ま

た、職員を対象とした内部

統制に関する研修を実施す

るなど、職員の意識醸成教

育及び意識向上を積極的に

進める。 

・法人の長がリーダーシッ

プを発揮できる環境は整備

され、実質的に機能してい

るか。 
・法人の長は、組織にとって

重要な情報等について適時

的確に把握するとともに、

法人のミッション等を役職

員に周知徹底しているか。 
・法人の長は、法人の規模や

業種等の特性を考慮した上

で、法人のミッション達成

を阻害する課題（リスク）の

うち、組織全体として取り

組むべき重要なリスクの把

握・対応を行っているか。 
・法人の長は、内部統制の現

状を的確に把握した上で、

リスクを洗い出し、その対

応計画を作成・実行してい

るか。 

て職員との意見交換を通し

て周知を行った。内部統制の

一環としてリスク管理委員

会を開催し、業務フローの作

成及びリスクの抽出を実施

した。 
また、内部統制に関する対応

計画等の策定に向け、実施体

制を明確化した。 
 さらに、監事による監査機

能を充実するために、監査室

を設置し、監査計画を立案

し、内部統制における監査を

実施しモニタリングを行っ

た。 
 

 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１－３ 研究開発等に係る評価の実施 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256 

 
２．主要な経年データ 
 
 
 
 
 
 
 

評価対象となる指標 
 

達成目標 
 
 

基準値等 
（前中長期目標期

間最終年度値等） 

28 年度 
 
 

29 年度 
 
 

30 年度 
 
 

31 年度 
 
 

32 年度 
 
 

33 年度 
 
 

34 年度 
 
 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

           
           

           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 

 
中長期計画 

 
年度計画 

 
主な評価指標 

 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「独立行政法人の評価に関

する指針」（平成 26 年９月

２日総務大臣決定、平成 27

年５月 25日改定）等に基づ

き、研究開発の特性等を踏

まえて防災科研の自己評価

等を実施し、その結果を研

究計画や資源配分に反映さ

せ、研究開発成果の最大化

及び適正、効果的かつ効率

的な業務運営を図る。また、

研究開発課題については外

部有識者による評価を実施

し、その結果を踏まえて研

究開発を進める。 

 なお、評価に当たっては、

それぞれの目標に応じて別

に定める評価軸及び関連指

標等を基本として評価す

る。 

「独立行政法人の評価に関

する指針」（平成 26 年９月

総務大臣決定、平成 27年５

月改定）等に基づき、研究開

発の特性等を踏まえて国の

施策との整合性、社会的ニ

ーズ、研究マネジメント、ア

ウトカム等の視点から自己

評価等を実施し、各事業の

計画・進捗・成果等の妥当性

を評価する。その評価結果

は研究計画、予算・人材等の

資源配分に反映させ、「研究

開発成果の最大化」並びに

適正、効果的かつ効率的な

業務運営を図る。 

また、研究開発課題につい

ては外部有識者による評価

を効果的・効率的に実施し、

その結果を踏まえて研究開

発を進める。 

なお、評価業務に当たって

「独立行政法人の評価に関

する指針」（平成 26 年９月

総務大臣決定、平成 27年５

月改定）等に基づき、研究開

発の特性等を踏まえて国の

施策との整合性、社会的ニ

ーズ、研究マネジメント、ア

ウトカム等の視点から自己

評価等を実施し、各事業の

計画・進捗・成果等の妥当性

を評価する。その評価結果

は研究計画、予算・人材等の

資源配分に反映させ、「研究

開発成果の最大化」並びに

適正、効果的かつ効率的な

業務運営を図る。 

また、研究開発課題につい

ては外部有識者による評価

を効果的・効率的に実施し、

その結果を踏まえて研究開

発を進める。 

なお、評価業務に当たって

＜評価の視点＞ 
【体制の観点】 
○法人の長のマネジメント

をサポートする仕組み、体

制等が適切であるか 
・理事長のリーダーシップ

の下での業務の継続的改

善、外部からの意見や社会

における活用を考慮した研

究評価を行ったか。 
 
【長としての資質の観点】 
○リーダーシップが発揮さ

れているか 
・法人の長がリーダーシッ

プを発揮できる環境は整備

され、実質的に機能してい

るか。 
・中長期目標・計画の未達成

項目（業務）についての未達

成要因の把握・分析・対応等

に着目しているか。 

＜主要な業務実績＞ 
外部有識者を含め研究開発

の特性等を踏まえて国の施

策との整合性、社会的ニー

ズ、研究マネジメント、アウ

トカム等の視点から、第４

期中長期計画に基づき、研

究計画を策定したところで

あり、併せて予算・人材等の

資源配分にも反映させ、「研

究開発成果の最大化」及び

適正、効果的かつ効率的な

業務運営を図った。 
 年度計画に基づく業務の

実施状況を踏まえた今後の

計画について研究統括・セ

ンター長等からヒアリング

を行って確認するととも

に、共用施設の利用計画の

策定では、関係機関や外部

有識者を含めた運用委員会

又は利用委員会での審議結

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

第４期中長期計画策定の検

討において、外部有識者を

含めた検討委員会にて評価

検討を行った。 
第４期では、年度計画に基

づく業務の実施状況を踏ま

えヒアリングにより今後の

計画を確認するとともに、

施設の共用については各部

署で外部有識者を含めた委

員会において検討を行っ

た。 
所全体として、自己評価に

関し、評価委員会で毎年評

価を実施している。 
 
以上より、中長期計画にお

ける所期の目標を達成して

いると認められる。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通り、

概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

 

＜評価すべき実績＞ 

年度計画に基づく業務の実施状況を踏まえた

今後の計画について、所内のヒアリングを行っ

て確認すると共に、共用施設の利用計画の策定

では、関係機関や外部有識者を含めた運用委員

会または利用委員会での審議結果の報告を受け

決定しており、外部からの意見を積極的に取り

入れ、計画の遂行に結びつけようとする体制は、

高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

部門間の横の連携をとり、適正な評価を取り

入れることにより、風通しよく開かれた所の風

土を持続していくよう期待したい。 

 

＜有識者からの意見＞ 
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は、評価作業の負担の軽減

に目指し、効率的な運営を

行う。 

は、評価作業の負担の軽減

に目指し、効率的な運営を

行う。 

果の報告を受け決定してい

る。これらの業務の実施状

況については、前述のヒア

リングのほか、研究職員及

び事務職員の業績評価など

を通じて適宜把握を行うと

ともに、毎年の評価委員会

で評価している。 
 

  ― 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－２－１ 経費の合理化・効率化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256 

 
２．主要な経年データ 
 
 
 
 
 
 
 

評価対象となる指標 
 

達成目標 
 
 

基準値等 
（前中長期目標期

間最終年度値等） 

28 年度 
 
 

29 年度 
 
 

30 年度 
 
 

31 年度 
 
 

32 年度 
 
 

33 年度 
 
 

34 年度 
 
 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費（百万円）  199 193        
効率化（％） 毎年度平均で前

年度比３％以上 
 3.0％        

業務経費（百万円）  7,472 5,659        
効率化（％） 毎年度平均で前

年度比１％以上 
 24.3％        

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 

 
中長期計画 

 
年度計画 

 
主な評価指標 

 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災科研は、管理部門の組

織の見直し、調達の合理化、

効率的な運営体制の確保等

に引き続き取り組むことに

より、経費の合理化・効率化

を図る。 

運営費交付金を充当して行

う事業は、新規に追加され

るもの、拡充分は除外した

上で、法人運営を行う上で

各種法令等の定めにより発

生する義務的経費等の特殊

要因経費を除き、平成 27年

度を基準として、一般管理

費（租税公課を除く。）につ

いては毎年度平均で前年度

比３％以上、業務経費は毎

年度平均で前年度比１％以

上の効率化を図る。新規に

追加されるものや拡充され

防災科研は、管理部門の組

織の見直し、調達の合理化、

効率的な運営体制の確保等

に引き続き取り組むことに

より、経費の合理化・効率化

を図る。 

運営費交付金を充当して行

う事業は、新規に追加され

るもの、拡充分は除外した

上で、法人運営を行う上で

各種法令等の定めにより発

生する義務的経費等の特殊

要因経費を除き、平成 27年

度を基準として、一般管理

費（租税公課を除く。）につ

いては毎年度平均で前年度

比３％以上、業務経費は毎

年度平均で前年度比１％以

上の効率化を図る。新規に

追加されるものや拡充され

防災科研は、管理部門の組

織の見直し、調達の合理化、

効率的な運営体制の確保等

に引き続き取り組むことに

より、経費の合理化・効率化

を図る。 

運営費交付金を充当して行

う事業は、新規に追加され

るもの、拡充分は除外した

上で、法人運営を行う上で

各種法令等の定めにより発

生する義務的経費等の特殊

要因経費を除き、平成 27年

度を基準として、一般管理

費（租税公課を除く。）につ

いては毎年度平均で前年度

比３％以上、業務経費は毎

年度平均で前年度比１％以

上の効率化を図る。新規に

追加されるものや拡充され

＜主な定量的指標＞ 
・一般管理費の効率化（ 数
値目標：毎年度平均で前年

度比３％以上） 
・業務経費の効率化（ 数値

目標：毎年度平均で前年度

比１％以上） 
 
＜その他の指標＞ 
・ 「独立行政法人の事務・

事業の見直しの基本方針」

への取組 

＜主要な業務実績＞ 
一般管理費削減の取組とし

ては、つくば市近郊にある

独立行政法人及び大学とで

共同調達を開始し、経費の

削減に取り組み、また引き

続きパソコン類のリユー

ス、リサイクルにより、産業

廃棄物の廃棄処分費用の削

減を実施した。業務経費の

取組としては、役務等の契

約の複数年化を引き続き導

入し、経費の削減を図った。 
平成 28 年度については、つ

くば本所全館で一斉空調を

廃止し個別空調を設置し光

熱水の経費節減を図った。

なお、平成 27 年度に引き続

き、効率的に研修を受講で

きるよう、e-ラーニングに

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

経費の合理化については、

他機関との共同調達の実

施、パソコン類 のリユー

ス・リサイクルによる産業

廃棄物処分費用の削減、役

務契約の複数年化による経

費の削減などの努力が続け

られている。 
 平成 28 年度については、

つくば本所全館で一斉空調

を廃止し個別空調を設置し

光熱水の経費節減を図っ

た。なお、引き続き e-ラー

ニングシステムにより効率

的な研修受講を可能とした

ことは、いずれも評価でき

る。 
  

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通り、

概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

 

＜評価すべき実績＞ 

 ― 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 ― 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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る分は翌年度から効率化を

図ることとする。ただし、人

件費の効率化については、

次項に基づいて取り組む。 

なお、経費の合理化・効率化

を進めるに当たっては、研

究開発成果の最大化との整

合にも留意する。 

る分は翌年度から効率化を

図ることとする。ただし、人

件費の効率化については、

次項に基づいて取り組む。 

なお、経費の合理化・効率化

を進めるに当たっては、「研

究開発成果の最大化」との

整合にも留意する。 

る分は翌年度から効率化を

図ることとする。ただし、人

件費の効率化については、

次項に基づいて取り組む。 

なお、経費の合理化・効率化

を進めるに当たっては、「研

究開発成果の最大化」との

整合にも留意する。 

よる研修を実施した。なお、

これまでに各種実験施設や

観測機器の運用及び維持管

理、観測データ収集、スーパ

ーコンピュータの運用な

ど、可能な限り民間委託や

アウトソーシングの活用を

図っているところである

が、業務の効率化が研究開

発能力を損なうことなく、

継続的な維持・向上に繋が

るものとなるよう十分に配

慮している。 
 

以上より、中長期計画にお

ける所期の目標を達成して

いると認められる。 
 
 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－２－２ 人件費の合理化・効率化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256 

 
２．主要な経年データ 
 
 
 
 
 
 
 

評価対象となる指標 
 

達成目標 
 
 

基準値等 
（前中長期目標期

間最終年度値等） 

28 年度 
 
 

29 年度 
 
 

30 年度 
 
 

31 年度 
 
 

32 年度 
 
 

33 年度 
 
 

34 年度 
 
 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

           
           

           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 

 
中長期計画 

 
年度計画 

 
主な評価指標 

 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給与水準については、国家

公務員の給与水準を十分配

慮し、手当を含め役職員給

与の在り方について厳しく

検証したうえで、防災科研

の業務の特殊性を踏まえた

適正な水準を維持するとと

もに、検証結果や取組状況

を公表するものとする。ま

た、適切な人材の確保のた

めに必要に応じて弾力的な

給与を設定できるものと

し、その際には、国民に対し

て納得が得られる説明に努

めるものとする。 

給与水準については、国家

公務員の給与水準を十分配

慮し、手当を含め役職員給

与の在り方について厳しく

検証したうえで、防災科研

の業務の特殊性を踏まえた

適正な水準を維持するとと

もに、検証結果や取組状況

を公表するものとする。ま

た、適切な人材の確保のた

めに必要に応じて弾力的な

給与を設定できるものと

し、その際には、国民に対し

て納得が得られる説明に努

めるものとする。 

給与水準については、国家

公務員の給与水準を十分配

慮し、手当を含め役職員給

与の在り方について厳しく

検証したうえで、防災科研

の業務の特殊性を踏まえた

適正な水準を維持するとと

もに、検証結果や取組状況

を公表するものとする。ま

た、適切な人材の確保のた

めに必要に応じて弾力的な

給与を設定できるものと

し、その際には、国民に対し

て納得が得られる説明に努

めるものとする。 

＜評価の視点＞ 
【総人件費改革への対応】 
・取組開始からの経過年数

に応じ取組が順調か。また、

法人の取組は適切か。 
 
【給与水準】 
・給与水準の高い理由及び

講ずる措置（法人の設定す

る目標水準を含む）が、国民

に対して納得の得られるも

のとなっているか。 
・法人の給与水準自体が社

会的な理解の得られる水準

となっているか。 
・国の財政支出割合の大き

い法人及び累積欠損金のあ

る法人について、国の財政

支出規模や累積欠損の状況

を踏まえた給与水準の適切

性に関して検証されている

か。 

＜主要な業務実績＞ 
定員及び人件費削減の基本

方針に基づき、引き続き事務

部門及び研究部門の計画的

な人員の配置を行った。 
 
（１）給与水準の適切性  
防災科研の俸給表は事務系

職、研究職ともに国家公務員

と同じ俸給表を適用してお

り、給与基準は国家公務員の

給与に準拠している。平成 28
年度における国家公務員と

比較した給与水準は、以下の

とおり適切な給与水準であ

った。 
１）ラスパイレス指数 
   平成 28 年度の防災科

研の国家公務員に対するラ

スパイレス指数は、下記のと

おりであった。 
   事務系職員： 109.7  

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

防災科研の俸給表は事務系

職、研究職ともに国家公務

員と同じものを適用してお

り、また役員報酬も国家公

務員指定職俸給表と同様の

範囲で支給されている。こ

れにより、職員の給与水準

及び役員報酬は適切なレベ

ルに保たれており、また、こ

れらの数値についてはホー

ムページで適切に公表がな

されている。 
平成 28 年度は、人事院勧告

に準じて改正を行ってい

る。 
 
 以上より、中長期計画に

おける所期の目標を達成し

ていると認められる。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通り、

概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

 

＜評価すべき実績＞ 

 ― 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

熊本の経験を踏まえ、災害発生時の超過勤務

等について、確実に手当てできるよう備えをす

ることが望ましい。 

 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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【諸手当・法定外福利 
費】 
・法人の福利厚生費につい

て、法人の事務・事業の公共

性、業務運営の効率性及び

国民の信頼確保の観点か

ら、必要な見直しが行われ

ているか。 

年齢・地域・学歴勘案 109.1 
   研究職員：   101.9 
年齢・地域・学歴勘案  103.5 
 
２）国家公務員に比して指数

が高い理由 
  ①事務系職員 
   防災科研は、給与水準

公表対象職員が 24 人と少な

く、人員構成上、責任のある

役職につき業務を実施する

事務系職員の割合が高くな

り、結果、役職手当（国家公

務員俸給の特別調整額相当）

の受給者割合が国家公務員

と比較し高くなっている。ま

た、近年、国家公務員宿舎へ

の入居が不可となったこと

により、職員が居住する賃貸

住宅のための住居手当の受

給者割合が高くなっている。 
平成 27 年度と比較し、年齢

勘案、年齢・地域勘案、年齢・

学歴勘案については、平成 27
年度より割合が下がってい

る。なお、年齢、地域・学歴

勘案は、平成 27 年度とほぼ

同一水準となっている。（平

成 27 年度の年齢・地域・学

歴勘案 108.9） 
 
②研究職員 
    防災科研は、防災科

学技術研究の推進を図るた

め、専門的かつ高度な知識を

有し国際社会で活躍する卓

越した研究者を確保する必

要があり、選考採用により主

に博士課程修了者を採用し、

職務に相応しい給与を支給

していること等により国家

公務員に対し指数が若干上
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回っている。 
 
３）講ずる措置 
   人事院勧告を踏まえ

た給与基準の見直しを行う

とともに、引き続き退職者の

補填については可能な限り

若返りを図るなど計画的に

人事管理を行っていく。 
 
４）国と支給割合等が異なる

手当 
   国家公務員と同様の

規程となっている。 
  
（２）役員報酬の適切性 
理事長の報酬は、事務次官給

与の範囲内で支給している。 
 
 
（３）給与水準の公表    
役員報酬及び職員給与水準

についてはホームページに

て公表している。  
 
（４）給与体系の見直し 
国家公務員の給与に準じ、平

成 28 年度に給与制度の見直

しを実施した。 
平成 28 年度の人事院勧告に

準じた俸給表及び役職手当

等各種手当ての見直しを行

った。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－２－３ 契約状況の点検・見直し 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256 

 
２．主要な経年データ 
 
 
 
 
 
 
 

評価対象となる指標 
 

達成目標 
 
 

基準値等 
（前中長期目標期

間最終年度値等） 

28 年度 
 
 

29 年度 
 
 

30 年度 
 
 

31 年度 
 
 

32 年度 
 
 

33 年度 
 
 

34 年度 
 
 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

           
           

           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 

 
中長期計画 

 
年度計画 

 
主な評価指標 

 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年５月 25

日総務大臣決定）に基づく

取組を着実に実施すること

とし、契約の公正性、透明性

の確保等を推進し、業務運

営の効率化を図る。 

また、共同調達については、

茨城県内の複数機関が参画

している協議会等を通じ

て、参画機関と引き続き検

討を行い拡充に努める。 

「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年５月 25

日総務大臣決定）を踏まえ、

防災科研の締結する契約に

ついては、原則として一般

競争入札などによることと

し、公正性、透明性を確保し

つつ、厳格に手続きを行う。 

 また、一般競争入札など

により契約を締結する場合

であっても、真に透明性、競

争性が確保されているか、

厳格に点検・検証を行い、過

度な入札条件の禁止、応札

者に分かりやすい仕様書の

作成、公告期間の十分な確

保などを行う。これらの取

組を通じて経費の削減に取

り組む。さらに、調達等合理

化計画の実施状況を含む入

札及び契約の適正な実施に

「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年５月 25

日総務大臣決定）を踏まえ、

防災科研の締結する契約に

ついては、原則として一般

競争入札などによることと

し、公正性、透明性を確保し

つつ、厳格に手続きを行う。 

また、一般競争入札などに

より契約を締結する場合で

あっても、真に透明性、競争

性が確保されているか、厳

格に点検・検証を行い、過度

な入札条件の禁止、応札者

に分かりやすい仕様書の作

成、公告期間の十分な確保

などを行う。これらの取組

を通じて経費の削減に取り

組む。さらに、調達等合理化

計画の実施状況を含む入札

及び契約の適正な実施につ

＜評価の視点＞ 
【調達等合理化計画に基づ

く取組の実施】 
・「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年５月 25
日総務大臣決定）を踏まえ、

①調達の現状と要因の分

析、②重点的に取り組む分

野、③調達に関するガバナ

ンスの徹底、④自己評価の

実施、⑤推進体制を盛り込

んだ調達等合理化計画を策

定等し、防災科研の締結す

る契約については、原則と

して一般競争入札などによ

ることとし、公正性、透明性

を確保しつつ、厳格に手続

きを行う。 

＜主要な業務実績＞ 
・６月に策定・公表した「調

達等合理化計画」に沿って、

防災科研の締結する契約に

ついては、原則として一般

競争入札などによることと

し、公正性、透明性を確保し

つつ、厳格に手続きを行っ

た。 
・①調達の現状と要因の分

析として、当該年度におけ

る防災科研の調達の全体像

を把握するため、競争入札

等、企画競争・公募、競争性

のない随意契約といった契

約種別毎の契約件数及び金

額や一者応札・応募の状況

を取りまとめ、前年度と比

較するなどして現状分析を

実施した。 
・②重点的に取り組む分野

として、研究業務分野及び

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

６月に策定・公表した「調達

等合理化計画」に沿って、公

正性、透明性を確保しつつ、

厳格に契約手続を行った。

当該計画の実施状況を含む

入札及び契約の適正な実施

については、契約監視委員

会による外部点検などを受

け、その結果をホームペー

ジにて公表した。 
 
以上のように、調達等合理

化計画の策定等を行うとと

もに、同計画に沿った取組

を実施したことから、中長

期計画における所期の目標

を達成していると認められ

る。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通り、

概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

 

＜評価すべき実績＞ 

 ― 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

災害発生時に緊急的に契約が必要な場合の手

続きについて、事後点検が可能でかつ現実的な

手法を、熊本の経験なども踏まえて検討をする

ことが望ましい。 

会計検査院が行った平成 27 年度決算検査報

告において処置済み事項として報告された事項

（電子ジャーナルの購読契約）については、会

計検査院の指摘に基づき、経費の節減を図る処

置が講じられている。 
 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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ついては、契約監視委員会

の点検などを受け、その結

果をホームページにて公表

する。 

また、共同調達については、

茨城県内の複数機関が参画

している協議会等を通じ

て、参画機関と引き続き検

討を行い拡充に努める。 

いては、契約監視委員会の

点検などを受け、その結果

をホームページにて公表す

る。 

また、共同調達については、

茨城県内の複数機関が参画

している協議会等を通じ

て、参画機関と引き続き検

討を行い拡充に努める。 

一般管理分野について、そ

れぞれの状況に即した調達

の改善及び事務処理の効率

化に努めることとし、財・サ

ービスの特性を踏まえた調

達の実施、一括調達契約の

推進、汎用的な物品・役務に

おける共同調達の推進等を

定め、それぞれに従った取

組を実施することを通じて

経費の削減を行った。 
・③調達に関するガバナン

スの徹底を図るため、既に

整備している規程等に従っ

て調達手続きを実施した。

随意契約案件については、

契約担当役理事を筆頭とし

た契約審査委員会又は随意

契約検証チームにより厳格

に手続きを行った。また、不

祥事の発生の未然防止・再

発防止のため、研究者、調達

担当者に対する調達に関す

る不祥事事案等の研修、契

約担当職員の資質向上のた

めの外部機関による研修会

への参加、当事者以外によ

る検収等を実施した。 
・④自己評価については、当

該年度に係る業務の実績等

に関する評価の一環として

年度終了後に実施し、その

結果を主務大臣に報告して

主務大臣の評価を受ける旨

を定め、それに従い実施し

た。 
・⑤推進体制として、契約担

当役理事を委員長、総務部

長及び委員長が指名した者

を委員とする防災科学技術

研究所契約審査委員会によ

り調達等合理化に取り組む
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体制を定め、それに従い実

施した。 
・その他、調達等合理化計画

の実施状況を含む入札及び

契約の実施について契約監

視委員会の点検を受け、そ

の結果をホームページにて

公表した。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－２－４ 電子化の推進 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256 

 
２．主要な経年データ 
 
 
 
 
 
 
 

評価対象となる指標 
 

達成目標 
 
 

基準値等 
（前中長期目標期

間最終年度値等） 

28 年度 
 
 

29 年度 
 
 

30 年度 
 
 

31 年度 
 
 

32 年度 
 
 

33 年度 
 
 

34 年度 
 
 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

           
           

           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 

 
中長期計画 

 
年度計画 

 
主な評価指標 

 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電子化の促進等により事務

手続きの簡素化・迅速化を

図るとともに、利便性の向

上に努める。 

「国の行政の業務改革に関

する取組方針～行政の ICT

化・オープン化、業務改革の

徹底に向けて～」（平成26年

７月 25 日総務大臣決定）を

踏まえ、電子化の促進等に

より事務手続きの簡素化・

迅速化を図るとともに、利

便性の向上に努める。所内

のイントラネットの活用を

図ると共に、ウェブ等を活

用した部門横断的な情報共

有体制を整備する。また、震

災等の災害時への対策を確

実に行うことにより、業務

の安全性、信頼性を確保す

る。 

「国の行政の業務改革に関

する取組方針～行政の ICT

化・オープン化、業務改革の

徹底に向けて～」（平成26年

７月 25 日総務大臣決定）を

踏まえ、電子化の促進等に

より事務手続きの簡素化・

迅速化を図るとともに、利

便性の向上に努める。所内

のイントラネットの活用を

図ると共に、ウェブ等を活

用した部門横断的な情報共

有体制を整備する。また、震

災等の災害時への対策を確

実に行うことにより、業務

の安全性、信頼性を確保す

る。 

＜評価の視点＞ 
【電子化の推進】 
・電子化の促進を図ってい

るか。 
・情報共有体制を整備して

いるか。 
・災害時への対策を実施し

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 
「国の行政の業務改革に関

する取組方針～行政の ICT
化・オープン化、業務改革の

徹底に向けて～」（平成26年
７月 25 日総務大臣決定）を

踏まえ、イントラネットを

活用し事務部門のマニュア

ルを整備し、提出に必要な

様式等においてダウンロー

ドし利用できるようにして

いる。また、役員等の予定や

会議室予約についてもイン

トラネットにより確認でき

るように整備している。 
 事務情報化推進のために

ICT 統括室を総務部の直下

に配置し機動的に動ける体

制を整備した。また、４月に

発生した平成28年熊本地震

による災害時の対策状況に

ついてイントラネット等を

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

事務情報化推進のために

ICT 統括室を総務部の直下

に配置し機動的に動ける体

制を整備し、また、平成 28
年熊本地震による災害時の

対策状況についてもイント

ラネット等を活用し情報共

有体制を整備し実施したこ

とは評価できる。 
 
以上より、中長期計画にお

ける所期の目標を達成して

いると認められる。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通り、

概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

 

＜評価すべき実績＞ 

 ― 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 ― 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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活用し逐次議事概要を掲載

し部門横断的な情報共有を

実施した。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256 

 
２．主要な経年データ 
 
 
 
 
 
 
 

評価対象となる指標 
 

達成目標 
 
 

基準値等 
（前中長期目標期

間最終年度値等） 

28 年度 
 
 

29 年度 
 
 

30 年度 
 
 

31 年度 
 
 

32 年度 
 
 

33 年度 
 
 

34 年度 
 
 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

           
           

           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 

 
中長期計画 

 
年度計画 

 
主な評価指標 

 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

競争的研究資金等の外部資

金の積極的な獲得や施設利

用等による自己収入の増加

等に努め、より健全な財務

内容の実現を図る。特に、本

法人が保有する大規模実験

施設については、ニーズ把

握・外部への積極的な働き

かけを行い、研究利用の観

点から適当な稼働率目標及

び利用料等を設定した具体

的な取組方針を早急に策定

し、安定した自己収入の確

保に取り組む。 

また、運営費交付金の債務

残高についても勘案しつつ

予算を計画的に執行する。

必要性がなくなったと認め

られる保有財産については

適切に処分するとともに、

重要な財産を譲渡する場合

は計画的に進める。 

競争的研究資金等の外部資

金の積極的な獲得や施設利

用等による自己収入の増加

等に努め、より健全な財務

内容の実現を図る。特に、防

災科研が保有する大規模実

験施設については、ニーズ

把握・外部への積極的な働

きかけを行い、研究利用の

観点から適当な稼働率目標

及び利用料等を設定した具

体的な取組方針を策定し、

安定した自己収入の確保に

取り組む。 

 また、運営費交付金の債

務残高についても勘案しつ

つ予算を計画的に執行す

る。必要性がなくなったと

認められる保有財産につい

ては適切に処分するととも

に、重要な財産を譲渡する

場合は計画的に進める。 

短期借入金の限度額は、11

億円とする。短期借入れが

想定される事態理由として

は、運営費交付金の受入れ

の遅延、受託業務に係る経

費の暫時立替等がある。 

 

重要な財産を譲渡、処分す

る計画はない。 

 

なし。 

 

防災科研の決算において、

剰余金が生じた時は、重点

的に実施すべき研究開発業

務への充当、職員教育の充

実、研究環境の整備、業務の

情報化、広報の充実等に充

てる。 

＜評価の視点＞ 
【収入】 
【支出】 
【収支計画】 
【資金計画】 
【財務状況】 
（当期総利益（又は当期総

損失）） 
・当期総利益（又は当期総損

失）の発生要因が明らかに

されているか。 
・また、当期総利益（又は当

期総損失）の発生要因は法

人の業務運営に問題等があ

ることによるものか。 
 
（利益剰余金（又は繰越欠

損金）） 
・利益剰余金が計上されて

いる場合、国民生活及び社

会経済の安定等の公共上の

見地から実施されることが

＜主要な業務実績＞ 
短期借入金はなかった。 
 
不要財産又は不要財産とな

ることが見込まれる財産は

なかった。 
 
重要な財産の譲渡、又は担

保に供することはなかっ

た。 
 
剰余金は、中長期計画に定

める重点的に実施すべき研

究開発業務への充当、職員

教育・福利厚生の充実、業務

の情報化、防災科研の行う

広報の充実に充てることと

なっているが、平成 28 年度

の決算においては、これら

に充当できる剰余金は発生

しなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

平成 28 年度の決算、収支計

画、資金計画は概ね適正であ

ったと認められる。 
運営費交付金の執行率は約

95%、契約済繰越を含めると

約 96%に達しており、残額の

債務は平成 29 年度に全額が

執行される見込みとなって

いる。なお、平成 28 年度の

利益剰余金は、前中期目標期

間繰越積立金 1,111 百万円、

及び当期総利益 602 百万円

を加えた 1,713 百万円であ

った。 
 
以上より、中長期計画におけ

る所期の目標を達成してい

ると認められる。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通り、

概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

 

＜評価すべき実績＞ 

 ― 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 ― 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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独立行政法人会計基準の改

訂等を踏まえ、運営費交付

金の会計処理として、収益

化単位の業務ごとに予算と

実績を管理する体制を構築

するものとする。 

 独立行政法人会計基準の

改訂等を踏まえ、運営費交

付金の会計処理として、収

益化単位の業務ごとに予算

と実績を管理する体制を構

築するものとする。 

必要な業務を遂行するとい

う法人の性格に照らし過大

な利益となっていないか。 
・繰越欠損金が計上されて

いる場合、その解消計画は

妥当か。 
・当該計画が策定されてい

ない場合、未策定の理由の

妥当性について検証が行わ

れているか。さらに、当該計

画に従い解消が進んでいる

か。 
 
（運営費交付金債務） 
・当該年度に交付された運

営費交付金の当該年度にお

ける未執行率が高い場合、

運営費交付金が未執行とな

っている理由が明らかにさ

れているか。 
・運営費交付金債務（運営費

交付金の未執行）と業務運

営との関係についての分析

が行われているか。 
 
（溜まり金） 
・いわゆる溜まり金の精査

において、運営費交付金債

務と欠損金等との相殺状況

に着目した洗い出しが行わ

れているか。 
 
 
・短期借入金は有るか。有る

場合は、その額及び必要性

は適切か。 
 
・不要な財産の処分に関す

る計画は有るか。ある場合

は、計画に沿って順調に処

分に向けた手続きが進めら

れているか。 
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・重要な財産の処分に関す

る計画は有るか。ある場合

は、計画に沿って順調に処

分に向けた手続きが進めら

れているか。 
 
・利益剰余金は有るか。有る

場合はその要因は適切か。 
・目的積立金は有るか。有る

場合は、活用計画等の活用

方策を定める等、適切に活

用されているか。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

４ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号（平成 29 年度） 0256、0257 

 
２．主要な経年データ 
 
 
 
 
 
 
 

評価対象となる指標 
 

達成目標 
 
 

基準値等 
（前中長期目標期

間最終年度値等） 

28 年度 
 
 

29 年度 
 
 

30 年度 
 
 

31 年度 
 
 

32 年度 
 
 

33 年度 
 
 

34 年度 
 
 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

           
           

           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 

 
中長期計画 

 
年度計画 

 
主な評価指標 

 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．国民からの信頼の確保・

向上 

（１）コンプライアンスの

推進 

研究開発活動の信頼性の確

保、科学技術の健全性の観

点から、研究不正に適切に

対応するため、組織として

研究不正を事前に防止する

取組を実施するとともに、

管理責任を明確化する。ま

た、万が一研究不正が発生

した際の対応のための体制

を整備する。 

適正な業務運営及び国民か

らの信頼を確保するため、

「独立行政法人等の保有す

る情報の公開に関する法

律」（平成 13 年法律第 140

号）及び「個人情報の保護に

関する法律」（平成 15 年法

律第 57 号）に基づき、適切

１．国民からの信頼の確保・

向上 

（１）研究倫理の確立及び

コンプライアンスの推進 

 研究開発活動の信頼性の

確保、科学技術の健全性の

観点から、研究不正に適切

に対応するため、理事長の

リーダーシップの下、予算

執行及び研究不正防止を含

む防災科研における業務全

般の一層の適正性確保に向

け、厳正かつ着実にコンプ

ライアンス業務を推進す

る。また、コンプライアンス

遵守に向けた体制整備等、

ガバナンスの強化を図り、

必要に応じて不断の見直し

を行う。 

 適正な業務運営及び国民

からの信頼を確保するた

め、適切かつ積極的に情報

１．国民からの信頼の確保・

向上 

（１）研究倫理の確立及び

コンプライアンスの推進 

研究開発活動の信頼性の確

保、科学技術の健全性の観

点から、研究不正に適切に

対応するため、理事長のリ

ーダーシップの下、予算執

行及び研究不正防止を含む

防災科研における業務全般

の一層の適正性確保に向

け、厳正かつ着実にコンプ

ライアンス業務を推進す

る。また、コンプライアンス

遵守に向けた体制整備等、

ガバナンスの強化を図り、

必要に応じて不断の見直し

を行う。 

適正な業務運営及び国民か

らの信頼を確保するため、

適切かつ積極的に情報の公

＜評価の視点＞ 
【適正性の観点】 
○コンプライアンス体制

は整備されているか 
・法令順守の徹底と社会的

信頼性の維持向上に資す

る業務の遂行、情報の公開

が推進されたか。 
 
【適正な体制の確保の観

点】 
○研究不正に対応するた

めの規定や組織としての

責任体制の整備及び運用

が適切になされているか。 
 
 
＜評価の視点＞ 
【適正性の観点】 
○情報セキュリティ対策

は整備されているか 
・適切な情報セキュリティ

＜主要な業務実績＞ 
防災科研の役職員が法令等の遵

守を確実に実践することを推進

するため、「コンプライアンス委

員会」を設置し、コンプライアン

ス推進のための活動方策の策定・

更新及び実施、コンプライアンス

に反する行為に対する対応、コン

プライアンスに反する事案の再

発防止策の策定等について調査

審議を行うことしている。平成 28 
年度は、コンプライアンスに反す

る行為に対する対応、コンプライ

アンスに反する事案の再発防止

策の策定等に関する調査審議の

事案がなかったことから、開催し

ていない。 
なお、「防災科研初任者ガイダン

ス」において、防災科研の不正活

動防止への取組及び公益通報制

度を説明して、新規採用者に対し

コンプライアンスの啓発を行っ

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

コンプライアンスに反す

るような事案の発生はな

かった。また、公的研究費

の適切な執行に関する研

修会を実施し、さらに、研

究倫理教育を実施するな

ど、コンプライアンス意識

啓発のための活動が続け

られたことは評価できる。 
 
「国立研究開発法人防災

科学技術研究所セキュリ

ティ・ポリシー」を策定し、

取組を進めている。 
 継続した教育により、セ

キュリティ意識の向上を

図っている。 
 さらに、「防災科学技術

研究所情報セキュリティ

委員会」を設置し体制を整

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

中長期計画及び年度計画に定められた通

り、概ね着実に業務が実施されたと認められ

るため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

 ― 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 ― 

＜有識者からの意見＞ 

 ― 
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かつ積極的に情報の公開を

行うとともに、個人情報の

適切な保護を図る取組を行

う。 

さらに、上記取組を実施す

るために、職員への周知徹

底等の取組を行う。 

 

（２）情報セキュリティ対

策の推進 

政府機関の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基準群

を踏まえ、情報セキュリテ

ィ・ポリシーを適時適切に

見直すとともに、これに基

づき情報セキュリティ対策

を講じ、情報システムに対

するサイバー攻撃への防御

力、攻撃に対する組織的対

応能力の強化に取り組む。

また、対策の実施状況を毎

年度把握し、PDCA サイクル

により情報セキュリティ対

策の改善を図る。 

 

（３）安全衛生及び職場環

境への配慮 

業務の遂行に伴う事故及び

災害等の発生を未然に防止

し業務を安全かつ円滑に遂

行できるよう労働安全衛生

管理を徹底する。また、実験

施設を利用した業務におい

ては、安全管理計画書等を

作成するなど、安全管理の

徹底、事故等の発生防止に

一層努める。 

 

２．人事に関する事項 

研究開発成果の最大化と効

率的な業務遂行を図るた

め、若手職員の自立、女性職

の公開を行うとともに、個

人情報の適切な保護を図る

取組を推進する。具体的に

は、「独立行政法人等の保有

する情報の公開に関する法

律」（平成 13 年法律第 140

号）及び「個人情報の保護に

関する法律」（平成 15 年法

律第 57 号）に基づき、適切

に対応するとともに、職員

を対象に定期的に不正防止

や個人保護情報等に係る説

明会、ならびに e-ラーニン

グ等を活用した理解度調査

を実施する。 

 

（２）情報セキュリティ対

策の推進 

 政府機関の情報セキュリ

ティ対策のための統一基準

群を踏まえ、情報セキュリ

ティ・ポリシーを適時適切

に見直すとともに、これに

基づき情報セキュリティ対

策を講じ、情報システムに

対するサイバー攻撃への防

御力、攻撃に対する組織的

対応能力の強化に取り組

む。また、対策の実施状況を

毎年度把握し、PDCA サイク

ルにより情報セキュリティ

対策の改善を図るほか、e-

ラーニング等を活用した情

報セキュリティ対策に関す

る職員の意識向上を図るた

めの取組を継続的に行う。 

 

（３）安全衛生及び職場環

境への配慮 

 業務の遂行に伴う事故及

び災害等の発生を未然に防

止するとともに、業務を安

開を行うとともに、個人情

報の適切な保護を図る取組

を推進する。具体的には、

「独立行政法人等の保有す

る情報の公開に関する法

律」（平成 13 年法律第 140

号）及び「個人情報の保護に

関する法律」（平成 15 年法

律第 57 号）に基づき、適切

に対応するとともに、職員

を対象に定期的に不正防止

や個人保護情報等に係る説

明会、ならびに e-ラーニン

グ等を活用した理解度調査

を実施する。 

 

（２）情報セキュリティ対

策の推進 

政府機関の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基準群

を踏まえ、情報セキュリテ

ィ・ポリシーを適時適切に

見直すとともに、これに基

づき情報セキュリティ対策

を講じ、情報システムに対

するサイバー攻撃への防御

力、攻撃に対する組織的対

応能力の強化に取り組む。

また、対策の実施状況を毎

年度把握し、PDCA サイクル

により情報セキュリティ対

策の改善を図るほか、e-ラ

ーニング等を活用した情報

セキュリティ対策に関する

職員の意識向上を図るため

の取組を継続的に行う。 

 

（３）安全衛生及び職場環

境への配慮 

業務の遂行に伴う事故及び

災害等の発生を未然に防止

するとともに、業務を安全

対策が推進されたか。 
 
【適正な体制の確保の観

点】 
○情報セキュリティに対

応するための規定や組織

としての責任体制の整備

及び運用が適切になされ

ているか 
 
 
＜評価の視点＞ 
【適正性の観点】 
○安全衛生及び職場環境

への配慮が十分に図られ

ているか 
 
 
＜評価の視点＞ 
【人事に関する計画】 
・人事に関する計画は有る

か。有る場合は、当該計画

の進捗は順調か。 
・人事管理は適切に行われ

ているか。 
 
 
＜評価の視点＞ 
【施設・設備に関す 
る事項】 
・施設及び設備に関する計

画は有るか。有る場合は、

当該計画の進捗は順調か。 
 
 
＜評価の視点＞ 
【中長期目標期間を超え

る債務負担】 
・中長期目標期間を超える

債務負担は有るか。有る場

合は、その理由は適切か。 
 

た。 
また、全職員を対象に「公的研究

費の適正な執行に関する全所説

明会」を開催し、不正使用等を引

き起こす要因と防止に向けた取

組等の説明を行い、公的研究費の

適正な執行について意識向上を

図った。 
さらに、文部科学大臣決定「研究

活動における不正行為への対応

等に関するガイドライン」に基づ

き、研究活動にかかわる者等を対

象に研究倫理教育に関するプロ

グラムを履修させ、研究倫理の向

上を図った。 
防災科研の情報提供については、

前年度に引き続き防災科研の組

織、業務及び財務についての基礎

的な情報、評価及び監査に関する

情報等をホームページに掲載し

て諸活動の情報を公開している。 
なお、情報公開制度の適正な運用

については、「独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する法

律」、「独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律施行令」

を踏まえ、「国立研究開発法人防

災科学技術研究所情報公開規程」

等を定めている。平成 28 年度に

おいては、法人文書開示の請求は

なかった。 
 
制定された「国立研究開発法人防

災科学技術研究所セキュリティ・

ポリシー」に基づき、対策に取り

組んでいる。 
重要なセキュリティ情報は、イン

トラネットを通じ、全職員に周知

徹底している。また、継続的なセ

キュリティ意識の向上策として、

e-ラーニングによるセキュリティ

教育と、標的型攻撃メールの模擬

えたことは評価できる。 
 
労働安全衛生及び職場環

境の向上を目的として、新

規採用職員へのガイダン

スを始め、各種の研修や講

習会が適切に実施された

ことは評価できる。また、

産業医や衛生管理者等に

よる安全衛生巡視、大型実

験施設での安全管理計画

書の作成、定期健康診断、

健康相談、ストレスチェッ

クなどが計画的かつ適切

に実行されており、外部委

託により、メンタルヘルス

等に関するサポートの充

実化を図ったことも評価

できる。 
 
中長期計画に定める人件

費の範囲内で人員の計画

的な配置が進められたこ

とは評価できる。 
また、資質の向上を目指し

て研究所の内外で実施さ

れた様々な研修や説明会

等に、役職員が積極的に参

加し、新たに広報研修や課

科研費獲得に向けた所内

説明会を行ったことは高

く評価できる。さらに、職

員評価について、観測施設

等の維持管理業務や、研究

所の活動の基礎となる所

内活動を評価する制度の

見直しを行ったことは評

価できる。 
女性や外国人にとっても

働きやすい職場環境を整

備する一環として、平成 24
年度に締結された「一時預
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員の活躍等ができる職場環

境の整備、充実した職員研

修、適切な人事評価等を実

施する。また、外国人研究者

の受入れを含め優秀かつ多

様な人材を確保するため、

採用及び人材育成の方針等

を盛り込んだ人事に関する

計画を策定し、戦略的に取

り組む。 

 

３．施設・設備に関する事項 

業務に必要な施設や設備に

ついては、老朽化対策を含

め必要に応じて重点的かつ

効率的に更新及び整備す

る。 

全かつ円滑に遂行できるよ

う労働安全衛生管理を徹底

する。 

 実験施設を利用した業務

においては、その都度、安全

管理計画書等を作成するな

ど、安全管理の徹底、事故等

の発生防止に一層努める。

また、職員の健康管理にお

いては、ストレスチェック

や健康相談等のメンタルヘ

ルス対策を推進し、職員が

安心して職務に専念できる

職場環境づくりを進める。 

 

２．人事に関する事項 

 研究開発成果の最大化と

効率的な業務遂行を図るた

め、若手職員の自立、女性職

員の活躍等ができる職場環

境の整備、充実した職員研

修、適切な人事評価等を実

施する。また、防災科学技術

の中核的機関として、研究

者の流動性向上を目指し、

外国人研究者の受入れを含

め優秀かつ多様な人材を確

保するため、採用及び人材

育成の方針等を盛り込んだ

人事に関する計画を策定

し、戦略的に取り組む。 

研究者の流動性向上、総合

防災研究機関として、これ

まで以上に多様なバックグ

ラウンド・専門性を有した

研究者の確保に努める。 

 

３．施設・設備に関する事項 

 中長期目標を達成するた

めに業務に必要な施設や設

備等については、老朽化対

策を含め必要に応じて重点

かつ円滑に遂行できるよう

労働安全衛生管理を徹底す

る。 

実験施設を利用した業務に

おいては、その都度、安全管

理計画書等を作成するな

ど、安全管理の徹底、事故等

の発生防止に一層努める。

また、職員の健康管理にお

いては、ストレスチェック

や健康相談等のメンタルヘ

ルス対策を推進し、職員が

安心して職務に専念できる

職場環境づくりを進める。 

 

２．人事に関する事項 

研究開発成果の最大化と効

率的な業務遂行を図るた

め、若手職員の自立、女性職

員の活躍等ができる職場環

境の整備、充実した職員研

修、適切な人事評価等を実

施する。また、防災科学技術

の中核的機関として、研究

者の流動性向上を目指し、

外国人研究者の受入れを含

め優秀かつ多様な人材を確

保するため、採用及び人材

育成の方針等を盛り込んだ

人事に関する計画を策定

し、戦略的に取り組む。 

研究者の流動性向上、総合

防災研究機関として、これ

まで以上に多様なバックグ

ラウンド・専門性を有した

研究者の確保に努める。 

 

３．施設・設備に関する事項 

中長期目標を達成するため

に業務に必要な施設や設備

等については、老朽化対策

を含め必要に応じて重点的

 
＜評価の視点＞ 
【積立金の使途】 
・積立金の支出は有るか。

有る場合は、その使途は中

長期計画と整合している

か。 

訓練を実施している。 
「防災科学技術研究所情報セキ

ュリティ委員会」に関する規程を

制定し、理事を委員長とする、情

報セキュリティを運用する委員

会を設置した。 
 
 
安全衛生委員会を毎月１回開催

し、職員の危険又は健康障害を防

止するための基本となる対策に

ついて、調査審議した。 
職場内での事故や災害の発生を

未然に防止するとともに衛生管

理を徹底させるため、産業医や衛

生管理者等による各居室の安全

衛生巡視を定期的に実施した。 
大型実験施設を利用した実験研

究においては、その都度、安全管

理計画書を作成、また、所内一般

公開においては、KYK（危険予知

訓練）を実施し、安全管理の徹底、

事故等の発生防止に努めた。 
職員への安全衛生に関する教育

としては、 新たに採用された職

員 を 中 心 に 、 AED
（ AutomatedExternal 
Defibrillator）の取扱方法を含め

た救急法講習会を実施した。 
職員の健康管理においては、定期

健康診断、ストレスチェック、健

康相談を実施するとともに、特に

メンタル面でのフォローアップ

を図るため、産業医による長時間

労働の面接指導を実施した。 
また、外部委託により、24 時間健

康相談サービスを取り入れ、職員

等の健康管理、メンタルヘルス等

に関するサポートの充実化を図

った。 
 
（１） 人員に係る指標 

かり保育」や「病児保育」

の契約が有効に利用され

ていることは評価できる。

また、優秀な外国人研究者

など多様な人材を確保す

るために、英文での公募

や、外国人相談窓口の設置

などの努力が続けられて

いることも評価できる。 
 
厳しい財政状況にもかか

わらず、老朽化が進んだ施

設や設備等を適切に維持

管理できたことは目標を

達成していると認められ

る。 
Ｅ－ディフェンスの加振

制御システムの更新工事

が確実に実施されたこと

は評価できる。 
 
以上より、中長期計画にお

ける所期の目標を達成し

ていると認められる。 
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的かつ効率的に更新及び整

備する。 

 

４．中長期目標期間を超え

る債務負担 

中長期目標期間を超える債

務負担については、防災科

学技術等の研究開発に係る

業務の期間が中長期目標期

間を超える場合で、当該債

務負担行為の必要性及び資

金計画への影響を勘案し、

合理的と判断されるものに

ついて行う。 

 

５．積立金の使途 

 前中長期目標期間の最終

年度における積立金残高の

うち、文部科学大臣の承認

を受けた金額については、

国立研究開発法人防災科学

技術研究所法に定める業務

の財源に充てる。 

かつ効率的に更新及び整備

する。 

 

４．中長期目標期間を超え

る債務負担 

中長期目標期間を超える債

務負担については、防災科

学技術等の研究開発に係る

業務の期間が中長期目標期

間を超える場合で、当該債

務負担行為の必要性及び資

金計画への影響を勘案し、

合理的と判断されるものに

ついて行う。 

 

５．積立金の使途 

前中長期目標期間の最終年

度における積立金残高のう

ち、文部科学大臣の承認を

受けた金額については、国

立研究開発法人防災科学技

術研究所法に定める業務の

財源に充てる。 

中長期計画に定める人件費の範

囲内で、事務部門及び研究部門の

計画的な人員の配置を行った。 
 
（２） 職員研修制度の充実 
平成 28 年度は、防災科研が主催

する防災科研ガイダンス、公的研

究費の適正な執行に向けての説

明会、公文書管理法説明会、文書

管理担当者実務研修、広報研修、

科研費獲得に向けた所内説明、他

機関が主催する英語研修、給与実

務研究会等を実施した。また、集

合型研修だけではなく、e-ラーニ

ングによる研修を実施したこと

により、個人情報保護のための研

修や、情報セキュリティ研修、研

究活動の不正防止関する研修等

に役職員が積極的に参加した。 
 
（３） 職員評価結果の反映 
職員の業務に対するモチベーシ

ョンの向上を図るため、職員評価

の結果を昇給、昇格、賞与等に反

映させるとともに、研究職員の評

価結果については、結果のフィー

ドバックを行った。 
また、今まで評価され難かった所

内活動について評価方法の見直

しを行い、観測施設、共用施設の

維持管理や広報活動、所内委員等

について、評価する制度とした。 
 
（４） 職場環境の整備 
育児に関する実態調査及び育児

支援制度に関する希望について

の職員アンケート調査結果をも

とに、子育て中においても働きや

すい職場環境作りや支援制度の

導入の一環として、希望の多かっ

た一時預かり保育や病児保育の

支援体制の整備（平成 24 年５月）
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を図り、利用の促進を行ってい

る。 
また、所内のイントラネットへ育

児・介護に関する制度をわかりや

すくまとめたページを開設し、職

員に対しての育児・介護制度の理

解及び促進を図った。 
外国人を含む優秀かつ多様な人

材の確保のため、英文での公募を

実施し、就業規則等の主要な規

程・契約書についてバイリンガル

化を行った。さらに、日本におけ

る生活支援等のため、外国人相談

窓口を設けて様々な相談への対

応を行うとともに、外国人向けパ

ンフレットを配布している。 
 
消防法、建築基準法、水道法、電

気事業法、水質汚濁防止法、フロ

ン抑制法、省エネ法、クレ－ン等

安全規則等に基づく法令点検、そ

の他機能維持を保つための定期

的な点検を行い、施設や設備等の

維持管理に努めた。 
さらに、本所（茨城県つくば市）

の施設・設備の老朽化対策を含め

必要に応じて重点的かつ効率的

に更新及び整備する観点から、調

査を行い、①建物の外壁亀裂（ク

ラック）、屋上防水シートの破損、

②特高変電所、二次変電所の電力

量計の故障、変圧器の保護スイッ

チの劣化、GIS 保護用部品（漏電・

短絡防止用）の劣化、③外灯の発

錆と腐食穴、④空調設備中央監視

装置の主制御装置の劣化、⑤大型

耐震実験施設の加振機内蔵の変

位計及びアキュムレ－タの故障、

⑥大型降雨実験施設の走行装置

センサー部の劣化、大扉開閉装置

センサー部等の劣化が判明し、こ

れらの更新等が必要となった。 
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この中で、平成 28 年度は、特高

変電所の電力量計交換、空調設備

中央監視装置の主制御装置交換

等を行った。また、大型耐震実験

施設の加振機内蔵の老朽化した

変位計及びアキュムレ－タの交

換を実施することが決定され、適

切に維持管理を行うこととなっ

た。未実施のものは更新計画を策

定し、順次、更新等を行うことと

していきたい。 
また、Ｅ－ディフェンスの施設・

設備・装置等の改善、改良及び性

能向上に資するため、平成 27 年

度補正予算により加振制御シス

テムの更新を実施した。 
 
中長期目標を超える債務負担は

なかった。 
 
積立金の支出はなかった。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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